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大学院の社会的要請と役割

今日、農業や酪農は食を担う第一次産業として益々社会的重要性が高まっている。一方、その安全性を脅

かす人獣共通感染症の発生や環境汚染に由来する生産物の加工と流通分野での汚染が進んでおり、多様で解

決の困難な問題を発生させている。また、農業や酪農が生態系や気候変動等の環境変動から影響を受けると

同時に、環境に影響を及ぼすという両面性が今日的課題となっている。さらに人類と動物の福祉及び動物・

人・環境の調和と共存が社会の求める課題となっている。このような状況のもと農業、酪農及び獣医学に幅

広い総合科学の視点を導入し、国内はもちろんのこと、国際的な研究を実施していくことが、社会の要請に

応えていくために肝要なことである。

したがって、今後益々重要になることは、国民にとっての安全・安心な食料の安定した生産や加工の確保

であり、動物・人・環境の調和と共存を図ることである。本学大学院の役割はこれらの課題に対処して科学

的に支えることのできる高度な技術者の養成であり、環境汚染の根源を科学的に解明する実践的な研究者の

養成である。

大学院の目的

本学大学院は、建学の精神・三愛精神に基づく健土健民の実現のために酪農学並びに獣医学に関する学術

の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化と科学の発展に寄与することを目的に設立された。

酪農学研究科は、酪農学園創立の基本精神に基づいて、酪農学とその関連科学領域に関する精深かつ不断

の研究を進め、その成果を広く社会に還元することで人類の福祉と自然環境の保全並びに産業と文化の進展

に貢献することを目的としてきた。この特徴は、農畜産物生産から流通、加工、消費（栄養学・生活科学を

含む）まで一貫して研究できる環境があり、食に関して総合的・科学的な研究ができることである。

また、獣医学研究科は、酪農学園創立の基本精神に基づいて、獣医学とその関連科学を創造的に研究・発

展させ、その成果を人類と動物の福祉及び動物・人・環境の調和と共存に寄与させることを目的としてきた。

この二つの研究科は、いずれも学部・学群教育との連続性を有効に発揮し、社会に有意な高度専門技術者や

研究者を送り出すことを目的としてきた。

本学の建学の精神・健土健民の理念を日本・北海道だけでなく、広く東アジアから世界にまで実現してい

くことが求められている。

大 学 院 の 組 織

獣医学専攻博士課程
獣医学研究科

獣医保健看護学専攻修士課程

食生産利用科学専攻博士課程

酪農学専攻修士課程

酪農学研究科 フードシステム専攻修士課程

食品栄養科学専攻博士課程

食品栄養科学専攻修士課程
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／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／酪農学園大学　大学院要覧／本文　２０２３年度／００２‐０００（役割・目的  2022.01.18 14.24.39  Page 2 



酪農学園大学大学院

獣 医 学 研 究 科

獣 医 学 専 攻 博 士 課 程

獣医保健看護学専攻修士課程

Rakuno Gakuen University Graduate School

Graduate School of Veterinary Medicine

Veterinary Medicine，Doctoral Course

Veterinary Science，Master's Course

獣

医

学

研

究

科
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獣医学研究科の３つのポリシー

獣医学研究科は、酪農学園創立の基本精神に基づいて、獣医学とその関連科学を創造的に研究・

発展させ、その成果を人類と動物の福祉及び動物・人・環境の調和と共存に寄与させることを目的

とする。また、学部・学群教育との連続性を有効に発揮し、社会に有意な高度専門技術者や研究者

を送り出すことを目的とする。

アドミッション・ポリシー

獣医学専攻博士課程

多様化・高度化する獣医学とその関連科学の教育と研究を通して生命・自然を尊ぶ豊かな人間性

をはぐくみ、人類と動物の福祉及び動物・人・環境の調和と共存に貢献し、国際的視野にたって次

世代の獣医学の教育と研究を担う人材を養成すること目的としている。従って、本専攻は建学の理

念を理解し、獣医学に関する高度な知識と技術を習得する能力を有し、さらに、その継続的な発展

に強い意欲を有する人物を入学させる。入学に当たってはこれらの能力を確認するため、語学並び

に専門科目について学力試験を行うとともに、入学の目的、研究の意欲、専門分野における理解度

などについて面接を行い、一定以上の基準を有する者を選抜する。

獣医保健看護学専攻修士課程

多様化・高度化する獣医学、動物看護学、動物保健学ならびにその関連科学の教育と研究を通し

て生命・自然を尊ぶ豊かな人間性をはぐくみ、人類と動物の福祉及び動物・人・環境の調和と共存

に貢献し、国際的視野にたって次世代の獣医保健看護学の教育と研究を担う人材を養成することを

目的としている。従って、本専攻は建学の理念を理解し、獣医保健看護学に関する高度な知識と技

術を習得する能力を有し、さらに、その継続的な発展に強い意欲を有する人材を受け入れる。

カリキュラム・ポリシー

獣医学専攻博士課程

獣医学とその関連科学を創造的に発展させ、その成果を研究に反映させる教育を実施する。その

ため、自ら課題を探求し、その解決に対し幅広く柔軟かつ総合的な判断をする力を養い、次世代の

教育と研究について指導的な役割を果たすことができるよう、研究や討論を実践的に積み上げる演

習科目並びに獣医学研究実験に重点をおいた教育を実施する。また、急速に発展・変化する獣医学

とその関連科学についての高度な知識と技術を習得し、社会のグローバル化に対応することができ

－ ４ －
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るよう、各専門分野並びに国際獣医情報学に関する特殊講義を教授する。

獣医保健看護学専攻修士課程

動物看護学、動物保健学ならびにその関連科学を創造的に発展させ、その成果を研究に反映させ

る教育を実施する。

・自ら課題を探求し、その課題解決に対し幅広く、柔軟かつ総合的な判断をする力を養い、次世

代の教育と研究について指導的な役割を果たしうる人材を養成するために、研究や討論を実践

的に積み上げる演習科目ならびに研究実験に重点をおいた教育を実施する。

・獣医保健看護学について基礎・応用と臨床についての２専門分野を設け、それぞれの専門分野

についての高度な知識と技術を習得するための科目を開講する。また、他専門分野の科目を選

択することが必要な教育課程とし、専門分野に偏らない科目の選択が可能なカリキュラムとす

る。

ディプロマ・ポリシー

獣医学専攻博士課程

所定の単位を取得し、以下の能力を有する人物に対し学位を授与する。

・健全で人間性豊かな生命観と社会的使命感を持ち、幅広く深い教養と高度な専門知識・技術を

基礎として、総合的に判断できる能力

・社会において必要とされている研究課題を見極めるとともに、課題に対して真摯に取り組み、

獣医学とその関連科学の教育と研究に寄与し、さらにそれを発展させ、積極的に社会に発信す

る能力

・国際的な視野を有し、次世代の獣医学の教育と研究においてリーダーとして行動できる能力

獣医保健看護学専攻修士課程

所定の単位を取得し、以下の能力を有する人物に対し学位を授与する。

・幅広く、深い教養と高度な専門知識・技術及び総合的な判断力を有し、健全で人間性豊かな生

命観と社会的使命感を有するとともに、それを達成する能力

・課題に対して真摯に取り組み、獣医保健看護学とその関連科学の教育と研究に寄与し、さらに

それを発展させ、積極的に社会に発信する能力

・次世代の獣医保健看護学の教育と研究においてリーダーとして行動できる能力

獣
医
学
研
究
科
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酪農学園大学大学院獣医学研究科規程

（趣 旨）

第１条 この規程は、酪農学園大学大学院学則（以下「学則」という。）の規定により、酪農学園大学大学
院獣医学研究科（以下「本研究科」という。）について必要な事項を定める。

（専 攻）

第２条 本研究科に次の専攻を置く。
獣医保健看護学専攻
獣医学専攻

（課 程）

第３条 本研究科の課程において、獣医保健看護学専攻の課程は、修士課程とする。獣医学専攻の課程は、
博士課程とする。

（入 学）

第４条 本研究科修士課程に入学できる者は、学則第１０条各号の一に該当する者で、本研究科の行う選考に
合格した者とする。博士課程に入学できる者は、学則第１１条各号の一に該当する者で、本研究科の行う選
考に合格した者とする。

（転入学及び再入学）

第５条 学則第１５条に該当する者が、本研究科に転入学又は再入学を願い出た場合は、欠員のあるときに限
り、選考の上、入学を許可することがある。

（授業科目）

第６条 授業科目及び単位は、学則に定める別表のとおりとする。
２ 授業科目の各年次に対する配当及び毎週授業時間数は、研究科委員会及び酪農学園大学大学院委員会（以
下「大学院委員会」という。）の議を経て、学長が決定する。

（修士課程の修了要件）

第７条 修士課程の修了要件は、大学院に２年以上在学し、３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を
受けた上、その目的に応じ、本研究科の行う、修士論文または特定の課題についての研究成果の審査及び
試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学
院に１年以上在学すれば足りるものとする。

（博士課程の修了要件）

第８条 博士課程の修了要件は、大学院に４年以上在学し、３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を
受けた上、本研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、
優れた研究業績を上げた者については、大学院に３年以上在学すれば足りるものとする。

（他大学の大学院における授業科目の履修等）

第９条 本研究科において教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、学生が他大学の大学院の
授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院において学修することを認めることができる。

２ 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、１０単位を
超えない範囲で前条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

３ 本研究科において教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、学生が他大学の大学院又は研
究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。

（履修方法）

第１０条 授業科目の単位を修得するには、当該授業科目を履修し、かつ、試験に合格しなければならない。
２ 各授業科目の試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由がある
ときは、臨時に実施することがある。

３ 第７条により定められた優れた研究業績により在学期間を短縮し修了する場合は、早期修了時期以降の
配当授業科目について前倒しして履修することができるものとする。

４ 授業科目の履修方法の細目については、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て、学長が決定する。
（成 績）

第１１条 授業科目の試験の成績は、優・良・可及び不可の４種とし、優・良・可を合格とする。

－ ６ －
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（学位論文の提出）

第１２条 学位論文は、本研究科の定める期日までに提出しなければならない。
（学位授与）

第１３条 本研究科所定の修了要件を満たし、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て修了が認定された者
について、学長が修士（獣医保健看護学）及び博士（獣医学）の学位を授与する。

（科目等履修生）

第１４条 本研究科において、一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは、研究科委員会の議
を経て、科目等履修生として履修を許可することがある。

２ 科目等履修生を志願する者は、当該授業科目について相当の学力があると認められた者でなければなら
ない。

（特別科目等履修生）

第１５条 本研究科において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他大学又は外国の大学の大
学院の学生があるときは、研究科委員会の議を経て、特別科目等履修生としてこれを許可することがある。

（研 究 生）

第１６条 本研究科において、研究指導を受けようとする者があるときは、研究科委員会の議を経て、研究生
としてこれを許可することがある。

２ 研究生を志願する者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められた者でなけ
ればならない。

３ 論文提出による博士の学位授与申請を目的とする場合、在籍年数は２年以内とする。
（科目等履修生、特別科目等履修生及び研究生の許可）

第１７条 前３条の許可は、学期又は学年ごとに行う。
（準用規程）

第１８条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生及び研究生に関して酪農学園大学科目等履修生規程及
び酪農学園大学研究生規程を準用する。

（改 廃）

第１９条 この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が決定する。

附 則

この規程は、１９７５（昭和５０）年４月１日から施行する。
附 則

この規程は、１９８１（昭和５６）年４月１日から施行する。
附 則

この規程は、１９８２（昭和５７）年４月１日から施行する。
附 則

１ この規程は、１９９０（平成２）年４月１日から施行する。
２ １９８９（平成元）年度以前の入学者については、なお従前の規程による。

附 則

この規程は、１９９１（平成３）年１１月２４日から施行し、１９９１（平成３）年７月１日から適用する。
附 則

この規程は、１９９６（平成８）年４月１日から施行する。
附 則

この規程は、２００２（平成１４）年４月１日から施行する。
附 則

この規程は、２０１５（平成２７）年４月１日から施行する。
附 則

この規程は、２０１８（平成３０）年４月１日から施行する。
附 則

この規程は、２０２３（令和５）年４月１日から施行する。

獣
医
学
研
究
科

－ ７ －
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教員組織および研究指導分野

獣医学専攻 博士課程

専門分野 研究指導分野 指導・副指導教員氏名 研 究 内 容

基

礎

獣

医

学

生

体

機

能

学

獣医解剖学

准教授 植田 弘美
１）複合糖質の組織化学的研究
２）漢方薬の治癒機序の形態学的解明

准教授 渡邉 敬文
１）３次元電子顕微鏡を用いた超微細構造の解析
２）酸化ストレスによるミトコンドリアの形態変化
３）運動器系の結合組織に関する研究

助 教 細谷実里奈
１）雌性生殖器の機能障害に関する研究
２）自己免疫疾患による全身病態に関する研究

獣医生理学

教 授 翁長 武紀
１）消化管運動の調節機序に関する研究
２）消化管ペプチドの刺激分泌連関に関する比較内分泌学的
研究

教 授 林 英明
１）各種動物におけるストレス動態に関する研究
２）動物福祉の生理学的評価と応用に関する研究
３）反芻動物における栄養素吸収・代謝機構に関する研究

講 師 守屋 大樹
１）光変換蛍光タンパク質を利用した免疫細胞の動態解析
２）鳥類免疫機構の解析と獣医療への応用

獣医生化学 教 授 岩野 英知
１）環境ホルモンの次世代影響機序の解明
２）イヌ乳腺腫瘍の早期診断および予後診断の開発
３）病原細菌に対するファージセラピーの応用研究

獣医薬理学
教 授 寺岡 宏樹

１）小型の熱帯魚を用いた環境汚染物質の作用機構解明
２）タンチョウの保全科学（環境汚染、遺伝背景）
３）伴侶動物の臨床薬理

講 師 中村 達朗
１）アレルギー反応の役割解明に関する研究
２）イヌのアレルギー腫瘍学に関する研究

獣医放射線生物学 教 授 遠藤 大二

１）光子および電子輸送シミュレーターによる動物体内放射
線被ばく線量の予測

２）人工知能（AI）を用いた塩基配列関係に基づく識別検
出用 PCRプライマーの設計

３）人工知能（AI）を用いた獣医診療文書に基づく臨床診
断支援システムの開発

感
染
・
病
理
学

獣医病理学 教 授 松田 一哉
動物の自然発生疾患に関する病理学的研究、病理解剖学的な
らびに組織学的診断

医 動 物 学 教 授 浅川 満彦
野生および動物園動物特用家畜・エキゾチックペット動物な
どの寄生虫症の臨床および疫学、寄生虫学を指標にした野生
動物の生態、保全医学教育基盤構築

獣医ウイルス学 教 授 萩原 克郎
１）家畜・野生動物における感染症の疫学と予防・治療研究
２）ウシの免疫機能に関する研究
３）腫瘍免疫に関する研究

獣医細菌学 教 授 秋庭 正人
１）細菌感染症の分子疫学と防除技術に関する研究
２）動物由来細菌の環境抵抗性と病原性に関する研究

実験動物学 教 授 北村 浩
ミエロイド系細胞で発現している機能未知分子の炎症反応に
おける役割や、エネルギー代謝制御における役割を解明する
とともに、これら分子の機能に影響する食素材を探索する。

獣医臨床病理学 准教授 平田 晴之
１）分子生物学的な診断法の確立
２）各種動物に寄生している寄生虫及び原虫の同定と進化系
統解析

臨
床
獣
医
学

生
産
動
物
医
療
学

生産動物内科学 教 授 田島 誉士
１）牛ウイルス性下痢ウイルス感染症の疫学的研究
２）生産獣医療におけるウイルス感染症対策に関する研究
３）感染性因子が家畜の生産性に及ぼす影響

生産動物外科学 教 授 鈴木 一由

１）大動物における静脈内輸液・栄養輸液管理に関する臨床
研究

２）牛の炎症性疾患に関する病態生理学的研究
３）エンドトキシンショックに関する病態生理および臨床薬
理学的研究

動物生殖学 ※ 未定

注）下線のある教員は副指導教員

－ ８ －

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／酪農学園大学　大学院要覧／本文　２０２３年度／００３‐０３８（獣医学研究科  2023.03.08 14.18.53  Page 8 



獣医学専攻 博士課程

専門分野 研究指導分野 指導・副指導教員氏名 研 究 内 容

臨

床

獣

医

学

伴

侶

動

物

医

療

学

伴侶動物内科学
准教授 大田 寛

１）犬の慢性腸炎と消化器型リンパ腫の病態解析
２）猫の低悪性度消化器型リンパ腫の病態解析
３）伴侶動物の消化器疾患の診断における画像診断の有用性

講 師 田村 昌大 １）超音波エラストグラフィの臨床適応に関する研究
２）新規超音波技術の獣医療への応用に関する研究

伴侶動物外科学 教 授 鳥巣 至道 １）小動物領域における低侵襲外科治療の研究
２）小動物領域における外科代謝栄養学の研究

運動器・神経病治療学 ※ 未定

獣医臨床腫瘍学 准教授 山� 裕毅
１）３次元スフェロイド培養モデルの樹立とその応用
２）犬の固形がんに対する低酸素標的治療の開発
３）悪性腫瘍の診断と治療に関するバイオマーカーの検索

画像診断学 准教授 華園 究
１）スパースモデリングを用いたMRI撮像の高速化と臨床応用
２）ドプラ法および造影超音波検査を用いた犬猫の腎機能解析
３）超音波検査、MRI 検査を用いた右房機能解析

獣医麻酔学

教 授 山下 和人

１）犬猫における麻酔疼痛管理・周術期栄養管理に関する研究
２）犬猫の集中治療に関する研究。新しい馬の全静脈麻酔法
の開発

３）馬の敗血症治療に関する研究

准教授 佐野 忠士
１）犬猫における麻酔疼痛管理・周術期栄養管理に関する研究
２）犬猫の周術期疼痛管理が術後回復にもたらす影響に関す
る研究

准教授 伊丹 貴晴

１）犬・猫における硬膜外麻酔および神経ブロックによる知
覚神経遮断領域の検討

２）犬におけるアシドーシス病態時の循環動態管理に対する
治療戦略の模索

３）内毒素血症モデル豚における新規薬剤フザプラジブの呼
吸循環機能改善効果

循環器病学 教 授 井坂 光宏
１）循環器と各種臓器との多臓器円環（主に運動器との関連）
２）心臓外科
３）老齢医学（運動器、循環器）

動物理学療法学 ※ 未定

応

用

獣

医

学

衛

生

環

境

学

獣医衛生学

教 授 樋口 豪紀 ウシ乳腺免疫機構に関する基礎的研究・ウシ蹄病の病態解析
と蹄病防除への応用に関する研究

准教授 権平 智
１）Mycoplasma bovis の病原性因子の探索
２）Mycoplasma bovis がウシの免疫応答能に及ぼす影響
３）アミノ酸がウシ乳房炎の免疫応答能に及ぼす影響

獣 医 疫 学

教 授 蒔田 浩平
日本および発展途上国における家畜および人獣共通感染症の
疫学研究、輸出入および食品衛生リスク分析、感染症モデリ
ング、学際的分野のワンヘルスアプローチ

講 師 松山 亮太
１）家畜および野生動物に関する疾病の疫学研究
２）人獣共通感染症の疫学研究
３）疾病制御に向けた介入に関する評価と最適化

食品衛生学

教 授 臼井 優 １）動物、環境および食品由来薬剤耐性菌の疫学研究
２）薬剤耐性菌対策（診断法開発を含む）に関する研究

講 師 福田 昭
１）薬剤耐性菌に関する疫学研究
２）薬剤耐性菌/耐性遺伝子の動態に関する研究
３）食品における微生物汚染と制御に関する研究

環境衛生学 教 授 能田 淳
１）重金属などの環境中汚染物質の現状把握と曝露メカニズ
ムに関する研究

２）大気を介した感染物とその予防に関する研究

人と動物の関係学 教 授 郡山 尚紀
１）野生大型類人猿とヒトの共通感染症に関する研究
２）海棲哺乳類の生態と人間活動の関係に関する研究
３）動物介在介入における動物の生体反応に関する研究

人獣共通感染症学
教 授 村松 康和 Ｑ熱コクシエラやリケッチアなど、人獣共通感染症原因細菌

を対象とした国内及び海外における疫学調査

准教授 内田 玲麻 １）蚊媒介性フラビウイルスの疫学および媒介能に関する研究
２）野生動物におけるマダニ媒介性ウイルスに関する研究

ハードヘルス学

教 授 及川 伸
１）牛の代謝性疾患の制御に関する研究
２）牛の生産病と飼養環境に関する研究
３）酪農における生産関連データの有効活用システムの研究

准教授 福森 理加
１）乳牛の栄養生理学にもとづく飼養管理の実践
２）代謝ホルモンの分泌・作用の解明
３）周産期管理

獣医倫理学 教 授 �橋 優子
１）獣医療倫理理論
２）バーナード・ローリンの思想
３）比較獣医倫理思想

注）下線のある教員は副指導教員

獣
医
学
研
究
科

－ ９ －
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獣医保健看護学専攻 修士課程

専門分野 研究指導分野 指導教員氏名 研 究 内 容

基

礎

・

応

用

獣

医

保

健

看

護

学

獣医解剖学 准教授 渡邉 敬文
１）３次元電子顕微鏡を用いた超微細構造の解析
２）酸化ストレスによるミトコンドリアの形態変化
３）運動器系の結合組織に関する研究

獣医生理学 教 授 林 英明
１）各種動物におけるストレス動態に関する研究
２）動物福祉の生理学的評価と応用に関する研究
３）反芻動物における栄養素吸収・代謝機構に関する研究

獣医生化学

教 授 岩野 英知
１）環境ホルモンの次世代影響機序の解明
２）イヌ乳腺腫瘍の早期診断おおび予後診断の開発
３）病原細菌に対するファージセラピーの応用研究

准教授 宮庄 拓
１）針葉樹の香気成分が動物に与える効果に関する研究
２）敗血症モデルブタを用いた敗血症における生体反応の解
明と治療デバイスによる治療効果の検討

動物薬理学 教 授 寺岡 宏樹
１）小型の熱帯魚を用いた環境汚染物質の作用機構解明
２）タンチョウの保全科学（環境汚染、遺伝背景）
３）伴侶動物の臨床薬理

獣医病理学 教 授 松田 一哉
動物の自然発生疾患に関する病理学的研究、病理解剖学的な
らびに組織学的診断

医 動 物 学 教 授 浅川 満彦
野生および動物園動物特用家畜・エキゾチックペット動物な
どの寄生虫症の臨床および疫学、寄生虫学を指標にした野生
動物の生態、保全医学教育基盤構築

獣医微生物学 教 授 秋庭 正人
１）細菌感染症の分子疫学と防除技術に関する研究
２）動物由来細菌の環境抵抗性と病原性に関する研究

公衆衛生学
教 授 蒔田 浩平

日本および発展途上国における家畜および人獣共通感染症の
疫学研究、輸出入および食品衛生リスク分析、感染症モデリ
ング、学際的分野のワンヘルスアプローチ

教 授 臼井 優
１）動物、環境および食品由来薬剤耐性菌の疫学研究
２）薬剤耐性菌対策（診断法開発を含む）に関する研究

環境衛生学 教 授 能田 淳
１）動物飼育環境における衛生管理と疾病予防に関する研究
２）大気を介した感染物とその予防に関する研究
３）構築環境下での衛生管理に関する研究

臨

床

獣

医

保

健

看

護

学

獣医衛生学 教 授 樋口 豪紀
ウシ乳腺免疫機構に関する基礎的研究・ウシ蹄病の病態解析
と蹄病防除への応用に関する研究

生産獣医療学 教 授 田島 誉士 牛群管理における感染症対策の重要性と疾病コントロール

動物疾病治療学 教 授 鈴木 一由

１）各種動物における炎症性疾患に関する病態生理学的研究
２）エンドトキシンショックに関する病態生理および臨床薬
理学的研究

３）各種動物における静脈内輸液・栄養輸液管理に関する臨
床研究

獣医麻酔学

教 授 山下 和人
１）犬猫における麻酔疼痛管理・周術期栄養管理に関する研究
２）犬猫の集中治療に関する研究。新しい馬の全静脈麻酔法
の開発。馬の敗血症治療に関する研究

准教授 佐野 忠士

１）イヌ・ネコにおける麻酔疼痛管理・周術期栄養管理に関
する研究

２）イヌ・ネコの周術期疼痛管理が術後回復にもたらす影響
に関する研究

准教授 伊丹 貴晴

１）全身麻酔下の犬における体温喪失および保温に関する研究
２）重症動物における炎症性サイトカインと周術期管理に関
する研究

３）重症動物における炎症性サイトカインと術後疼痛に関す
る研究

画像診断学 准教授 華園 究
１）スパースモデリングを用いたMRI 撮像の高速化と臨床応用
２）ドプラ法および造影超音波検査を用いた犬猫の腎機能解析
３）超音波検査、MRI 検査を用いた右房機能解析

動物理学療法学 ※ 未定

動物行動学 教 授 郡山 尚紀
１）伴侶動物の行動と問題行動治療に関する研究
２）野生動物の行動および生態と人と動物の共生に関する研
究

－１０－
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授業科目の履修について

１．授業科目および単位

獣医学研究科各専攻の授業科目および単位は、１２頁の７．「授業科目年次配当表」のとおりです。

２．授業科目の履修届

年度始めに１２頁の「７．授業科目年次配当表」および１３頁の「８．履修について」により履修する授業科

目を確認し、博士課程は履修登録票により、修士課程はUNIPAの履修登録画面より指定された期間内に

登録してください。

３．授業時間

通常の授業時間は、次のとおりです。

時 限 時 間 時 限 時 間 時 限 時 間

１ ９：００～９：４５ ５ １３：００～１３：４５ ９ １６：２０～１７：０５

２ ９：４５～１０：３０ ６ １３：４５～１４：３０ １０ １７：０５～１７：５０

３ １０：４０～１１：２５ ７ １４：４０～１５：２５

４ １１：２５～１２：１０ ８ １５：２５～１６：１０

４．成績評価

成績の評価は、優・良・可・不可で行い、優・良・可を合格とします。

５．修士・博士論文

① 学則第２５条による修了認定のための学位論文は、修了年次の指定された期日までに指導教員に提出し、

審査および最終試験を受けなければなりません。

② 博士の学位論文は、１６頁「課程修了認定のための博士（獣医学）の学位論文に関する取扱要領」及び

２８頁「博士（獣医学）の学位論文作成の手引き」により作成してください。

③ 修士の学位論文は、２１頁「課程修了認定のための修士（獣医保健看護学）の学位論文に関する取扱要

領」及び３３頁「修士（獣医保健看護学）の学位論文作成の手引き」により作成してください。

６．修了要件

獣医学専攻博士課程………修得単位数３０単位以上および論文

・専門分野から１分野………２４単位

・特殊講義……………………６単位以上

・論 文

獣医保健看護学専攻修士課程……修得単位数３０単位以上および論文

①指導教員の担当する特論……………………………………２単位（必修とする）

②所属分野の演習………………………………………………４単位（必修とする）

③所属分野の特別研究…………………………………………１０単位（必修とする）

④生命倫理と研究倫理…………………………………………２単位（必修とする）

⑤演習および特別研究を除く、その他の科目から…………１２単位

⑥論 文

獣

医

学

研

究

科

－１１－
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７．授業科目年次配当表

①獣医学専攻博士課程

②獣医保健看護学専攻修士課程

授 業 科 目 単 位
開 講 年 次

１ 年 ２ 年 ３ 年
前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期

専

門

分

野

基
礎
獣
医
学

基 礎 獣 医 学 演 習 Ⅰ ４ ４ ４
基 礎 獣 医 学 演 習 Ⅱ ４ ４ ４
基 礎 獣 医 学 演 習 Ⅲ ４ ４ ４
基 礎 獣 医 学 研 究 実 験 １２ ６ ６ ６ ６ ６ ６

臨
床
獣
医
学

臨 床 獣 医 学 演 習 Ⅰ ４ ４ ４
臨 床 獣 医 学 演 習 Ⅱ ４ ４ ４
臨 床 獣 医 学 演 習 Ⅲ ４ ４ ４
臨 床 獣 医 学 研 究 実 験 １２ ６ ６ ６ ６ ６ ６

応
用
獣
医
学

応 用 獣 医 学 演 習 Ⅰ ４ ４ ４
応 用 獣 医 学 演 習 Ⅱ ４ ４ ４
応 用 獣 医 学 演 習 Ⅲ ４ ４ ４
応 用 獣 医 学 研 究 実 験 １２ ６ ６ ６ ６ ６ ６

形 態 機 能 学 特 殊 講 義 ２ １ １ � � � �
臨 床 獣 医 学 特 殊 講 義 ２ � � １ １ � �
応 用 獣 医 学 特 殊 講 義 ２ � � １ １ � �
予 防 獣 医 学 特 殊 講 義 ２ � � １ １ � �
国 際 獣 医 情 報 学 特 殊 講 義 ２ １ １ � � � �

授 業 科 目 単 位

開 講 年 次

１ 年 ２ 年

前 期 後 期 前 期 後 期

基
礎
・
応
用
獣
医
保
健
看
護
学

動 物 形 態 ・ 機 能 学 特 論 ２ ２ �
動 物 感 染 病 学 特 論 ２ ２ �
動 物 病 理 学 特 論 ２ � ２
基 礎 ・ 応 用 獣 医 保 健 看 護 学 特 論 ２ ２ �
公 衆 衛 生 学 特 論 ２ � ２
動 物 栄 養 学 特 論 ２ ２ �
基 礎 ・ 応 用 獣 医 保 健 看 護 学 演 習 Ⅰ ２ ２ ２
基 礎 ・ 応 用 獣 医 保 健 看 護 学 演 習 Ⅱ ２ � � ２ ２

基礎・応用獣医保健看護学特別研究 １０ ５
�

５
� ５ ５

臨

床

獣

医

保

健

看

護

学

生 産 動 物 医 療 学 特 論 ２ ２ �
動 物 衛 生 学 特 論 ２ ２ �
伴 侶 動 物 医 療 学 特 論 ２ ２ �
動 物 行 動 学 特 論 ２ � ２
動 物 看 護 学 特 論 ２ � ２
動 物 理 学 療 法 学 特 論 ２ ２ �
臨 床 獣 医 保 健 看 護 学 特 論 ２ ２ �
臨 床 獣 医 保 健 看 護 学 演 習 Ｉ ２ ２ ２
臨 床 獣 医 保 健 看 護 学 演 習 Ⅱ ２ � � ２ ２

臨 床 獣 医 保 健 看 護 学 特 別 研 究 １０ ５
�

５
� ５ ５

生 命 倫 理 と 研 究 倫 理 ２ ２ �

－１２－
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８．履修について

獣医学専攻博士課程

授 業 科 目 履 修 方 法 お よ び 講 義 内 容

演 習 Ⅰ
・高度の基礎および専門知識を幅広く修得し、これを応用することを演習する。

・１年次に所属教室で行う。

演 習 Ⅱ
・積極的に問題点を見出し、解決していく創造性を演習する。

・２年次に所属教室および他の１教室（他分野の教室可）を選択し行う。

演 習 Ⅲ
・最先端科学技術を学際領域への展開を含めて演習する。

・３年次に所属教室および他の３教室（他分野の教室可）を選択し行う。

研 究 実 験

・研究実験計画に基づき、学内外の研究実験施設を使用して３年間以上５４０時間

以上の研究実験を行う。

・所属教室の指導のもとに行う。

特 殊 講 義

（３年次までに

開講）

形態機能学・生体における機能相の変化に伴った動物細胞の特殊な形態・機能に

ついて講義を行う。

臨床獣医学・病気の診断治療には、学部で取得した各科目の知識を総合して判断

することが求められる。

ここでは、特殊な症例を取り上げて、その診断および治療について

最新の診療技術情報を取り入れ講義を行う。

応用獣医学・人獣共通伝染病などから特殊な事象を取り上げて、詳細に検討を加

えた講義を行う。

予防獣医学・これからの獣医学は、個体治療から集団予防へと推移することが高

まってくることは必至である。その社会的要請に応答すべく、本学

の理念である「健土健民」に立脚し、土の科学、飼料学、環境衛生

学、免疫学などを含めた広範な予防獣医学について講義を行う。

国際獣医情報学・国際化時代に向け、国際交流を通した授業を展開するなど国際

的視野に立脚した講義を行う。

獣
医
学
研
究
科

－１３－
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獣医保健看護学専攻修士課程

授 業 科 目 履 修 方 法 お よ び 講 義 内 容

動物形態・機
能学特論

獣医療関係職を目指す人には体のいろいろなことを学ぶことは楽しくためになる
ことである。そして、動物を生物学的なものとして見ることを基盤とした学問で
ある動物看護医療にも有用な考え方を得ることが出来る。本特論では、動物形態・
機能学という分野で、いかに動物は動いて、考えて、感じて生活しているかを形
態・機能と結びつけて教授する。

動物感染病学
特論

国際社会のグローバル化に伴い感染症の伝播が容易に国境を越えるようになって
いる。展示動物や野生動物、実験動物等にも種々の感染症が認められている。ま
た、本学の附属動物には多くの感染症症例の来院が認められている。本特論では、
ウイルス性感染症と寄生虫病の病原体、疫学、診断法、防御法、検疫などについ
て新知見を加えて紹介し、学生間で考察する。

動物病理学特論

イヌ、ネコなどの伴侶動物をはじめウシやウマなどの大型の家畜や、動物園や水
族館で飼育されている種々の動物には多種多様の病気が発生し、時には治療のか
い無く死にいたる事もある。本特論では、動物に発生する病気の種類やその特徴、
原因、病気の診断法も含めて解説する。特に臨床との結びつきが理解できるよう
具体的な症例を対象に講義を進める。

基礎・応用獣
医保健看護学
特論

獣医保健看護分野は動物医療の新しい学問分野であるため、看護研究を進めてい
くには獣医学の基礎分野（解剖、生理学、生化学、薬理学、放射線生物学）や応
用分野（微生物学、病理学、公衆衛生学、検査学）の基幹となる知識が必要とな
る。本特論ではそれぞれの学問分野の基礎および最新の知見について理解し研究
遂行に必要な基礎知識ならびに研究を行う上での倫理を学ぶ。

公衆衛生学特論
公衆衛生の考え方と概要を学び、公衆衛生学における最新のトピックについて、
食品衛生学、人獣共通感染症、環境衛生学および疫学分野から精選して紹介する。
合わせて、公衆衛生における動物看護師の役割を理解する。

動物栄養学特論

チーム獣医療を担う動物看護師の役割として、動物の栄養管理は重要な項目であ
る。本特論では、以下の３点について、文献資料を基にした先進的な理解と考察
を学ぶ。
・動物栄養学の基礎事項を分子生物学的側面から学ぶ。
・犬と猫のライフステージ別栄養管理を学ぶ。
・犬と猫の疾病と栄養管理、入院動物の栄養管理および栄養教育の展開について
学ぶ。

基礎・応用獣
医保健看護学
演習Ｉ

基礎・応用獣医保健看護学分野（解剖学、組織学、生化学、生理学、薬理学、放
射線生物学、微生物学、ウイルス学、病理学、公衆衛生学、臨床検査学）の原著
論文（英語および日本語）を講読し、論文の内容をまとめて発表する。発表後の
質疑応答を通して内容を理解して専攻分野の問題点を抽出する。

基礎・応用獣
医保健看護学
演習 II

基礎・応用獣医保健看護学分野（解剖学、組織学、生化学、生理学、薬理学、放
射線生物学、微生物学、ウイルス学、病理学、公衆衛生学、臨床検査学）の原著
論文（英語および日本語）の中から自分の研究に役立つものを検索し講読して発
表する。この際に自分の修士論文研究の途中経過についても合わせて発表し、そ
の後の質疑応答から、購読論文の各自の研究への応用関連を考えさせ、新しい研
究の立案能力を習得させる。

基礎・応用獣
医保健看護学
特別研究

基礎及び応用獣医保健看護学の関連分野（動物形態機能学、微生物学、動物病理
学、公衆衛生学、動物検査学）において正常時の生体機能調節機構とその病気に
よる変化、または病気の原因について種々の手法を用いて研究を行う。さらに研
究結果の解釈および問題点について討議を行い、最終的には研究結果を論文とし
て完成させ発表会を行う。

生産動物医療
学特論

生産動物医療および畜産物の製造・流通に関わる様々な職種の役割を解説し、そ
の連携により生産動物医療が成立していることを理解させる。とくに、生産者お
よび獣医師以外の専門性を持った技術者・アドバイザーが果たす役割について自
ら考えるために必要な生産システムおよび獣医学的な基礎知識について講義し、
高度な専門性を持つ技術者として生産現場に関わるために必要な知識を習得さ
せ、その資質について理解させる。

－１４－

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／酪農学園大学　大学院要覧／本文　２０２３年度／００３‐０３８（獣医学研究科  2023.01.23 13.55.51  Page 14 



授 業 科 目 履 修 方 法 お よ び 講 義 内 容

動物衛生学特論

動物の疾病を病因学的に分類して概要を把握するとともに、それらの疾病を効果
的に制御するために必要な知識と技術を体系化する。教科の内容としては病原微
生物、生体防御など基礎的理解を得たうえで、感染症（監視伝染病、海外伝染病、
一般感染症）、代謝病、消化器疾患、免疫疾患、運動器病、繁殖疾患、遺伝疾患、
外科疾患などについて病因、病態、治療予防について理解を深める。

伴侶動物医療
学特論

伴侶動物医療における画像診断学、麻酔・疼痛管理学、集中治療学、外科学、神
経病学および腫瘍学の各分野について、高度医療の内容を概説する。最後に、１４
回の講義内容を踏まえ、伴侶動物医療の高度治療における獣医看護学のあり方を
議論する。

動物行動学特論

動物行動学の基本となる学習理論の基本を理解し、犬・猫をはじめとする伴侶動
物において認められる問題行動（行動異常）への介入について学ぶ。さらに犬・
猫以外の動物（ハムスター、ウサギ、鳥など）、展示動物（動物園・水族館）そ
して野生動物の行動特性について理解する。

動物看護学特論

チーム獣医療を担う動物看護師が果たす役割には、以下の事柄について理論と実
践の修得が重要である。
・診断・治療・予後・看護課程を判断する上で重要な臨床検査について学ぶ。
・動物看護学を学問的に体系づけるための動物看護過程について学ぶ。
・動物看護師の社会的使命、心構え、倫理観、また動物の権利と愛護について法
律的側面から学ぶ。

動物理学療法
学特論

身体機能を最大限に回復させ、維持し、高めるための理学療法を実施するにあた
り、その意義と適応について学ぶ。生体力学に基づいた理学療法のための基礎的
な知識、すなわち、解剖学、生理学の統合と選択可能な理学療法の種類等につい
て学ぶ。理学療法の臨床応用にあたり必要な学問的知識として、物理療法で用い
られる機器の原理、適応、禁忌を総合的に学ぶ。運動療法やマッサージ療法の種
類、適応、禁忌を学ぶ。これらの総合により作成される代表的症例の治療プログ
ラムを学ぶ。また、動物の痛みとその評価法および疼痛管理について学ぶ。

臨床獣医保健
看護学特論

近年の伴侶動物分野における医療体制は、人医療と同様に整形外科、軟部外科、
神経外科、内科、眼科、画像診断科、麻酔科などに細分化され、専門的な医療が
提供されている。本特論では、各診療分野で動物看護師として臨床上重要とされ
る専門的知識に焦点を絞り、解説する。

臨床獣医保健
看護学演習Ｉ

臨床獣医保健看護学分野（生産獣医療学、衛生学、画像診断学、理学療法学、麻
酔および疼痛管理学、動物行動学、動物看護学）の原著論文（英語および日本語）
を講読し、論文の内容をまとめて発表する。発表後の質疑応答を通して論文内容
を理解するとともに専攻分野の問題点を抽出する。

臨床獣医保健
看護学演習 II

臨床獣医保健看護学分野（生産獣医療学、衛生学、画像診断学、理学療法学、麻
酔および疼痛管理学、動物行動学、動物看護学）の原著論文（英語および日本語）
の中から自分の研究に役立つものを抽出し講読発表する。この際、自分の修士論
文の研究についても経過を発表しその後の質疑応答から、購読論文の各自の研究
への関連と応用を考えさせ、新しい研究の立案能力を習得させる。

臨床獣医保健看
護学特別研究

臨床獣医保健看護学の関連分野（生産獣医療学、衛生学、画像診断学、理学療法
学、麻酔および疼痛管理学）において種々の疾病とそれが誘起される機序につい
て種々の手法を用いて検討を行う。検討結果を整理してその解釈および問題点に
ついて担当教員と討議を行い、最終的には研究結果を論文として完成させる。

生命倫理と研
究倫理

獣医保健看護学に関する研究を実施する上で必要な生命倫理と研究倫理に関して
基本的な考え方を学ぶとともに動物を使用した研究などに係る法令、ガイドライ
ンを解説する。また、各テーマについて具体的問題事例を挙げて質疑を行う。
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課程修了認定のための博士（獣医学）の学位論文に関する取扱要領

（趣 旨）

第１条 酪農学園大学大学院獣医学研究科（以下「本研究科」という。）の課程修了認定のための学位論文

の取扱いについては、酪農学園大学大学院学則（以下「学則」という。）及び酪農学園大学学位規程（以

下「学位規程」という。）に定めるもののほか、この要領による。

（学位論文の提出資格）

第２条 学則第２４条第１項により修了を認定される者。

２ 学則第２４条第４項により修了を認定される者。なお、学則第２４条第４項に規定する優れた研究業績とは、

在籍中に筆頭著者として掲載を許可された全ての論文（学位論文に関係しない論文も含む）の掲載誌のイ

ンパクトファクター（最新の SCI Journal Citation Reports による）の総計が４以上のものとする。

（学位論文の提出期日）

第３条 前条第１項により４年次末までに学位の授与を受けようとする者は、それより３か月前までに指導

教員を通じて、学位論文審査に要する提出物を本研究科長に提出しなければならない。

２ 前条第２項により３年次末または４年次前期末までに学位の授与を受けようとする者は、それより５か

月前までに所定の書類（様式１～３）に優れた研究業績を添え、指導教員を通じて本研究科長に申請し、

認められた場合は学位授与日より３か月前までに指導教員を通じて、学位論文審査に要する提出物を本研

究科長に提出しなければならない。

（学位論文審査に要する提出物）

第４条 学位論文審査に要する提出物は以下のとおりとする。なお、提出物については�～�は紙媒体１部
及び電子データ、�は紙媒体で学位論文に関するもの全てとする。
� 学位論文審査申請書

� 学位論文

� 学位論文要旨

� 論文目録

� 参考論文

レフェリー制度のある学術雑誌に公表済みあるいは掲載を許可されたもので、申請者が筆頭

著者の原著論文（英文）１篇以上（短報では２篇以上）とする。申請者が筆頭著者でない論

文の内容を学位論文に使用する場合には、共同研究者の承諾書（様式４－１あるいは様式４

－２）を添付するものとする。

� 研究ノート

２ 研究不正を防止し、論文の根拠となる成績を記録するための研究ノートの取扱いについては別に定める。

（学位論文及び資料）

第５条 学位論文は単著とし、１篇に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。

２ 審査のため必要があるときは、学位論文の訳文、模型又は標本等の資料を提出させることがある。

３ 複数の筆頭著者による論文を学位申請論文の主論文とする場合の条件については別に定める。

（審査委員）

第６条 本研究科委員会は、学位規程第７条第１項及び第２項に定めるもののうちから主査１名及び副査２

名以上の審査委員を選定する。
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（学位論文の審査及び試験）

第７条 審査委員は、学位論文を審査し、必要に応じて合同または単独で論文提出者に学位論文について質

疑を行う。

２ 審査委員は、論文提出者に対して学位論文を中心としてこれに関連のある授業科目について試験を行う。

（審査委員の報告）

第８条 審査委員は、学位論文の審査及び試験を終了したときは、その結果を次の書類により本研究科委員

会に報告しなければならない。

� 学位論文の審査及び最終試験の結果について

� 学位論文審査及び最終試験結果報告書

（研究科委員会の審議）

第９条 本研究科委員会は、審査委員の報告に基づいて審議し、学位論文の審査及び試験の合否を議決する。

（改 廃）

第１０条 この要領の改廃は、本研究科委員会の議を経て、酪農学園大学大学院委員会で行う。

附 則

１ この要領は、１９９０（平成２）年４月１日から制定施行する。

２ １９８９（平成元）年度以前の入学者については、第２条を除きこの要領を適用する。

附 則

この要領は、１９９３（平成５）年９月１６日から施行する。

附 則

１ この要領は、１９９４（平成６）年４月１日から施行する。

２ １９９３（平成５）年度以前の入学者については、第４条の（５）は、なお従前の要領を適用する。

附 則

この要領は、２００１（平成１３）年１２月２１日から施行し、２００１（平成１３）年１２月１日から適用する。

附 則

この要領は、２００７（平成１９）年２月２２日から施行し、２００７年（平成１９）年１月２２日から適用する。

附 則

１ この要領は、２０１０（平成２２）年４月１日から施行する。

２ ２００９（平成２１）年以前の入学者については、なお従前の要領を適用する。

附 則

この要領は、２０１３（平成２５）年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、２０１５（平成２７）年４月１日から施行する。

附 則

１ この要領は、２０１７（平成２９）年４月１日から施行する。

２ 第４条第６号については２０１５（平成２７）年度以降の入学生から適用する。

附 則

この要領は、２０２０年８月２５日から施行し、２０２０年４月１日から適用する。

附 則

この要領は、２０２３（令和５）年４月１日から施行する。
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酪農学園大学大学院獣医学研究科博士課程修了認定に係る「複数の筆頭著者による論文」を学位申請論文の

主論文とする場合の申合せ

酪農学園大学大学院課程修了認定のための博士（獣医学）の学位論文に関する取扱要領 第５条第３項に

規定する「複数の筆頭著者による論文を学位申請論文の主論文とする場合の条件」は次のとおりとする。

１．当該論文が PubMed 収録の学術雑誌に公表済みあるいは掲載を許可されたものであること。

２．当該論文に equal contribution による研究である旨の明確な記載があること。

３．当該論文の equally contributed author が２名以内であること。

４．筆頭著者が複数名となるための必要性を説明した指導教員の理由書（様式１）があること。

５．もう一人の筆頭著者が、当該論文を学位申請論文の主論文として使用することについて合意しているこ

と（誓約書の提出）（様式２－１あるいは様式２－２）。

６．当該論文は他の学位申請論文の主論文として使用しないこと。

附 則

この申合せは、２０１７（平成２９）年４月１日より施行する。
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課程修了認定のための修士（獣医保健看護学）の学位論文に関する取扱要領

（趣 旨）

第１条 酪農学園大学大学院獣医学研究科（以下「本研究科」という。）の課程修了認定のための学位論文
の取扱いについては、酪農学園大学大学院学則（以下「学則」という。）及び酪農学園大学学位規程（以
下「学位規程」という。）に定めるもののほか、この要領による。

（学位論文の提出資格）

第２条 学則第２４条第１項により修了を認定される者
２ 学則第２４条第２項により修了を認定される者。なお、学則第２４条第２項に規定する優れた研究業績とは、
在籍中に筆頭著者として査読付きの学術論文に投稿し、アクセプトされた和文あるいは英文論文が１編以
上とする。

（学位論文の提出期日）

第３条 前条第１項により２年次末までに学位の授与を受けようとする者は、それより３か月前までに指導
教員を通じて、学位論文審査に要する提出物を本研究科長に提出しなければならない。

２ 前条第２項により１年次末または２年次前期末までに学位の授与を受けようとする者は、それより５か
月前までに所定の書類（様式１、２）に優れた研究業績を添え、指導教員を通じて本研究科長に申請し、
認められた場合は学位授与日より３か月前までに指導教員を通じて、学位論文審査に要する提出物を本研
究科長に提出しなければならない。

（学位論文審査に要する提出物）

第４条 学位論文審査に要する提出物は以下のとおりとする。なお、提出物については�～�は紙媒体１部
及び電子データ、�は紙媒体で学位論文に関するもの全てとする。
� 学位論文審査申請書
� 学位論文
� 学位論文要旨
� 学会発表等（特許も含む）

研究成果の全部または一部を発表した関連学会等の講演要旨の写し。特許取得の場合はその証明書の
写し。

� 研究ノート
２ 研究不正を防止し、論文の根拠となる成績を記録するための研究ノートの取扱いについては別に定める。
（学位論文及び資料）

第５条 学位論文は単著とし、１篇に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
（審査委員）

第６条 本研究科委員会は、学位規程第７条第１項及び第２項に定めるもののうちから、指導教員を除く３
名以上の審査委員を選定する。

（学位論文の審査及び試験）

第７条 審査委員は、学位論文を審査し、必要に応じて合同または単独で論文提出者に学位論文について質
疑を行う。

（審査委員の報告）

第８条 審査委員は、学位論文の審査及び試験を終了したときは、その結果を次の書類により本研究科委員
会に報告しなければならない。
� 学位論文の審査及び最終試験の結果について
� 学位論文審査及び最終試験結果報告書
（研究科委員会の審議）

第９条 本研究科委員会は、審査委員の報告に基づいて審議し、学位論文の審査及び試験の合否を議決する。
（改 廃）

第１０条 この要領の改廃は、本研究科委員会の議を経て、酪農学園大学大学院委員会で行う。

附 則

この要領は、２０１５（平成２７）年４月１日から制定施行する。
附 則

この要領は、２０２０（令和２）年８月２５日から施行し、２０２０年４月１日から適用する。
附 則

この要領は、２０２３（令和５）年４月１日から施行する。
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論文提出による博士（獣医学）の学位授与に関する取扱要領

（趣 旨）

第１条 酪農学園大学大学院獣医学研究科（以下「研究科」という。）における論文提出による博士（獣医
学）の学位授与に関する取扱いについては、酪農学園大学学位規程（昭和５０年４月１日制定。以下「学位
規程」という）に定めるもののほか、本要領の定めるところによる。

（学位授与申請資格）

第２条 本研究科に学位の授与を申請することのできる者は、次の各項のいずれかに該当する獣医学に関す
る研究歴を有する者で、本学の専任教職員、または本学に過去半年以上本研究科研究生として在籍し、在
籍期間中に論文を完成した者とする。

２ 大学において獣医学、医学、歯学または薬学の課程を卒業または修了した者
� ４年の課程を卒業した者は６年以上
� ６年の課程を卒業した者は４年以上
� 修士課程を修了した者は４年以上
� 外国の大学を卒業した者は６年以上
３ 大学における獣医学、医学、歯学または薬学の課程を経ない者
� 大学を卒業した者は８年以上
� 短期大学または専門学校を卒業した者は１０年以上
４ その他、本研究科委員会の議を経て認められた者

（獣医学研究歴）

第３条 前条に定める獣医学に関する研究歴とは、次の各号の一に該当する期間、研究に従事したことをい
う。
� 大学において、獣医学に関する専任教員として研究に従事した期間
� 大学院獣医学研究科を退学した者は、大学院に在学した期間
� 大学および大学院において、獣医学を専攻する研究生として在学した期間
� 本研究科委員会の認める研究機関において、専任職員として研究に従事した期間
� 前号に定めた研究機関に所属していない場合でも、学術論文、学会発表等により研究活動を行ってい
たことが証明される場合にはその発表を行った当該年度（暦年）

� その他、本研究科委員会が、前各号と同等以上と認める方法により研究に従事した期間

（学位授与申請の手続き）

第４条 学位の授与を申請するときは、本研究科の委員を介して、次の各号に定める書類に論文審査手数料
を添え、本研究科長を経て学長に提出しなければならない。なお、提出物は紙媒体１部及び電子データと
する。
� 学位論文審査申請書
� 学位論文
� 学位論文要旨
� 参考論文

レフェリー制度のある学術雑誌に公表済みあるいは掲載を許可された論文５篇以上とする。
そのうち１篇以上は、学位論文の全部または一部を含み、申請者が筆頭著者の原著論文（英
文）であること。ただし、短報では２篇以上とする。申請者が筆頭著者でない論文の内容を
学位論文に使用する場合には、共同研究者の承諾書（様式１－１あるいは様式１－２）を添
付するものとする。

� 論文目録
� 履歴書
� 研究歴証明書
	 最終学校卒業（修了）証明書

 郵便振替払込受付証明書
� 在職証明書（本学在職の者）

（論文審査手数料）

第５条 論文審査手数料は、本研究科委員会ならびに大学院委員会の議を経て、別に学長が定める。

（予備審査）

第６条 学位授与の申請がなされたときは、本研究科委員会は、提出された全ての書類について点検し、こ
れを受理することについての可否を決するために予備審査を行う。
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２ 予備審査のために、３名からなる予備審査委員会を設ける。
３ 予備審査は、学位授与の申請がなされた日から、３ヵ月以内に終了する。
４ 予備審査の結果は、本研究科委員会の議を経て学長に報告する。
５ 予備審査において不可とされたときは、学位の授与申請は受理されず、予備審査料を除き、全ての書類
および論文審査料を返付する。

（学位論文の審査及び学力試験）

第７条 学位論文の審査および学力試験は、申請者が、獣医学の分野について研究者として自立して研究活
動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを確認するために行う。

２ 学位論文の審査及び学力試験を行うために、本研究科委員会内に委員３名以上からなる審査委員会を設
ける。

３ 審査委員会は、申請者が専攻学術及び外国語について、本研究科博士課程を修了して学位を授与される
者と同等以上の学力があることを確認するため、口頭または筆答による学力試験を行う。

４ 学位論文の審査及び学力試験は、予備審査の期間を含めて、学位論文が提出された日から１年以内に終
了する。

（審査委員会の報告）

第８条 審査委員会は、学位論文の審査および学力試験を終了したときは、ただちに次の各号に定める事項
を、所定の様式によって本研究科委員会に報告しなければならない。
� 学位論文審査の概要及び審査結果
� 学力試験の成績と結果
� 学位授与の可否についての審査委員会の判定

（学位の授与月日）

第９条 学位の授与月日は、次のとおりとする。
６月３０日、９月３０日、１２月２５日、３月２５日

（改 廃）

第１０条 この要領の改廃は、本研究科委員会の議を経て、大学院委員会で行う。

附 則

この要領は、１９８８（昭和６３）年４月１日から制定施行する。
附 則

この要領は、１９９２（平成４）年８月２０日から施行し、１９９１（平成３）年７月１日から適用する。
附 則

この要領は、１９９４（平成６）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、１９９９（平成１１）年１０月１日から施行する。
附 則

この要領は、２００１（平成１３）年１２月２１日から施行し、２００１（平成１３）年１２月１日から適用する。
附 則

この要領は、２００５（平成１７）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２００６（平成１８）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２００７（平成１９）年２月１６日から施行し、２００７（平成１９）年１月２２日から適用する。
附 則

この要領は、２００８（平成２０）年１２月１９日から施行する。
附 則

この要領は、２０１０（平成２２）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２０１１（平成２３）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２０１３（平成２５）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２０１８（平成３０）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２０２０年８月２５日から施行する。
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論文提出による博士（獣医学）の学位授与に係る論文審査手数料について

１．酪農学園大学学位規程第４条第３項および論文提出による博士（獣医学）の学位授与に関する取扱要領

第５条に基づき、博士（獣医学）の学位の授与を申請する場合の論文審査手数料を次のとおり定める。

２．予備審査において不可とされたときは、前項各号に定める予備審査料を除き、論文審査料を返付する。

制定日 １９８８（昭和６３）年４月１日

改正日 ２００１（平成１３）年１２月１日

改正日 ２０１２（平成２４）年４月１日

発展途上国との共同研究の結果に基づき提出された論文提出による博士（獣医学）の学位授与に関する取

り扱い要領の特例について

（趣旨）

この取り扱い要領の特例は本学獣医学群と発展途上国との共同研究を推進することを目的として、発展途

上国の研究者が本学獣医学群と共同で行った研究業績に基づき提出された論文による論文博士の学位授与に

関しては、その発展途上国の実状に則して費用の軽減を図るための措置を次のごとく定める。

（特例を適用する要件）

１）本学獣医学群との共同研究者である申請者は前年度の給与所得を証明する書類、業績一覧及び履歴書

を提出し、本研究科委員会が申請者を発展途上国の共同研究者として認定し、あるいはその国の経済状

態に関し同等の証明がなされたと本研究科委員会が認め、以下の条件を満たすときには学位論文を提出

することが出来る。

２）レフェリー制度のある学術雑誌に掲載（掲載受理を含む）された論文を５編以上有し、そのうち本学

獣医学群の専任教員の指導で行なわれ（共著論文もしくは指導を受けたことを明記する文書をもって指

導とする）、学位論文を構成する内容が２編以上の学術論文（Current contents もしくは Pub med に

収録されているもの）に申請者を筆頭著者として公表（掲載受理含む）されていること。

（軽減措置）

１）研究生としての在学期間を免除することが出来る。

２）論文審査料（予備審査料を含む）を５０，０００円として徴収することとする。

（適用年月日）

上記特例は、１９９８（平成１０）年８月６日から適用する。

上記特例は、２００７（平成１９）年８月２２日から適用する。

上記特例は、２０１１（平成２３）年４月１日から適用する。

区 分
審 査 料

予 備 審 査 論 文 審 査 合 計

① 本学専任教職員の場合 １００，０００円 １００，０００円 ２００，０００円

② 本学の学部及び学群卒業者、本学大学院
修士課程修了者および本学大学院博士課程
において、所定の修業年限以上在学し、所
定の単位を修得したのみで退学した者

１００，０００円 ４００，０００円 ５００，０００円

③ 前二号以外の者の場合 １００，０００円 ７００，０００円 ８００，０００円
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博士（獣医学）の学位論文作成の手引き

１．はじめに：学位論文の提出
博士課程の学生は学位取得のために、［課程修了認定のための博士（獣医学）の学位論文に関する取扱

要領］に基づいて在学期間中に学位論文と必要書類を提出し、審査を受ける必要があります。

論文の作成と申請に当たっては、上記取扱要領およびこの学位論文作成の手引きを参考にしてください。

２．参考論文について
上記取扱要領第４条で規定しているように、参考論文は、［レフェリー制度のある学術雑誌に公表済み

あるいは掲載を許可されたもので、申請者が筆頭著者の原著論文（英文）１篇以上（短報では２篇以上）］

の提出が要求されています。

つまり３年または４年間の在籍期間のうち、最終年の学位論文提出時には博士論文内容の全部または一

部を含む投稿論文が公表済みか掲載許可を得ておく必要があります。［上記取扱要領第２条（学位論文の

提出資格）および第３条（学位論文の提出期日）の項を参照］。したがって研究の進行や論文の作成にあ

たっては指導教員と密接に連絡を取り、作業を進めてください。

３．学位論文要旨の作成について
� 言語：日本語

� 用紙：Ａ４上質紙

� 余白：左３センチ、右２センチ、上３センチ、

下３センチ

� フォント：明朝体で１１ポイント

� 行数：１ページ３０行

� 頁数：２ページ以内

� 本文：必要に応じて【 】を用いて項目を記載

しても良い

	 体裁：右図のとおり

※英文要旨も別途作成し、学位論文本体の一番最後

に挿入してください。

詳細は「４．学位論文の作成について�」参照

４．学位論文の作成について
学位論文の体裁：論文の内容やテーマはそれぞれの研究の分野によって異なりますが、原則的に以下の

ような体裁になります。

� 論文に用いる言語：論文は原則的に日本語、または英語で作成し、英文は、必ず native speaker の

校閲を受けてください。

� 製本：論文は仮製本して１部提出することになっています。仮製本の際は片面で印刷し製本してくだ

さい。

データ：PDFデータにて提出してください。データはUSB、CD-ROMまたはEメールにより提出

してください。

� 表紙：以下の例示を参考にして作成してください。

表紙には表題と氏名を、背表紙には表題、氏名と年度（西暦）を表示します。

表紙の次に内表紙をつけ、それには表題、酪農学園大学大学院獣医学研究科獣医学専攻博士課程、氏

名、所属、研究指導分野、指導教員の職名、氏名、年度（西暦）を表示します。

学位論文要旨

論文タイトル

酪農学園大学大学院獣医学研究科
獣医学専攻博士課程
研究指導分野 氏名

本文
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11㎝あける

4 . 5㎝あける

4 . 5㎝あける

5 . 0㎝あける

6 . 0㎝あける

4 . 5㎝あける

5 . 5㎝あける

1 . 5㎝あける

1 . 5㎝あける

1 . 5㎝あける

3㎝

3㎝

3㎝頁

2㎝

内表紙の例 本　文

ラット、 ウマ、 シカの胆嚢炎
に関する分子生物学的研究 こ

の
中
に
入
る
よ
う
に

酪農学園大学大学院

獣医学研究科

獣医学専攻博士課程

酪農新太郎

獣医臨床病理学

指導教員　教授　獣　一郎

2023年度

年 度

氏名

表　　　題

氏
名

表　

題

背表紙表　　紙 内表紙

表　　　題

酪農学園大学大学院
獣医学研究科

獣医学専攻博士課程

氏名
研究指導分野

指導教員　職名　氏名
年度（西暦）
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� 本文

� 用紙：Ａ４判の上質紙を使用し、横書きにしてください。余白は以下が標準です。（左 ３センチ、

右 ２センチ、上 ３センチ、下 ３センチ）

� ページ：各ページの右肩もしくは下余白中央部にページ番号をつけてください。

� 行数・字数：アプリケーションソフトを用い本文は１２－１６ポイント程度の読みやすい印字で、Ａ４

判の用紙に１行３０～４０字、１ページは２５～３０行で印刷してください。

� 日本文の場合現代仮名づかい・送りがなを用い、漢字は原則として常用漢字を用いてください。

� 句読点は、［、 ］てん［， ］コンマ［。 ］まる［． ］ピリオドの区別を論文全体として統一性

を持たせ、明瞭に印字してください。

� 英文要旨の作成について

以下の要領で作成してください。

� 用紙：Ａ４上質紙

� 余白：左３センチ、右２センチ、上３センチ、下３センチ

� フォント：times new roman、１１ポイント

� 行数：１ページ３０行

� 頁数：３ページ以内

	 体裁：「学位論文要旨の作成について」の体裁に準拠し、論文タイトル以降を英文で記載する。ペー

ジトップの学位論文要旨は記載しなくて良い。


 挿入場所：学位論文本体の一番最後

� 論文の構成：各項目の見出しは内容によって適宜変更することも可能です。

例１

目次

凡例（省略の説明）

緒言（または緒論）

材料と方法

結果（または成績）

考察

総括（または結論）

謝辞

引用文献

英文要旨

体裁はおおむね上記のようですが、すでに雑誌等に複数の論文として投稿していたり、これか

ら投稿する複数の論文をまとめるような場合にはいくつかの章に分けることも可能です。

例２

１ 目次

２ 凡例（省略の説明が必要な場合）

３ 緒言（全体的な緒言と論文の各章の概略を示す）

４ 各章ごとに以下のように

第Ⅰ章 題名

１． 小緒（または序文）

２． 材料と方法

３． 結果（または成績）

４． 考察

５． 小括

第Ⅱ章 以下第Ⅰ章と同様の項目で書く。

・

・

第Ⅲ章 ……………………

－３０－
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図22．陽性率の比較と出現リンパ球数の推移 

図の例 

５ 総括

６ 謝辞

７ 引用文献（引用文献は論文全体を一貫して番号をつける）

８ 付図説明

９ 英文要旨

内容によっては、結果と考察を一括した方が理解しやすい場合があるので、その際は変更する

ことも可能です。

例３

目次

緒言（または緒論）

第Ⅰ章 題名 頁

１． 序文 ５

２． 材料と方法（材料および方法） ６

３． 結果（または成績）と考察 ８

４． 小括 １０

第Ⅱ章 題名

以下第Ⅰ章と同様の項目で書いていく

第Ⅲ章 ……………………

総括 頁

謝辞 頁

引用文献 頁

付図および付図説明 頁

英文要旨

� 図表：図（写真）表は、一貫した番号をつけ、必ず本文中の引用説明箇所にその番号を記載してくだ

さい。図（写真）表等は原則として本文中にそれらの番号が記載されている付近に挿入してください。

もし文末にまとめて写真などを編集する場合は前述の例のように［付図および付図説明］等の章を設け

るとよいでしょう。

� 表：原則として横罫線のみとします。

表題は上部に、また細かな説明や省略の説明は脚注に加えます。日本語の論文の場合、表の説明は

日本語を用います。

� 図 写真：表題は下部に記述します。

グラフ等はできるだけ理解しやすいように作成し、形態的な写真や図等には必ずスケールや倍率を

明示してください。

図の例

表１２．陽性個体と出現リンパ球数の推移

＊（ ）内の数字は平均リンパ数を表す

表の例

実 験 群 対 照 群 投 薬 群

ＤＤＹ

ＡＫＲ

合 計

１２（２２．６）＊

１６（３４．５）

２８（２８．５）

２（３５．２）

１（４５．６）

３（４０．２）

獣

医

学

研

究

科

－３１－
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� 写真は厚めの台紙に十分接着させることが必要です。ただ台紙

は厚すぎるとページをめくるときに不便なので適当な用紙（ケン

ト紙）を用いて、ページを開きやすいように製本してください。

台紙の中には右の図のように上下３㎝、左３㎝、右２㎝の余白

を残して、この範囲内にはまるように適宜配置します。また、場

合によりカラー印刷を用いてもかまいません。

� 学名：動植物や病原体等の学名はアンダーラインを引くか、斜体

文字（Italic）で表してください。それらの記載は各専門分野の記

名様式に従ってください。

例） Nippostrongylus brasiliensis（Travassos,１９１４）

Nippostrongylus brasiliensis （Travassos,１９１４）

� 和名：動植物学的な和名は、原則としてカタカナで記載しますが、

文章中の流れで論文全体で統一性があれば漢字の使用も可能です。

例） ウシ 和牛 乳用牛 イヌ 日本犬 ネコ

日本猫 エゾユズリハ

� 引用文献

引用文献は謝辞の後に記載してください。作成は J.Vet.Med.Sci のスタイルに準拠します。

� 本文中の引用：本文中では著者名２名までとし、３名以上は［○○ほか］あるいは［○○et al．］

と記述してください。

� 引用文献リストでの配列：筆頭著者および共著者の姓のＡＢＣ（アルファベット）順とし、１、２……

の番号をつけてください。本文中の引用箇所には［１］［２―５，７］［１，７―９］のように対応する文献番号

を引用してください。

引用文献の記載は下記の例にならってください。

同一筆頭著者の論文が複数続く場合

単著を先にする。２人、３人…の順に記載する。

２名以上の場合は２人目、３人目…の姓のＡＢＣ順にする。

全く著者が同じ場合は発行の早い順にする。

� 雑誌名の省略

ISO4―１９７２（Ｅ）：Documentation International Code for the Abbreviation of Titles of Periodicals,and

ISO８３３―１９７４（Ｅ）：Documentation International List of Pedical Title Word Abbriviation.の記載に

よる。なお、邦文雑誌については、略名を使わないこととします。

� 雑誌論文の記載例：

著者，発行年，題名，誌名（斜体文字かアンダーライン），巻数およびページ数．

１．Saigo,T.１９８７.Fate of proteins of Homo sapiens in outer space. Astorol.Res .５５:１２３―１２６．

２．Saigo,T.and Suzuki, H.１９８５.First record of Echinococcus multilocularis from a Hippopotamus

amphibius in Hokkaido. J.Parasitol .５５:１４５―１５６．

３．Saigo,T., Asada,T.and Mifune,T.１９８０.Immune response in bacterial infections of domestic cattle

in Africa Inf.Dis.６４:１２３―１２６．

４．中村太一１９８７．秋田県の食中毒と宴会の関係．自民獣医学雑誌．４４：２２―２６．

５．佐藤隆文，松田 宏 １９９０，競走馬盲腸内細菌相と重賞レースの戦績の関連．競馬新報．３３：２６―２８．

	 単行本などの記載例：

著者，発行年，版，巻号，発行所およびその所在地

１１．Clinton,L.and Kennedy,J.F.１９７６.Economical biology and ecology of LDP of Japan.pp.１１５―１６３.In：

Handbook for Representatives of Japan.Vol.Ⅱ（Hosokawa M.,and Ozawa,I.eds.）The Parliament

Press of Japan,Nagata―choTokyo.


 数字単位略語：数字は算用数字を用い、単位および略語も J.Vet.Med.Sci.に準じます。

－３２－
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修士（獣医保健看護学）の学位論文作成の手引き

１．はじめに：学位論文の提出

修士課程の学生は学位取得のため学位論文を提出し、審査を受ける必要があります。

研究の進行や論文の作成にあたっては指導教員と密接に連絡を取ると共に、学位論文は原則的に本作成

の手引きを参考に作成し、所定の期日までに１部を研究科長に提出してください。

なお、審査終了後、附属図書館での保管用に１部提出してください。

２．学位論文要旨の作成について

� 言語：日本語

� 用紙：Ａ４上質紙

� 余白：左３センチ、右２センチ、上３センチ、

下３センチ

� フォント：明朝体で１１ポイント

� 行数：１ページ３０行

� 頁数：２ページ以内

� 本文：必要に応じて【 】を用いて項目を記載

しても良い

	 体裁：右図のとおり

３．学位論文の作成について

学位論文の体裁：論文の内容やテーマはそれぞれの研究の分野によって異なりますが、原則的に以下の

ような体裁になります。

� 論文に用いる言語：論文は原則的に日本語、または英語で作成し、英文は、必ず native speaker の

校閲を受けてください。

� 製本：論文は仮製本して１部提出することになっています。仮製本の際は片面で印刷し製本してくだ

さい。

データ：PDFデータにて提出してください。データはUSB、CD-ROMまたはEメールにより提出

してください。

� 表紙：以下の例示を参考にして作成してください。

表紙には表題と氏名を、背表紙には表題、氏名と年度（西暦）を表示します。

表紙の次に内表紙をつけ、それには表題、酪農学園大学大学院獣医学研究科獣医保健看護学専攻修士

課程、氏名、所属、研究指導分野、指導教員の職名、氏名、年度（西暦）を表示します。

� 本文


 用紙：Ａ４判の上質紙を使用し、横書きにしてください。余白は以下が標準です。（左 ３センチ、

右 ２センチ、上 ３センチ、下 ３センチ）

� ページ：各ページの右肩もしくは下余白中央部にページ番号をつけてください。

� 行数・字数：アプリケーションソフトを用い本文は１２－１６ポイント程度の読みやすい印字で、Ａ４

学位論文要旨

論文タイトル

酪農学園大学大学院獣医学研究科
獣医保健看護学専攻修士課程
研究指導分野 氏名

本文

獣

医

学

研

究

科

－３３－
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11㎝あける

4 . 5㎝あける

4 . 5㎝あける

5 . 0㎝あける

6 . 0㎝あける

4 . 5㎝あける

5 . 5㎝あける

1 . 5㎝あける

1 . 5㎝あける

1 . 5㎝あける

3㎝

3㎝

3㎝頁

2㎝

内表紙の例 本　文

ラット、 ウマ、 シカの胆嚢炎
に関する分子生物学的研究 こ

の
中
に
入
る
よ
う
に

酪農学園大学大学院

獣医学研究科

獣医保健看護学専攻修士課程

酪農新太郎

動物行動学

指導教員　教授　獣　一郎

2023年度

年 度

氏名

表　　　題

氏
名

表　

題

背表紙表　　紙 内表紙

表　　　題

酪農学園大学大学院
獣医学研究科

獣医保健看護学専攻修士課程

氏名
研究指導分野

指導教員　職名　氏名
年度（西暦）

－３４－
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判の用紙に１行３０～４０字、１ページは２５～３０行で印刷してください。

� 日本文の場合現代仮名づかい・送りがなを用い、漢字は原則として常用漢字を用いてください。

� 句読点は、［、 ］てん［， ］コンマ［。 ］まる［． ］ピリオドの区別を論文全体として統一性

を持たせ、明瞭に印字してください。

� 論文の構成：各項目の見出しは内容によって適宜変更することも可能です。

例１

目次

凡例（省略の説明）

緒言（または緒論）

材料と方法

結果（または成績）

考察

総括（または結論）

謝辞

引用文献

体裁はおおむね上記のようですが、すでに雑誌等に複数の論文として投稿していたり、これか

ら投稿する複数の論文をまとめるような場合にはいくつかの章に分けることも可能です。

例２

１ 目次

２ 凡例（省略の説明が必要な場合）

３ 緒言（全体的な緒言と論文の各章の概略を示す）

４ 各章ごとに以下のように

第Ⅰ章 題名

１． 小緒（または序文）

２． 材料と方法

３． 結果（または成績）

４． 考察

５． 小括

第Ⅱ章 以下第Ⅰ章と同様の項目で書く。

・

・

第Ⅲ章 ……………………

５ 総括

６ 謝辞

７ 引用文献（引用文献は論文全体を一貫して番号をつける）

８ 付図説明

内容によっては、結果と考察を一括した方が理解しやすい場合があるので、その際は変更する

ことも可能です。

獣
医
学
研
究
科

－３５－

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／酪農学園大学　大学院要覧／本文　２０２３年度／００３‐０３８（獣医学研究科  2023.01.23 13.55.51  Page 35 



図22．陽性率の比較と出現リンパ球数の推移 

図の例 

例３

目次

緒言（または緒論）

第Ⅰ章 題名 頁

１． 序文 ５

２． 材料と方法（材料および方法） ６

３． 結果（または成績）と考察 ８

４． 小括 １０

第Ⅱ章 題名

以下第Ⅰ章と同様の項目で書いていく

第Ⅲ章 ……………………

総括 頁

謝辞 頁

引用文献 頁

付図および付図説明 頁

� 図表：図（写真）表は、一貫した番号をつけ、必ず本文中の引用説明箇所にその番号を記載してくだ

さい。図（写真）表等は原則として本文中にそれらの番号が記載されている付近に挿入してください。

もし文末にまとめて写真などを編集する場合は前述の例のように［付図および付図説明］等の章を設け

るとよいでしょう。

� 表：原則として横罫線のみとします。

表題は上部に、また細かな説明や省略の説明は脚注に加えます。日本語の論文の場合、表の説明は

日本語を用います。

� 図 写真：表題は下部に記述します。

グラフ等はできるだけ理解しやすいように作成し、形態的な写真や図等には必ずスケールや倍率を

明示してください。

� 写真は厚めの台紙に十分接着させることが必要です。ただ台紙は厚すぎるとページをめくるときに

不便なので適当な用紙（ケント紙）を用いて、ページを開きやすいように製本してください。

図の例

表１２．陽性個体と出現リンパ球数の推移

＊（ ）内の数字は平均リンパ数を表す

表の例

実 験 群 対 照 群 投 薬 群

ＤＤＹ

ＡＫＲ

合 計

１２（２２．６）＊

１６（３４．５）

２８（２８．５）

２（３５．２）

１（４５．６）

３（４０．２）

－３６－
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台紙の中には右の図のように上下３㎝、左３㎝、右２㎝の余白

を残して、この範囲内にはまるように適宜配置します。また、場

合によりカラー印刷を用いてもかまいません。

� 学名：動植物や病原体等の学名はアンダーラインを引くか、斜体

文字（Italic）で表してください。それらの記載は各専門分野の記

名様式に従ってください。

例） Nippostrongylus brasiliensis（Travassos,１９１４）

Nippostrongylus brasiliensis （Travassos,１９１４）

� 和名：動植物学的な和名は、原則としてカタカナで記載しますが、

文章中の流れで論文全体で統一性があれば漢字の使用も可能です。

例） ウシ 和牛 乳用牛 イヌ 日本犬 ネコ

日本猫 エゾユズリハ

� 引用文献

引用文献は謝辞の後に記載してください。作成は J.Vet.Med.Sci のスタイルに準拠します。

� 本文中の引用：本文中では著者名２名までとし、３名以上は［○○ほか］あるいは［○○et al．］

と記述してください。

� 引用文献リストでの配列：筆頭著者および共著者の姓のＡＢＣ（アルファベット）順とし、１、２……

の番号をつけてください。本文中の引用箇所には［１］［２―５，７］［１，７―９］のように対応する文献番号

を引用してください。

引用文献の記載は下記の例にならってください。

同一筆頭著者の論文が複数続く場合

単著を先にする。２人、３人…の順に記載する。

２名以上の場合は２人目、３人目…の姓のＡＢＣ順にする。

全く著者が同じ場合は発行の早い順にする。

� 雑誌名の省略

ISO4―１９７２（Ｅ）：Documentation International Code for the Abbreviation of Titles of Periodicals,and

ISO８３３―１９７４（Ｅ）：Documentation International List of Pedical Title Word Abbriviation.の記載に

よる。なお、邦文雑誌については、略名を使わないこととします。

� 雑誌論文の記載例：

著者，発行年，題名，誌名（斜体文字かアンダーライン），巻数およびページ数．

１．Saigo,T.１９８７.Fate of proteins of Homo sapiens in outer space. Astorol.Res .５５:１２３―１２６．

２．Saigo,T.and Suzuki, H.１９８５.First record of Echinococcus multilocularis from a Hippopotamus

amphibius in Hokkaido. J.Parasitol .５５:１４５―１５６．

３．Saigo,T., Asada,T.and Mifune,T.１９８０.Immune response in bacterial infections of domestic cattle

in Africa Inf.Dis.６４:１２３―１２６．

４．中村太一１９８７．秋田県の食中毒と宴会の関係．自民獣医学雑誌．４４：２２―２６．

５．佐藤隆文，松田 宏 １９９０，競走馬盲腸内細菌相と重賞レースの戦績の関連．競馬新報．３３：２６―２８．

	 単行本などの記載例：

著者，発行年，版，巻号，発行所およびその所在地

１１．Clinton,L.and Kennedy,J.F.１９７６.Economical biology and ecology of LDP of Japan.pp.１１５―１６３.In：

Handbook for Representatives of Japan.Vol.Ⅱ（Hosokawa M.,and Ozawa,I.eds.）The Parliament

Press of Japan,Nagata―choTokyo.


 数字単位略語：数字は算用数字を用い、単位および略語も J.Vet.Med.Sci.に準じます。
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獣医学研究科学位論文審査基準

【獣医学専攻博士課程】

１．評価項目

学位申請論文の審査には、審査委員会委員が次の６項目について別表の評価基準に基づいて評価する。
� テーマのたて方：独創的、具体的で明確なテーマが設定されていて、それについての適切な仮説や調
査項目が分かりやすく整理されて示されていること。

� 研究の背景：信頼できる複数の情報源から、これまで明らかになった知見や課題を整理し、自分が明
らかにしようとしている研究目的に関連付けて活用していること。

� 研究の方法：複数の研究方法や分析の視点から、目的とテーマにふさわしいいくつかの研究方法を用
い、明確な分析の視点を示していること。

� 研究の結果：実験データや調査などについて整理と解析が十分になされ、焦点に沿って研究した内容
を組織的にまとめ、類似点・相違点・重要な型（パターン化）の発見など様々な視点から検討してい
ること。

� 考査と結果：研究から明らかになったことについて整理し、専門基礎知識（自分の専門分野の概念や
枠組み）を効果的に用いて、独自の考査を展開し、論理的に説明できていること。

� 参考論文：適切に引用していること。
２．評価方法及び判定

� 各審査委員が、別表の評価基準に基づいて各評価項目を５点、３点、１点で評価する。
� 論文提出による博士の学位では、全ての審査委員が、１５点以上（３０点満点）をつけたことをもって、

予備審査終了とし、研究科委員会で論文審査（本審査）の承認を行う。本審査では、全ての審査委員
が２０点以上（３０点満点）をつけたことをもって、本審査を終了とし研究科委員会に報告する。

３．審査における必須要件及び最終判定

次の２つの要件を満たし、当該分野に関する十分で広範な知識を有し、自立して研究を行う能力と研究
成果を外部に発表（国際学会等）できる能力を備えているかどうかの評価を行い、研究科委員会において
博士の学位授与の最終的な合否判定を決定する。
� 研究成果の全部又は一部を、筆頭著者として英文の学術原著論文に既に公表していること。
� 学位論文発表会で、口頭での発表と質疑応答が論理的かつ明確に行われ、審査委員を納得させたこと。

【獣医保健看護学専攻修士課程】

１．評価項目

学位申請論文の審査には、審査委員会委員が次の５項目について別表の評価基準に基づいて評価する。
� テーマのたて方：実現可能なテーマが設定されており、それについての適切な仮説や調査項目が示さ
れていること。

� 研究の背景：複数の情報源から、これまでに明らかになった知見を示し、整理し、自分が明らかにし
ようとしている研究目的に関連付けていること。

� 研究の方法：目的とテーマに沿った研究方法を用い、分析の視点を示していること。
� 研究の結果：研究で得られた情報をまとめ、類似点・相違点・パターンなど何らかの法則性を検討し

ていること。
� 考察と結論：研究から明らかになったことについて記述し、専門的基礎知識を用いて論理的に説明で

きていること。
� 参考論文：適切に引用していること。
２．評価方法及び判定

� 各審査委員が、別表の評価基準に基づいて各評価項目を５点、３点、１点で評価する。
� 論文審査では、全ての審査委員が、２０点以上（３０点満点）をつけたことをもって、本審査を終了とし

研究科委員会に報告する。
３．審査における要件及び最終判定

次の２つの要件を考慮し、当該分野に関する専門的知識と実践的能力を身に付け、問題把握・解決能力を
備えているかどうかの評価を行い、研究科委員会において修士の学位授与の最終的な合否判定を決定する。
� 学位論文発表会で、口頭での発表と質疑応答が論理的にわかりやすく行われたこと（必須）。
� 研究成果の全部または一部を、関連する学会等（特許も含む。）で発表していること（必須）。

附 則

この基準は、２０１６（平成２８）年４月１日から施行する。
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〔別表〕

学位論文評価基準（獣医学専攻博士課程）

学位論文評価基準（獣医保健看護学専攻修士課程）

点数・評価項目 ５ ３ １

テーマのたて方

独創的で、明確なテーマが設定さ
れており、それについての適切な
仮説や調査項目が分かりやすく整
理されて示されている。

実現可能なテーマが設定されてお
り、それについての適切な仮説や
調査項目が示されている。

実現可能なテーマが設定されてい
るが、仮説や調査項目が分かりに
くい。

研 究 の 背 景

信頼できるさまざまな情報源か
ら、これまでに明らかにされた先
行研究の知見や課題を整理し、自
分が明らかにしようとしている内
容に関連付けて活用している。

複数の情報源から、これまでに明
らかにされた先行研究の知見を示
し、整理しているが、自分の研究
のテーマとの関連性を十分に示し
ていない。

限られた情報源から、これまでに
明らかにされた先行研究の知見
を、何かしら紹介しているが、自
分の研究テーマとの関係が乏しい

研 究 の 方 法

研究のテーマにふさわしい複数の
研究方法を用い、明確な分析の視
点を示している。研究内容を深化
させる分析手段が示されている。

研究の目的とテーマに沿った研究
方法を用い、分析の視点を示して
いる。画一的な分析手段となって
いる。

研究の目的とテーマに沿った分析
の視点が十分に示されておらず、
簡単な分析手法しか示されていな
い。

研 究 の 結 果

焦点に沿って実験や調査で得られ
た実験データを図や表を有効利用
して組織的にまとめ、類似点・相
違点・重要な型（パターン化）の
発見など様々な視点から解析して
いる。

実験や調査で得られたデータを図
や表を利用してまとめ、類似点・
相違点・パターン化など何らかの
法則性を示している。

実験や調査で得られたデータを列
拳しているのみであり、関連付け
てまとめることができていない。

考 査 と 結 論

研究から明らかになったことにつ
いて整理し、専門基礎知識（自分
の専門分野の概念や枠組み）を効
果的に用いて、独自の考察を展開
し、仮説との整合性など、論理的
に説明できている。

研究から明らかになったことにつ
いて記述し、専門基礎知識をある
程度用いて説明できているが、独
自の考察がやや不十分である。

研究から明らかになったことにつ
いての記述はできているが、独自
の考察が十分にできておらず、論
理的な整理がついていない。

参 考 論 文

研究内容との関連性や研究着手の
経緯、研究方法、考察の展開にお
いて、適切な参考図書や参考文献
が必要な数だけ引用されている。

研究の背景における先行研究や研
究方法における適切な参考図書や
参考文献が必要な数だけ引用され
ているが考察の展開において、十
分には引用されていない。

適切な参考文献が十分には引用さ
れていない。

点数・評価項目 ５ ３ １

テーマのたて方

明確で、実現可能なテーマが設定
されていて、それについての適切
な仮説や調査項目がわかりやすく
示されている。

実現可能なテーマが設定されてお
り、一般的かつ適切な仮説や調査
項目が示されている。

曖昧なテーマが設定されており、
仮説や調査項目が分かりにくい。

研 究 の 背 景

複数の情報源から、これまでに明
らかにされた先行研究の知見を整
理して示し、自分が明らかにしよ
うとしている内容と関連付けてい
る。

複数の情報源から、これまでに明
らかにされた先行研究の知見を整
理して示している。

限られた情報源から、これまでに
明らかになった先行研究の知見を
列拳して示している。

研 究 の 方 法
研究の目的とテーマにふさわしい
複数の研究方法を用い、明確な分
析の視点を示している。

研究の目的とテーマに沿った研究
方法を用い、分析の視点を示して
いる。

研究の目的とテーマに関連した研
究方法を用いているが、分析の視
点が明確になっていない。

研 究 の 結 果

実験や調査で得られたデータを図
や表を有効利用して組織的にまと
め、類似点・相違点・重要な型（パ
ターン化）の発見など様々な観点
から解析している。

実験や調査で得られたデータを図
や表を利用してまとめ、類似点・
相違点・パターン化など何らかの
法則性を示そうとしている。

実験や調査で得られたデータを列
挙しているのみであり、類似点・
相違点・パターン化など何らかの
法則性を検討することが十分にな
されていない。

考 査 と 結 論

研究から明らかになったことにつ
いて整理し、専門基礎知識を効果
的に用いて、論理的に説明できて
いる。

研究から明らかになったことにつ
いて記述し、専門知識をある程度
用いて論理的に説明できている。

研究から明らかになったことにつ
いての記述はできているが、専門
基礎知識を用いて、論理的に説明
ができていない。

参 考 論 文

研究内容との関連性や研究着手の
経緯、研究方法、考察の展開にお
いて、適切な参考図書や参考文献
が必要な数だけ引用されている。

研究の背景における先行研究や研
究方法における適切な参考図書や
参考文献が必要な数だけ引用され
ているが、考察の展開において、
十分には引用されていない。

適切な参考文献が十分には引用さ
れていない。
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獣医学研究科 研究ノート配布要領

（趣 旨）

第１条 酪農学園大学大学院獣医学研究科（以下「研究科」という）の課程修了認定のための学位論文の作

成に当たって、研究不正を防止し、学位論文の根拠となる成績が記載された研究ノートの取扱については、

この要領による。

（研究ノート）

第２条 研究ノートは、規定の様式のもので研究科から無償で配布する。

２ 研究ノートの払出しについては、獣医学群事務室に設置している所定の「研究ノート払出記録」に必要

事項を記載し受領する。

３ １回の払出しは１冊を限度とする。

（記載方法）

第３条 研究ノートの記載方法は、研究不正を防ぐため、研究ノートの記載上の注意に準拠する。

（提 出）

第４条 研究科の課程修了認定のための学位論文を提出する時に、使用した全ての研究ノートは学位論文と

一緒に指導教員を通じて研究科長に提出しなければならない。

（保 管）

第５条 提出された研究ノートは獣医学群事務室の専用の鍵のかかるロッカーに保管する。

２ 保管期間は提出後１０年間とする。

（閲 覧）

第６条 研究ノートを閲覧する場合は、研究科長の了解を得てから「研究ノート閲覧記録」に必要事項を記

載して閲覧する。

２ 閲覧終了後は速やかに獣医学群事務室に返却する。

（改 廃）

第７条 この要領の改廃は、本研究科委員会により行う。

附 則

１ この要領は、２０１５（平成２７）年４月１日から制定施行する。

２ ２０１５（平成２７）年度の入学者から適用する。

附 則

この要領は、２０２２（令和４）年４月１日から施行する。

－４０－

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／酪農学園大学　大学院要覧／本文　２０２３年度／００３‐０３８（獣医学研究科  2023.02.01 18.47.29  Page 40 



酪農学園大学大学院

酪 農 学 研 究 科

酪 農 学 専 攻 修 士 課 程

フードシステム専攻修士課程

食生産利用科学専攻博士課程

食品栄養科学専攻修士課程

食品栄養科学専攻博士課程

Rakuno Gakuen University Graduate School

Graduate School of Dairy Science

Dairy Science，Master's Course

Food System，Master's Course

Food and Nutrition Science，Master's Course

Food and Nutrition Science，Doctoral Course

Food Production and Utility Development，Doctoral Course
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酪農学研究科の３つのポリシー

酪農学研究科は、酪農学園創立の基本精神に基づいて、酪農学とその関連科学領域に関する精深

かつ不断の研究を進め、その成果を広く社会に還元することで人類の福祉と自然環境の保全並びに

産業と文化の進展に貢献することを目的とする。本研究科の特徴は、農畜産物生産から流通、加工、

消費（栄養学・生活科学を含む）まで一貫して研究できる環境があり、食に関して総合的・科学的

な研究ができることである。本研究科は、二つの課程を持ち、修士課程は、広い視野に立って精深

な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を

養うことを目的とする。博士課程は、専攻分野において研究者として自立した研究活動を行い、専

門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的と

する。

アドミッション・ポリシー

酪農学専攻修士課程

多様化・高度化する酪農学とその関連科学の教育と研究を通して生命・自然を尊ぶ豊かな人間性

をはぐくみ、酪農のかかえる物質及びエネルギーの循環に関する諸問題に総合的に対応し得る高度

な教育と研究を展開し、国際的視野に立って次世代の酪農学の教育と研究を担う人材を養成する。

従って、自然科学分野のみならず人文社会科学分野からも、農業・畜産業に関する知識や技術を活

かして人類社会に貢献したいという意欲を持つ人物を求める。

フードシステム専攻修士課程

現代社会において強く要請される食資源・食料の生産・加工・流通から消費に至る安全・安心の

確保と、消費者ニーズの的確な評価・判断に関する高度かつ広範な学識を有し、豊かな消費社会の

実現のためグローバル経済から地域まで視野に入れて行動できる高い目的意識と強固な使命感を

持った指導的役割を担える人材を養成する。従って、食料及びその生産・加工・流通・消費に至る

関連分野に高い関心と専門基礎学力を持つ人物を求める。

食生産利用科学専攻博士課程

自然環境を守りながら安全・安心な食料を十分に確保する具体的な方策と学理について、複数の

領域を広範な分野から総合的に研究することにより、社会の多様な分野で、高度な専門性を全体の

調和のなかで柔軟に活かして活躍できる研究者・指導者となりうる人物を求める。

食品栄養科学専攻修士課程・博士課程

修士課程は、「食」と「人の健康」をつなぐ各分野での深い学識と幅広い経験を体得し、国際的
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視野に立ち、高い目的意識と強い使命感を持った指導的役割を担える人材を養成する。従って、食

品の素材となる動植物及び微生物に関するサイエンスに対して旺盛な好奇心と基礎学力を有し、加

工・調理・栄養・代謝・疾病と健康にいたる諸問題の解決に積極的に挑戦する人物を求める。

博士課程は、それぞれの専門分野における教育・研究を通じて、本学ならではの利点を生かし、

農業・食品・人の健康という複数の領域の横断的な思考により、環境にも配慮した人の健康向上に

貢献する総合的で高度な知識と技術を備えた研究者・指導者となりうる人物を求める。

カリキュラム・ポリシー

酪農学専攻修士課程

作物生産科学、家畜生産科学、酪農情報学、環境共生学の専門分野の研究成果を教育に生かしつ

つ、分野の枠組みにとらわれることなく機能的かつ多岐にわたる教育を展開する。特定の専門性を

高めつつも同一専門分野内の他の科目との関連性を学び、学生が広い視野に立ち、特定の専門に偏

ることのない精深な知識と高度な判断力を修得できるよう計画し、幅広くバランスのとれた知識を

修得できるように教授する。

フードシステム専攻修士課程

食資源利用システム（農・畜産食品学）、食料政策システム（食品政策論・食品流通論）、経営管

理システム（経営管理論・食品情報システム論）の３分野で構成し、これらを通じて、食品の企画

開発のためのシステムの構築、世界的な食料需給を踏まえ安全・安心に配慮した食品の流通、流通

コストの低減や情報システムを活用した企業の経営管理のあり方などについて考察する能力を培

う。さらに、食料経済や食文化などの関連分野の教育も展開し、“食”に関する総合的な知見を深

め、フードシステムの専門家として活躍するための高度な専門的知識を教授する。

食生産利用科学専攻博士課程

修士課程における酪農学・作物生産科学・家畜生産科学・酪農情報学・環境共生学及びフードシ

ステムの専門分野の教育研究成果を生かしつつ、最新かつ精深な知識や技術を深く学び習得して相

互に連携し、その関連専門分野で多岐にわたって教育を展開する。さらに、酪農学と環境共生学、

フードシステムに関する課題を総合的に探求して、自ら考えて解決する能力を養うよう教授する。

食品栄養科学専攻修士課程・博士課程

修士課程は、新規食品素材開発及び食と機能性に関する教育研究を基盤とし、食の高付加価値化

を発展させ「食素材の質の向上と機能性の探求」に「栄養と人の健康」といった分野を加えて特化

させる教育を実施する。また、演習科目によって、専門分野における高度な知識だけでなく、高い

コミュニケーション能力やリーダーシップ能力を培うことができるよう教授する。

博士課程は、修士課程と同様に食品の加工特性、栄養機能、健康栄養及び食環境管理の４つの専
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門分野とそれぞれに２つの研究指導分野で構成されている。修士課程で学んだ専門知識をさらに深

く学び、最新の知識や技術を習得して相互に連携することで、食と健康に関する課題を総合的に探

求して、自ら考えて解決する能力を養うよう教授する。

ディプロマ・ポリシー

酪農学専攻修士課程

所定の単位を取得し、以下の能力を有する人物に学位を授与する。

・酪農学とその関連科学の教育と研究に寄与し、境界領域、複合領域における課題を解決する能力

・高度の持続的研鑽により、広い視野に立って精深な学識を備え、酪農学の分野における指導者、

技術者、研究者にふさわしい個性的かつ創造的で高い能力

フードシステム専攻修士課程

所定の単位を取得し、以下の能力を有する人物に学位を授与する。

・食品を商品化する上での課題の把握や、新商品企画のためのシステムを構築する能力

・世界の食料問題にも目を向けつつ、食料産業の担い手及び食品流通の専門家として活躍できる

能力

食生産利用科学専攻博士課程

所定の単位を取得し、以下の能力を有する人物に学位を授与する。

・社会において必要とされている研究課題を見極めるとともに、酪農学と環境共生学、フードシ

ステム、その関連科学の教育・研究に寄与し、境界領域、複合領域における課題を解決する能力

・高度の持続的な研鑽により、国際的な視野に立って精深な学識を備え、酪農学・環境共生学、

フードシステムの分野における高度な専門技術者、研究者にふさわしい個性的かつ創造的能力

食品栄養科学専攻修士課程・博士課程

修士課程においては、所定の単位を取得し、以下の能力を有する人物に学位を授与する。

・幅広く深い教養と高度な専門知識・技術及び総合的な判断力を有し、健全で人間性豊かな生命

観と社会的使命感を有するとともに、それを達成する能力

・食品の機能性と疾病予防並びに人の健康に関する教育・研究に寄与し、さらに発展させる能力

博士課程においては、修士課程を修了することに加えて、以下の能力を有する人物に学位を授与

する。

・社会において必要とされている研究課題を見極めるとともに、課題に対して自ら考え積極的に

取り組み、関連分野の研究の発展に寄与し、社会に発信する能力

・国際的な視野を持ち、将来の食品分野の教育・研究においてリーダー的役割を果たすことがで

きる能力
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酪農学園大学大学院酪農学研究科規程

（趣 旨）

第１条 この規程は、酪農学園大学大学院学則（以下「学則」という。）の規定により、酪農学園大学大学

院酪農学研究科（以下「本研究科」という。）について必要な事項を定める。

（専 攻）

第２条 本研究科に次の専攻を置く。

酪農学専攻

フードシステム専攻

食生産利用科学専攻

食品栄養科学専攻

（課 程）

第３条 本研究科の課程において、酪農学専攻及びフードシステム専攻の課程は、修士課程とする。食生産

利用科学専攻の課程は、博士課程とする。食品栄養科学専攻の課程は、修士課程及び博士課程とする。

（入 学）

第４条 本研究科修士課程に入学できる者は、学則第１０条各号の一に該当する者で、本研究科の行う選考に

合格した者とする。博士課程に入学できる者は、学則第１１条各号の一に該当する者で、本研究科の行う選

考に合格した者とする。

（転入学及び再入学）

第５条 学則第１５条に該当する者が、本研究科に転入学又は再入学を願い出た場合は、欠員のあるときに限

り、選考の上、入学を許可することがある。

（授業科目）

第６条 授業科目及び単位は、学則に定める別表のとおりとする。

２ 授業科目の各年次に対する配当及び毎週授業時間数は、研究科委員及び酪農学園大学大学院委員会（以

下「大学院委員会」という。）の議を経て、学長が決定する。

（修士課程の修了要件）

第７条 修士課程の修了要件は、大学院に２年以上在学し、３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を

受けた上、その目的に応じ、本研究科の行う、修士論文または特定の課題についての研究成果の審査及び

試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学

院に１年以上在学すれば足りるものとする。

（博士課程の修了要件）

第８条 博士課程の修了要件は、大学院に３年以上在学し、食生産利用科学専攻においては１１単位以上、食

品栄養科学専攻においては６単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本研究科の行う博士

論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者に

ついては、大学院に２年以上在学すれば足りるものとする。

（他大学の大学院における授業科目の履修等）

第９条 本研究科において教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、学生が他大学の大学院の

授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院において学修することを認めることができる。

２ 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については、修士課程

及び博士課程を通して１０単位を超えない範囲で前条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことがで

きる。

３ 本研究科において教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、学生が他大学の大学院又は研

究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。
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（履修方法）

第１０条 授業科目の単位を修得するには、当該授業科目を履修し、かつ、試験に合格しなければならない。

２ 各授業科目の試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、やむを得ない事由がある

ときは、臨時に実施することがある。

３ 本研究科修士課程において、指導教員が特に教育・研究上必要と認めた場合に限り、２０単位（ただし、

１年間１０単位）、教職課程に係る履修科目を含む場合は４０単位（ただし、１年間２０単位）をそれぞれ超え

ない範囲で農食環境学群の特定の授業科目を履修することができる。ただし、いずれの場合も修了要件単

位数に含めない。

４ 本研究科博士課程において、指導教員が特に教育・研究上必要と認めた場合に限り、２０単位（ただし、

１年間１０単位）を超えない範囲で農食環境学群の特定の授業科目を履修することができる。さらに専修免

許状の取得を目的とする場合に限り、２４単位（ただし、１年間１２単位）を超えない範囲で修士課程の特定

の授業科目を履修することができる。ただし、いずれの場合も修了要件単位数に含めない。

５ 第７条により定められた優れた研究業績により在学期間を短縮し修了する場合は、早期修了時期以降の

配当授業科目について前倒しして履修することができるものとする。

６ 授業科目の履修方法の細目については、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て、学長が決定する。

（成 績）

第１１条 授業科目の試験の成績は、優・良・可及び不可の４種とし、優・良・可を合格とする。

（学位論文の提出）

第１２条 学位論文は、本研究科の定める期日までに提出しなければならない。

（学位授与）

第１３条 本研究科所定の修了要件を満たし、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て修了が認定された者

について、学長が修士（農学・食品栄養科学）及び博士（農学・食品栄養科学）の学位を授与する。

（科目等履修生）

第１４条 本研究科において、一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは、研究科委員会の議

を経て、科目等履修生として履修を許可することがある。

２ 科目等履修生を志願する者は、当該授業科目について相当の学力があると認められた者でなければなら

ない。

（特別科目等履修生）

第１５条 本研究科において、特定の授業科目を履修し、単位を修得しようとする他大学又は外国の大学の大

学院の学生があるときは、研究科委員会の議を経て、特別科目等履修生としてこれを許可することがある。

（研 究 生）

第１６条 本研究科において、研究指導を受けようとする者があるときは、研究科委員会の議を経て、研究生

としてこれを許可することがある。

２ 研究生を志願する者は、修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められた者でなけ

ればならない。

（科目等履修生、特別科目等履修生及び研究生の許可）

第１７条 前３条の許可は、学期又は学年ごとに行う。

（準用規程）

第１８条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生及び研究生に関して酪農学園大学科目等履修生規程及

び酪農学園大学研究生規程を準用する。

（改 廃）

第１９条 この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て、学長が決定する。
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附 則（１９８１年４月１日規程１９８１－３号）

この規程は、１９８１（昭和５６）年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、１９８８（昭和６３）年４月１日から施行する。なお、第２条及び第３条は１９８８（昭和６３）年度

以降の入学者に適用する。

附 則

この規程は、１９８９（平成元）年４月１日から施行する。なお、第２条及び第３条は１９８９（平成元）年度

以降の入学者に適用する。

附 則

この規程は、１９９０（平成２）年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、１９９１（平成３）年４月１日から施行する。

２ この規程施行の際、従前の規程を全文改定し、１９９０（平成２）年度以前の入学者については、なお従前

の規程による。

附 則

１ この規程は、１９９１（平成３）年１１月１４日から施行し、１９９１（平成３）年７月１日から適用する。

２ 規程第６条第１項の規定は、１９９２（平成４）年度入学者から適用し、１９９１（平成３）年度以前の入学者

については、なお従前の規程による。

附 則

この規程は、１９９５（平成７）年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、１９９６（平成８）年４月１日から施行する。

２ 規程第１０条第３項の規定は、１９９５（平成７）年１１月３０日から施行し、１９９５（平成７）年４月１日から適

用する。

附 則

この規程は、１９９７（平成９）年２月２０日から施行し、規程第１０条第３項は、１９９６（平成８）年４月１日

から適用する。

附 則

この規程は、１９９８（平成１０）年９月１日から施行し、規程第４条は、１９９８（平成１０）年４月１日から適

用する。

附 則

１ この規程は、２０００（平成１２）年１０月１日から施行する。

２ 規程第１０条第３項及び第４項の規定は、２０００（平成１２）年度入学者から適用し、１９９９（平成１１）年度以

前の入学者については、なお従前の規程による。

附 則

この規程は、２００２（平成１４）年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、２００３（平成１５）年４月１日から施行する。

附 則（２０１５年８月２７日改正規定２０１５－２５号）

この規程は、２０１６（平成２８）年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、２０２３（令和５）年４月１日から施行する。
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教員組織および研究指導分野

酪農学専攻 修士課程

注）下線のある教員は、研究指導補助と講義のみ。

大講座 研究指導分野 指導教員 研 究 内 容

作

物

生

産

科

学

土壌植物栄養学

教 授 澤本 卓治
土壌を中心とした物質循環を研究対象としており、具体的に
は土壌やふん尿処理過程から発生する温室効果ガスの動態や
土壌中の養分の挙動について研究を行う。

准教授 小八重善裕
圃場における物質循環を作物栄養学の視点で捉え、栽培に生
かす研究を行う。特に菌根などの共生システムを分子生物学
的手法を用いて理解する。

病理・害虫学

教 授 園田 高広 アスパラガス病害の発生生態の解明及び病害抵抗性育種に関
する研究に取り組む。

教 授 薦田 優香
農作物や牧草などに感染するウイルスを主な研究対象とし、
生化学的及び分子生物学的手法を用いて、植物とウイルスと
の相互作用やウイルス感染・増殖機構の解明を目指す。

准教授 岡本 英竜
土壌や堆きゅう肥の農畜産環境や水圏、大気などあらゆる環
境の複合微生物群集を解析し、微生物生態を明らかにする研
究を行う。

准教授 中平 賢吾

持続可能な農業害虫の防除体系の確立を目指して、害虫と天
敵の生活史や行動等の基礎生態の解明や、農業現場における
害虫の発生メカニズムの解明、天敵昆虫の利用法の開発等に
関する研究を行う。

飼料作物学

教 授 三枝 俊哉

寒地における資源循環型の持続的な草地管理および粗飼料生
産技術の確立を目指す。
１）主要草種の生育特性解明
２）草地の草種構成制御
３）草地飼料畑の養分動態解明

教 授 義平 大樹
飼料作物（トウモロコシ、牧草、麦類）と食用作物（麦類、
豆類）における多収と高品質を両立できる栽培技術の確立と、
その乾物生産過程からみた要因解明について研究する。

植物遺伝学

教 授 森 志郎
植物バイオテクノロジーを利用して園芸植物における生殖隔
離の克服に取り組む。また、寒冷地特産園芸植物の生理生態
的特性を明らかにし、高品質栽培技術の確立を目指す。

教 授 我妻 尚広
圃場での雑草や生態系での野生植物の営みを分子生物学的な
手法で明らかにし、それらの雑草や野生植物集団の遺伝構造
を推測し、伝来や拡散過程を研究する。

准教授 岡本 吉弘

自殖性作物、特にイネの半数体育種法における諸問題に取り
組む。
１）葯培養効率の技術改善
２）葯培養法以外の半数体育種法の確立
３）葯培養効率の遺伝子マッピング
４）DHLs や RILs などのイネ実験系統群の作出

酪農機械学

教 授 小宮 道士
１）効率的な給餌のための自動化に関する研究
２）バイオディーゼル燃料の製造と物性および燃焼特性の解明
３）酪農場におけるエネルギー利用の実態と改善

准教授 石川 志保

家畜排せつ物等バイオマスのエネルギー利用に関する研究
や、家畜の快適性と作業効率向上のためのスマート統合シス
テムを開発し、家畜・ヒト・環境に優しい新たな畜産経営シ
ステムの構築を目指す。

家
畜
生
産
科
学

家畜繁殖学

教 授 今井 敬

１）ウシ体外受精胚における発生率向上及び受胎性評価技術
に関する研究

２）ウシ雌雄産み分け技術の高率化に関する研究
３）家畜胚の新しい生産技術の開発に関する研究

教 授 堂地 修

１）ウシ胚の効率的な生産方法の開発
２）ウシ卵子及び胚の超低温保存技術の開発
３）胚移植の受胎率向上と有効利用
４）高泌乳牛の繁殖生理の特性
５）牛の繁殖管理技術の向上
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注）下線のある教員は、研究指導補助と講義のみ。

大講座 研究指導分野 指導教員 研 究 内 容

家

畜

生

産

科

学

遺伝・育種学

教 授 天野 朋子

１）家畜における乳と肉の生産に関わる遺伝子の研究
２）家禽における卵と肉の生産に関わる遺伝子の研究
３）家畜と家禽の適切な管理に関わる抗病性や繁殖能力、気

質などの形質を制御する遺伝子の研究

教 授 佐藤 元昭
遺伝の基本となる配偶子形成過程や胚発生過程において、細
胞分化および細胞分裂機構等について、主に昆虫を材料とし
て細胞形態学的に各種顕微鏡法を用いた解析を行う。

准教授 増田 豊

家畜の経済諸形質を遺伝的に改善するための手法について研
究する。
１）遺伝的能力予測のための統計モデルの構築
２）ゲノム情報等を用いた育種技法
３）データ解析のためのソフトウエアの開発

家畜栄養学

教 授 泉 賢一

ルーメン機能の適正化と高乳生産を両立する飼養管理技術を
研究する。
１）ルーメン機能を適正に保つ炭水化物給与技術に関する研究
２）高泌乳牛群へのＴＭＲ飼料設計及び給与法に関する研究
３）高乳生産を実現する酪農生産システムの構築

教 授 菊 佳男

酪農畜産現場で生産性阻害要因となっている牛の乳房炎等の
各種疾病の発生原因やメカニズム等を解明し、それらの問題
を衛生学的手法や生体機能評価を用いて回避する手段を探求
する。

教 授 中� 浩喜
土地利用型乳肉生産システムを土－草－家畜を巡る物質循環
として捉え、飼料のエネルギー利用効率および単位土地面積
当たりの家畜生産量の観点から総合的に評価する。

教 授 山田 未知

豚や鶏におけるエコフィードの活用法や給与飼料が十分活用
されるような飼養環境の改善について研究を行う。また、養
豚においては効率的な子豚生産のために、その繁殖性改善の
ための研究も併せて行う。

家畜管理学

教 授 森田 茂

家畜の動作・活動（採食行動、休息行動、人に対する反応）
を解析するとともに、家畜の社会行動から家畜同士の関係を
把握することで家畜の習性に配慮し、洗練化された飼養管理
技術の構築を目指す。

教 授 山田 弘司
人と動物の関係学の研究として、アニマルセラピーや乗馬療
法の効果、人とペットの関係調査、動物のストレス反応や性
格・気質測定、動物園動物の展示と行動調査を行う。

准教授 猫本 健司
ふん尿の循環利用・窒素収支に関する研究、搾乳関連排水の
低コスト処理、温室効果ガスの発生実態などを検討する。今
後は「実践」にふさわしい新たなテーマも取り組む。

酪農生物化学 教 授 小澤 修二
農業・家畜生産に関わる天然有機化合物を化学的立場から解
明し、それらの応用や利用を図る。特に植物二次代謝産物の
機能に着目した低・未利用有機物資源の有効化を検討する。

酪

農

情

報

学

酪農経営情報学 教 授 吉野 宣彦

酪農専業地帯の農協の業務データ等をデータベースに構築
し、逐次経営分析を可能にするプログラムを開発して研究に
利用する。
１）酪農経営における収益性格差の要因
２）草地更新における経済効果の形成条件
３）放牧酪農における高収益の確保条件

農業経営学 教 授 吉岡 徹
１）農業経営における、経営戦略の立案と実践方法について
２）地域営農システムの展開条件と方向性に関する研究
３）農業支援システムの成立要件と発展方向に関する研究

酪農政策学

教 授 井上 誠司 地域農業のシステム化並びに地域農業振興計画の有効性に関
する研究を行う。

教 授 小糸健太郎
１）酪農の生産性に関する研究
２）農家の技術選択に関する研究
３）食品廃棄物・副産物利用の現状とその利用に関する研究

農業市場学 教 授 相原 晴伴 米・青果物・牛乳・食肉・畑作物などの農畜産物・食料の販売・流
通・需給、産地による有利販売のための戦略を研究する。

酪
農
学
研
究
科
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注）下線のある教員は、研究指導補助と講義のみ。

大講座 研究指導分野 指導教員 研 究 内 容

環

境

共

生

学

野生動物学

教 授 佐藤 喜和
北海道を代表する野生動物であるヒグマを中心に、その生態
を理解し、人間との軋轢を最小化するため、野外調査から室
内実験、データ解析まで様々な手法を用いた研究を行う。

准教授 伊吾田宏正
野生動物管理の重要な要素である狩猟について、その生態学
的・社会的役割を追求するため、狩猟に関する動向や意識、
狩猟鳥獣の生態および効率的捕獲手法等を研究する。

准教授 鈴木 透
野生動物・生物多様性と人間社会との共生を図るために、保
全生物学・景観生態学的なアプローチを用いた基礎的・応用
的な研究を行っている。

准教授 立木 靖之
地域の生物多様性と社会の境界線上に生じる軋轢の解決を目
的に、国内外のフィールド調査で収集された「事実」に基づ
き、両者にとっての利益を見出し、共存する方法を探求する。

准教授 原村 隆司
野生動物の行動や生態に関する研究を行っており、研究対象
とする生物は、主として両生類または昆虫類の各種で基礎的
研究に重点をおいて調査する。

准教授 森 さやか

野生動物の生態や行動、進化についての基礎的な研究を基盤
としつつ、保全に関わる応用的研究にも取り組む。野外調査
を重視するが、GIS 解析、DNA解析などの手法も用いて研
究を行っている。主要な研究対象は野生鳥類。

講 師 伊藤 哲治

野生動物の生態・生息状況を考慮した野生動物管理を広域
的・局所的に行っていくための知見を得ることを目的とし
て、フィールド調査により得られた情報・試料、様々なアプ
ローチを用いて調査・研究を行う。

国際環境情報学

教 授 星野 仏方
主にアジアの生態・環境となりわいの長期変動のモニタリン
グや解析、研究を行っている。

准教授 小川 健太
衛星、航空機、無人機からの計測（＝リモートセンシング）、
GIS、GPS 等を用いた森林や農地のモニタリング、気候変動
の予測、環境政策の立案等への情報活用に関する研究を行う。

地球環境保全学

教 授 中谷 暢丈
環境中における生元素や有害物質の生物地球化学的循環過程
の解明とその人的相互作用の評価、生物学的・化学的手法を
用いた環境評価手法の開発に関する研究を展開する。

教 授 保原 達
陸上生態系内の現象に潜む目に見えない仕組みや原因などに
ついて、生物と環境双方の共通項である『物質』を頼りに分
析・解明している。

教 授 吉田 磨

１）地球温暖化に関する国内外フィールド観測と国際精度分
析

２）生物地球化学的物質循環と地球環境変化の解析
３）フィールド観測を用いた持続可能な農業・漁業・観光業

創造

教 授 馬場 賢治
大気・海洋学を中心として、それらに関係する様々な分野の
研究を行っている。現場観測による統計解析や気象モデル解
析を利用して、現実と理論の双方から場の理解を行う。

教 授 遠井 朗子
環境条約の実効性について、日本の国内法における環境条約
の受容の程度を実証し、評価することにより検討している。
特に生物多様性・自然保護関連条約に焦点を当てている。

准教授 松山 周平
自然植生や希少植物の保全・管理に関する問題に取り組みな
がら、その問題の中にある植物の生態や進化に関する研究を
行っている。

講 師 千葉 崇

１）環境指標種群の検討
２）珪質殻を持つ微生物の化石化過程の解明
３）沿岸域における古地震・古津波研究
４）人為汚染などによる表層環境の急変とその後の遷移過程

の解明
５）培養と化石記録に基づく移入微生物の特定
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フードシステム専攻 修士課程

注）下線のある教員は、研究指導補助と講義のみ。

大講座 研究指導分野 指導教員 研 究 内 容

食
資
源
利
用

シ
ス
テ
ム

農 ・ 畜 産

食 品 学
准教授 前田 尚之

加熱食肉製品の製造工程における加工特性に影響する物質の

解析を行う。また品質特性に及ぼす筋肉タンパク質や低分子

化合物の変化を分析する。

食

料

政

策

シ

ス

テ

ム

食料政策論 教 授 佐藤 和夫
食品安全性に関する消費者の意識・行動に関する計量経済分

析。

食品流通論 教 授 尾 亨

食料品の流通問題、市場問題にアプローチするための理論を

修得する。また、食品流通問題の課題を把握し、食品流通論

に関わるこれまでの研究の到達点を明らかにする。

経

営

管

理

シ

ス

テ

ム

経営管理論 教 授 阿部 茂

市場対応重視のマーケティング戦略について、技術経営プロ

グラムの視点から検証を行う。独自技術を有する食品製造

メーカー及び食品機械メーカーを実証研究する。

食 品 情 報

システム論
准教授 正木 卓

食料・農業に関する法制度、ならびに農業経営・農業生産を

支える法制度のあり方について研究を行う。

酪

農

学

研

究

科
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食生産利用科学専攻 博士課程

研究指導分野 指導教員 研 究 内 容

植

物

資

源

生

産

学

教 授 三枝 俊哉

寒地における資源循環型の持続的な草地管理および粗飼料生産技術の確立を
目指す。
１）主要草種の生育特性解明
２）草地の草種構成制御
３）草地飼料畑の養分動態解明

教 授 澤本 卓治
土壌を中心とした物質循環を研究対象としており、具体的には土壌やふん尿
処理過程から発生する温室効果ガスの動態や土壌中の養分の挙動について研
究を行う。

教 授 園田 高広
アスパラガス病害の発生生態の解明及び病害抵抗性育種に関する研究に取り
組んでいる。

教 授 星野 仏方
アフロ・ユーラシア地区における一次性生産力の変化の把握、及び家畜・野
生動物の植物資源利用の解析と研究を行う。

教 授 保原 達
陸上生態系内の現象に潜む目に見えない仕組みや原因などについて、生物と
環境双方の共通項である『物質』を頼りに分析・解明する。

教 授 森 志郎
植物バイオテクノロジーを利用して園芸植物における生殖隔離の克服に取り
組む。また、寒冷地特産園芸植物の生理生態的特性を明らかにし、高品質栽
培技術の確立を目指す。

教 授 義平 大樹
飼料作物（トウモロコシ、牧草、麦類）と食用作物（麦類、豆類）における
多収と高品質を両立できる栽培技術の確立と、その乾物生産過程からみた要
因解明について研究する。

教 授 我妻 尚広
圃場での雑草や生態系での野生植物の営みを分子生物学的な手法で明らかに
し、それらの雑草や野生植物を生態遺伝学的視点に立って適切に利用管理す
る方法を研究する。

教 授 薦田 優香
農作物や牧草などに感染するウイルスを主な研究対象とし、生化学的及び分
子生物学的手法を用いて、植物とウイルスとの相互作用やウイルス感染・増
殖機構の解明を目指す。

准教授 小八重善裕
圃場における物質循環を作物栄養学の視点で捉え、栽培に生かす研究を行う。
特に菌根などの共生システムを分子生物学的手法を用いて理解する。

動

物

資

源

生

産

学

教 授 天野 朋子

１）家畜における乳と肉の生産に関わる遺伝子の研究
２）家禽における卵と肉の生産に関わる遺伝子の研究
３）家畜と家禽の適切な管理に関わる抗病性や繁殖能力、気質などの形質を

制御する遺伝子の研究

教 授 泉 賢一

ルーメン機能の適正化と高乳生産を両立する飼養管理技術について研究する。
１）ルーメン機能を適正に保つ炭水化物給与技術に関する研究
２）高泌乳牛群へのＴＭＲ飼料設計および給与法に関する研究
３）高乳生産を実現する酪農生産システムの構築

教 授 今井 敬
１）ウシ体外受精胚における発生率向上および受胎性評価技術に関する研究
２）ウシ雌雄産み分け技術の高率化に関する研究
３）家畜胚の新しい生産技術の開発に関する研究

教 授 菊 佳男
酪農畜産現場で生産性阻害要因となっている牛の乳房炎等の各種疾病の発生
原因やメカニズム等を解明し、それらの問題を衛生学的手法や生体機能評価
を用いて回避する手段を探求する。

教 授 小宮 道士
１）効率的な給餌のための自動化に関する研究
２）バイオディーゼル燃料の製造と物性および燃焼特性の解明
３）酪農場におけるエネルギー利用の実態と改善

教 授 佐藤 喜和
北海道を代表する野生動物であるヒグマを中心に、その生態を理解し、人間
との軋轢を最小化するため、野外調査から室内実験、データ解析まで様々な
手法を用いた研究を行う。

教 授 堂地 修

１）ウシ胚の効率的な生産方法の開発
２）ウシ卵子及び胚の超低温保存技術の開発
３）胚移植の受胎率向上と有効利用
４）高泌乳牛の繁殖生理の特性
５）牛の繁殖管理技術の向上

－５２－
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注）下線のある教員は、研究指導補助と講義のみ。

研究指導分野 指導教員 研 究 内 容

動

物

資

源

生

産

学

教 授 中谷 暢丈
環境中における生元素や有害物質の生物地球化学的循環過程の解明とその人
的相互作用の評価、生物学的・化学的手法を用いた環境評価手法の開発に関
する研究を展開する。

教 授 中� 浩喜
土地利用型乳肉生産システムを土－草－家畜を巡る物質循環として捉え、家
畜生産性および土地生産性に及ぼす要因の解明と土地利用方式まで含めた生
産システムの構築を目指す。

教 授 森田 茂
家畜の動作・活動（採食行動、休息行動、人に対する反応）を解析するとと
もに、家畜の社会行動から家畜同士の関係を把握することで家畜の習性に配
慮し、洗練化された飼養管理技術の構築を目指す。

准教授 増田 豊

家畜の経済諸形質を遺伝的に改善するための手法について研究する。
１）遺伝的能力予測のための統計モデルの構築
２）ゲノム情報等を用いた育種技法
３）データ解析のためのソフトウエアの開発

教 授 山田 弘司
人と動物の関係学の研究として、アニマルセラピーや乗馬療法の効果、人と
ペットの関係調査、動物のストレス反応や性格・気質測定、動物園動物の展
示と行動調査を行う。

教 授 山田 未知
豚や鶏におけるエコフィードの活用法や給与飼料が十分活用されるような飼
養環境の改善について研究を行う。また、養豚においては効率的な子豚生産
のために、その繁殖性改善のための研究も併せて行う。

教 授 吉田 磨
１）地球温暖化に関する国内外フィールド観測と国際精度分析
２）生物地球化学的物質循環と地球環境変化の解析
３）フィールド観測を用いた持続可能な農業・漁業・観光業創造

准教授 小川 健太
衛星、航空機、無人機からの計測（＝リモートセンシング）、GIS、GPS 等
を用いた森林や農地のモニタリング、気候変動の予測、環境政策の立案等へ
の情報活用に関する研究

准教授 原村 隆司
野生動物の行動や生態に関する研究を行っており、研究対象とする生物は、
主として両生類または昆虫類の各種で、基礎的研究に重点をおいて調査する。

食資源開発
利 用 学

教 授 小澤 修二
農業・家畜生産に関わる天然有機化合物を化学的立場から解明し、それらの
応用や利用を図る。特に植物二次代謝産物の機能に着目した低・未利用有機
物資源の有効化を検討する。

教 授 阿部 茂
食品に新たな価値や機能性を付与する、又は生産性を向上する食品加工技術
の研究を行うとともに、技術の汎用性拡大を目的としたマーケティング調査
を行う。

応用食品
化学

※ 未定

微 生 物
利 用 学

※ 未定

農

業

経

営

政

策

学

教 授 井上 誠司
地域農業のシステム化並びに地域農業振興計画の有効性に関する研究を行
う。

教 授 尾 亨
食品流通の経営管理、主に青果物物流の経営管理に関し、既存研究の到達点
を踏まえた課題設定と経済学理論に基づいた実証研究により、課題の構造論
的解明の研究を行う。

教 授 吉野 宣彦

酪農専業地帯の農協の業務データ等をデータベースに構築し、逐次経営分析
を可能にするプログラムを開発して研究に利用している。
１）酪農経営における収益性格差の要因
２）草地更新における経済効果の形成条件
３）放牧酪農における高収益の確保条件

教 授 小糸健太郎
１）酪農の生産性に関する研究
２）農家の技術選択に関する研究
３）食品廃棄物・副産物利用の現状とその利用に関する研究

食料経済学 准教授 正木 卓
食料・農業に関する法制度、ならびに農業経営・農業生産を支える法制度の
あり方について研究を行う。

酪
農
学
研
究
科
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食品栄養科学専攻 修士課程

注）下線のある教員は、研究指導補助と講義のみ。

大講座
（分野） 研究指導分野 指導教員 研 究 内 容

加

工

特

性

食 品 加 工
特 性 学

教 授 竹田 保之
発酵乳やチーズを対象とし、それらの製造方法と品質特性の
関係並びに関係する乳酸菌の生態や機能性に関して生化学
的、微生物学的及び分子生物学的手法を用いて解析する。

教 授 舩津 保浩
低利用水畜産資源の有効活用を目的として麹や好塩性乳酸菌
等を用いた発酵食品を開発し、その発酵工程で起こる化学成
分や呈味成分等の変化と最終製品の品質について調査する。

准教授 栃原 孝志 特定の乳酸菌が産生する粘質物に含まれる菌体外多糖の物理
化学的特性、機能性及び食品製造への応用性の解析を行う。

食品物性学

教 授 金田 勇
食品をソフトマターとして捉え、主にレオロジー的手法を用
いて、その物理化学的特性に関する研究を行う。研究対象は
ハイドロゲルおよび濃厚コロイド分散体である。

准教授 川端 庸平
食品の食感や美味しさに関する課題をレオロジー測定並びに
量子ビームを用いた構造研究によって解決する研究分野（分
子美食学－分子ガストロノミー）に取り組む。

栄

養

機

能

食 品 栄 養
機 能 化 学

教 授 小野寺秀一
１）糖転移酵素を用いた機能性オリゴ糖の創製に関する研究
２）オリゴ糖関連酵素の遺伝子工学的研究
３）新規機能性食品成分の検索とそれらが生体に及ぼす影響

准教授 上野 敬司
１）オリゴ糖の生体調節機能に関する研究
２）糖質関連酵素を用いたオリゴ糖生産に関する研究
３）糖質関連酵素の探索及び機能改変に関する研究

食品機能生化学 教 授 岩� 智仁

種々の食品成分が有する機能性について、マウス、ラット並
びに畜産動物を用いた骨格筋の可塑性や筋肉タンパク質代謝
のシグナル伝達を指標に、分子生物学、生化学及び形態学的
手法によって評価解析する。

健

康

栄

養

健康栄養学

教 授 大谷 克城

１）食素材の抗酸化機能に関する基礎研究と新規機能性食品
の開発研究

２）抗酸化食素材の生体における役割とそのメカニズムに関
する研究

教 授 須賀 朋子

SDGs の「すべての人に健康と福祉を」「飢餓をゼロに」「貧
困をなくそう」「平和と公正をすべての人に」「ジェンダー平
等を実現しよう」「人や国の不平等をなくそう」の目標達成
を追求していく。これらを踏まえて、DV、性暴力、対人暴
力と動物虐待の関係についての研究が好ましい。

教 授 山口 太一

１）健康の保持増進の為の食事及び運動の方法
２）より良いスポーツパフォーマンス発揮の為のコンディシ

ョニング（栄養摂取及びトレーニング）の方法を明らか
にする為の研究

准教授 小林 道

１）栄養及び食習慣と疾病との関係を明らかにするための栄
養疫学研究

２）社会的要因や生活習慣と健康との関係を明らかにするた
めの疫学研究

３）管理栄養士が関わる対象集団の栄養ケア方法に関する研
究

准教授 杉村留美子
生活習慣病の要因と食行動との関連を探り、食事制限を伴う
行動変容の難しさを考慮した栄養教育手法を検討する。行動
科学理論を用いた食行動変容の促しに関する研究を行う。

講 師 柴田 啓介

１）健康の保持・増進のためのコンディショニング方法（栄
養及び運動）に関する研究

２）スポーツにおける競技力向上のためのコンディショニン
グ方法（栄養及びトレーニング）に関する研究

臨床栄養学

教 授 石井 智美

１）食と健康に関する視点から新規食品の開発と脂質代謝を
検討

２）伝統的発酵食品の免疫賦活作用、栄養代謝の検討
３）世界の発酵乳の栄養、機能性、特性の検討
４）伝統的食文化の研究

教 授 萩原 克郎
１）家畜・野生動物における感染症の疫学と予防・治療研究
２）ウシの免疫機能に関する研究
３）腫瘍免疫に関する研究

食
環
境
管
理

食品微生物
管 理 学

准教授 村松 圭
糖質が微生物に及ぼす影響についての研究を主とし、ビフィ
ズス菌の糖質利用、フラクトオリゴ糖資化性菌の検索、微生
物による乳糖の資源活用等の研究を行っている。

食 品 環 境
汚 染 学

※ 未定

－５４－
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食品栄養科学専攻 博士課程

注）下線のある教員は、研究指導補助と講義のみ。

専門分野 研究指導分野 指導教員 研 究 内 容

加

工

特

性

食 品 加 工
特 性 学

教 授 竹田 保之

発酵乳製品の成分変化、加工特性、生体に及ぼす影響などを

その製造に関係する乳酸菌の生態および機能性から詳細に解

析し、乳製品や乳酸菌の付加価値向上に取り組む。

教 授 舩津 保浩

低利用水畜産資源の有効活用を目的として異種筋肉タンパク

質を複合した新規食品素材を開発し、そのゲル化特性をレオ

ロジー的特質、タンパク質分析、微細構造等から解析する。

食品物性学 教 授 金田 勇

食品をソフトマターとして捉え、主にレオロジー的手法を用

いてその物理化学的特性に関する研究を行う。研究対象はハ

イドロゲルや濃厚コロイド分散体である。

栄

養

機

能

食 品 栄 養
機 能 化 学

教 授 小野寺秀一

１）糖転移酵素を用いた機能性オリゴ糖の創製に関する研究

２）オリゴ糖関連酵素の遺伝子工学的研究

３）新規機能性食品成分の検索とそれらが生体に及ぼす影響

食 品 機 能
生 化 学

教 授 岩� 智仁

種々の食品成分が有する機能性について、マウス、ラットな

らびに畜産動物を用いた骨格筋の可塑性や筋肉タンパク質代

謝のシグナル伝達を指標に、分子生物学、生化学、および形

態学的手法によって評価解析する。

健

康

栄

養

健康栄養学

教 授 大谷 克城

１）食素材の抗酸化機能に関する基礎研究と新規機能性食品

の開発研究

２）抗酸化食素材の生体における役割とそのメカニズムに関

する研究

教 授 須賀 朋子

SDGs の「すべての人に健康と福祉を」「飢餓をゼロに」「貧

困をなくそう」「平和と公正をすべての人に」「ジェンダー平

等を実現しよう」「人や国の不平等をなくそう」の目標達成

を追求していく。これらを踏まえて、DV、性暴力、対人暴

力と動物虐待の関係についての研究が好ましい。

教 授 山口 太一

１）健康の保持増進の為の食事及び運動の方法

２）より良いスポーツパフォーマンス発揮の為のコンディシ

ョニング（栄養摂取及びトレーニング）の方法を明らか

にする為の研究

臨床栄養学 教 授 石井 智美

１）食と健康に関する視点から新規食品の開発と脂質代謝を

検討

２）伝統的発酵食品の免疫賦活作用、栄養代謝の検討

３）世界の発酵乳の栄養、機能性、特性の検討

４）伝統的食文化の研究

食
環
境
管
理

食品微生物
管 理 学

※ 未定

食 品 環 境
汚 染 学

※ 未定

酪

農

学

研

究

科
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授業科目の履修について

１．授業科目および単位

酪農学研究科各専攻の授業科目および単位は、７．「授業科目年次配当表」（５８～５９頁）のとおりです。

２．授業科目の履修届

① 年度始めに７．「授業科目年次配当表」により履修する授業科目を確認し、UNIPAの履修登録画面よ

り指定された期間内に登録してください。

② 教職課程の授業科目を履修登録するときは個別に対応します。

③ 当該年度に履修者がいない科目については、開講されません。

３．授業時間

通常の授業時間は、次のとおりです。

４．成績評価

成績の評価は、優・良・可・不可で行い、優・良・可を合格とします。

５．修士・博士論文

① 学則第２５条による修了認定のための学位論文は、修了年次の指定された期日までに担当教授に提出し、

審査および最終試験を受けなければなりません。

② 修士の学位論文は、６３頁「修士（農学・食品栄養科学）の学位論文作成の手引き」により作成してく

ださい。

③ 博士の学位論文は、６５頁「課程修了認定のための博士（農学・食品栄養科学）の学位論文に関する取扱

要領」および７３頁「博士（農学・食品栄養科学）の学位論文作成の手引き」により作成してください。

６．修了要件

酪農学専攻修士課程………単位数３０単位以上および論文

① 所属する大講座の授業科目から…………８単位以上（その中でも所属分野の授業科目を必修と

する）

② 大講座に関係なく（共通分野を含む）…………１２単位以上

③ 特 別 研 究…………………………１０単位

④ 論 文

※ 必修科目以外の演習・実験は、その特論と合わせて履修すること。

フードシステム専攻修士課程………単位数３０単位以上および論文

① 所属する大講座の授業科目………………２０単位（必修とする）

② 所属講座以外の総合研究と特別研究を除く授業科目から（共通分野を含む）………１０単位以上

③ 論 文

※ 必修科目以外の演習、実験・調査は、その特論と合わせて履修すること。

時 限 時 間 時 限 時 間 時 限 時 間

１ ９：００～９：４５ ５ １３：００～１３：４５ ９ １６：２０～１７：０５

２ ９：４５～１０：３０ ６ １３：４５～１４：３０ １０ １７：０５～１７：５０

３ １０：４０～１１：２５ ７ １４：４０～１５：２５

４ １１：２５～１２：１０ ８ １５：２５～１６：１０

－５６－
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食品栄養科学専攻修士課程………単位数３０単位以上および論文

① 所属する大講座（分野）の授業科目……１０単位（必修とする）

② 総 合 研 究…………………………４単位

③ 特 別 研 究…………………………１０単位

④ 所属する大講座（分野）以外の授業科目から（共通分野を含む）………６単位以上

⑤ 論 文

※ 必修科目以外の演習、実験はその特論と合わせて履修すること。

食生産利用科学専攻博士課程………単位数１１単位以上および論文

① 食生産利用科学総合演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ……３単位

② 特 別 研 究…………………………４単位

③ 所属する分野の授業科目…………………４単位

④ 論 文

食品栄養科学専攻博士課程………単位数６単位以上および論文

① 所属する専門分野の授業科目……………３単位（必修とする）

② 必修科目以外の特別講義から……………３単位以上

③ 論 文

酪

農

学

研

究

科

－５７－
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７．授業科目年次配当表

① 酪農学専攻修士課程
（１年・２年で開講）

○付き数字は必修科目を示す。

② フードシステム専攻修士課程

大
講
座

授 業 科 目
単

位

作

物

生

産

科

学

土 壌 植 物 栄 養 学 特 論 ２
土 壌 植 物 栄 養 学 特 別 演 習 ２
土 壌 植 物 栄 養 学 特 別 実 験 １
病 理 ・ 害 虫 学 特 論 ２
病 理 ・ 害 虫 学 特 別 演 習 ２
病 理 ・ 害 虫 学 特 別 実 験 １
飼 料 作 物 学 特 論 ２
飼 料 作 物 学 特 別 演 習 ２
飼 料 作 物 学 特 別 実 験 １
植 物 遺 伝 学 特 論 ２
植 物 遺 伝 学 特 別 演 習 ２
植 物 遺 伝 学 特 別 実 験 １
酪 農 機 械 学 特 論 ２
酪 農 機 械 学 特 別 演 習 ２
酪 農 機 械 学 特 別 実 験 １

家

畜

生

産

科

学

家 畜 繁 殖 学 特 論 ２
家 畜 繁 殖 学 特 別 演 習 ２
家 畜 繁 殖 学 特 別 実 験 １
遺 伝 ・ 育 種 学 特 論 ２
遺 伝 ・ 育 種 学 特 別 演 習 ２
遺 伝 ・ 育 種 学 特 別 実 験 １
家 畜 栄 養 学 特 論 ２
家 畜 栄 養 学 特 別 演 習 ２
家 畜 栄 養 学 特 別 実 験 １
家 畜 管 理 学 特 論 ２
家 畜 管 理 学 特 別 演 習 ２
家 畜 管 理 学 特 別 実 験 １
酪 農 生 物 化 学 特 論 ２
酪 農 生 物 化 学 特 別 演 習 ２
酪 農 生 物 化 学 特 別 実 験 １

酪

農

情

報

学

酪 農 経 営 情 報 学 特 論 ２
酪 農 経 営 情 報 学 特 別 演 習 ２
農 業 経 営 学 特 論 ２
農 業 経 営 学 特 別 演 習 ２
酪 農 政 策 学 特 論 ２
酪 農 政 策 学 特 別 演 習 ２
農 業 市 場 学 特 論 ２
農 業 市 場 学 特 別 演 習 ２

環

境

共

生

学

野 生 動 物 学 特 論 ２
野 生 動 物 学 特 別 演 習 ２
野生動物学特別実験・実習 １
国 際 環 境 情 報 学 特 論 ２
国 際 環 境 情 報 学 特 別 演 習 ２
国際環境情報学特別実験・実習 １
地 球 環 境 保 全 学 特 論 ２
地 球 環 境 保 全 学 特 別 演 習 ２
地球環境保全学特別実験・実習 １
環 境 共 生 学 特 論 Ⅰ ２
環 境 共 生 学 特 論 Ⅱ ２

特 別 研 究 ⑩

大
講
座

授 業 科 目
単

位
開講年次

食
資
源
利
用
シ
ス
テ
ム

農 ・ 畜 産 食 品 学 特 論 ２ １年

農 ・ 畜 産 食 品 学 特 別 演 習 ２ １年・２年

農 ・ 畜 産 食 品 学 特 別 実 験 ２ １年

農 ・ 畜 産 食 品 学 総 合 研 究 ４ １年・２年

農 ・ 畜 産 食 品 学 特 別 研 究 １０ １年・２年

食

料

政

策

シ

ス

テ

ム

食 料 政 策 論 特 論 ２ １年

食 料 政 策 論 特 別 演 習 ２ １年・２年

食 料 政 策 論 特 別 調 査 ２ １年・２年

食 料 政 策 論 総 合 研 究 ４ １年・２年

食 料 政 策 論 特 別 研 究 １０ １年・２年

食 品 流 通 論 特 論 ２ １年

食 品 流 通 論 特 別 演 習 ２ １年・２年

食 品 流 通 論 特 別 調 査 ２ １年・２年

食 品 流 通 論 総 合 研 究 ４ １年・２年

食 品 流 通 論 特 別 研 究 １０ １年・２年

経

営

管

理

シ

ス

テ

ム

経 営 管 理 論 特 論 ２ １年

経 営 管 理 論 特 別 演 習 ２ １年・２年

経 営 管 理 論 特 別 調 査 ２ １年・２年

経 営 管 理 論 総 合 研 究 ４ １年・２年

経 営 管 理 論 特 別 研 究 １０ １年・２年

食 品 情 報 シ ス テ ム 論 特 論 ２ １年

食品情報システム論特別演習 ２ １年・２年

食品情報システム論特別調査 ２ １年・２年

食品情報システム論総合研究 ４ １年・２年

食品情報システム論特別研究 １０ １年・２年

－５８－
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③ 食品栄養科学専攻修士課程

⑤ 食品栄養科学専攻博士課程

○付き数字は必修科目を示す。

④ 食生産利用科学専攻博士課程

○付き数字は必修科目を示す。

授 業 科 目 単位 開講年次

植 物 資 源 生 産 学 Ⅰ ２ １年

植 物 資 源 生 産 学 Ⅱ ２ ２年

動 物 資 源 生 産 学 Ⅰ ２ １年

動 物 資 源 生 産 学 Ⅱ ２ ２年

食 資 源 開 発 利 用 学 Ⅰ ２ １年

食 資 源 開 発 利 用 学 Ⅱ ２ ２年

応 用 食 品 化 学 Ⅰ ２ １年

応 用 食 品 化 学 Ⅱ ２ ２年

微 生 物 利 用 学 Ⅰ ２ １年

微 生 物 利 用 学 Ⅱ ２ ２年

農 業 経 営 政 策 学 Ⅰ ２ １年

農 業 経 営 政 策 学 Ⅱ ２ ２年

食 料 経 済 学 Ⅰ ２ １年

食 料 経 済 学 Ⅱ ２ ２年

食生産利用科学総合演習Ⅰ ① １年

食生産利用科学総合演習Ⅱ ① ２年

食生産利用科学総合演習Ⅲ ① ２年

特 別 研 究 ④ １年・２年

大講座 授 業 科 目 単 位 開講年次

加
工
特
性

食 品 加 工 特 性 学 特 論 ２ １年
食 品 物 性 学 特 論 ２ １年
食 品 加 工 特 性 学 演 習 ２ １年
食 品 物 性 学 演 習 ２ １年
食品加工特性学特別実験 ２ １年・２年

栄
養
機
能

食品栄養機能化学特論 ２ １年
食 品 機 能 生 化 学 特 論 ２ １年
食品栄養機能化学演習 ２ １年
食 品 機 能 生 化 学 演 習 ２ １年
食品栄養機能化学特別実験 ２ １年・２年

健
康
栄
養

健 康 栄 養 学 特 論 ２ １年
臨 床 栄 養 学 特 論 ２ １年
健 康 栄 養 学 演 習 ２ １年
臨 床 栄 養 学 演 習 ２ １年
健康・臨床栄養学特別実験 ２ １年・２年

食
環
境
管
理

食品微生物管理学特論 ２ １年
食 品 環 境 汚 染 学 特 論 ２ １年
食品微生物管理学演習 ２ １年
食 品 環 境 汚 染 学 演 習 ２ １年
食環境管理学特別実験 ２ １年・２年

共
通

総 合 研 究 ④ １年・２年
特 別 研 究 ⑩ １年・２年

分野 授 業 科 目 単位 開講
年次

加
工
特
性

食品加工特性学特別講義 １ １年

食品物性学特別講義 １ １年

食品加工・物性特性学演習 １ ２年

栄
養
機
能

食品栄養機能化学特別講義 １ １年

食品機能生化学特別講義 １ １年

食品栄養機能・生化学演習 １ ２年

健
康
栄
養

健康栄養学特別講義 １ １年

臨床栄養学特別講義 １ １年

健康・臨床栄養学演習 １ ２年

食
環
境
管
理

食品微生物管理学特別講義 １ １年

食品環境汚染学特別講義 １ １年

食品環境汚染学演習 １ ２年

酪
農
学
研
究
科
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８．教職課程

１．本学の大学院（修士課程）で取得できる免許状

大学院酪農学研究科では下記の表のような専修免許状を取得することができます。専修免許状を取得

するためには、一種免許状の所有又は一種免許状を取得できる単位を満たしていることが条件になりま

す。

２．専修免許状を取得するための所要資格及び条件

教育職員専修免許状を取得するためには、次の基礎資格と最低修得単位数が必要になります。

３．教職課程の登録について

①教職課程の受講登録を希望する学生は、指定された期日に教育センター教務課へ教職課程受講申込書

と教職課程料払込用紙（教職課程料１０，０００円分の大学指定の証紙を貼付する）を提出してください。

②教職課程料は１免許教科であっても２免許教科であっても一律１０，０００円ですが、専攻によって取得で

きる免許教科は異なりますので、その点に注意して申し込んでください。

③一度納入された教職課程料は一切返還できませんので、注意してください。また教職課程に係るその

他の経費については、自己負担となります。

④専修免許状の教職課程を受講登録できるのは、大学において一種免許状を取得した者に限ります。但

し、一種免許状は取得していないが、大学において教職課程を受講し、原則、教育実習を終了させて

いる者は別途、相談に応じます。その場合にあっても専修免許状の教職課程を必ず受講登録できると

は限りません。必ず指導教員の了承の下に受講登録することが必要です。

４．教科及び教科の指導法に関する科目

専修免許状を取得するためには、大学が独自に設定する科目のうち教科及び教科の指導法に関する科

目について、各専攻の免許種別に必要単位を２４単位以上修得しなければなりません。

専 攻
専 修 免 許 状 教 科

中学校教諭 高等学校教諭

酪 農 学 専 攻
理 科
社 会

理 科
公 民
農 業

フードシステム専攻 社 会 公 民

食品栄養科学専攻 理 科
理 科
農 業

所要資格
免許状の種類

基 礎 資 格
最 低 修 得 単 位 数
（大学が独自に設定する科目）

中学校教諭専修免許状
高等学校教諭専修免許状

修士の学位を有すること
（大学院を修了すること）

２４
（一種免許状所有を前提とする）

－６０－
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� 酪農学専攻
取得希望教科の授業科目において２４単位以上を修得することが必要です。

中学社会・高校公民

中学理科・高校理科

高校農業

免許法施行規則に定める科目区分等
授 業 科 目

単位数
履修方法

科 目 区 分 必修 選択

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

教科及び教科の指導法に関する科目

酪 農 経 営 情 報 学 特 論 ２

選択科目から
１４単位選択必修

酪農経営情報学特別演習 ２
農 業 経 営 学 特 論 ２
農 業 経 営 学 特 別 演 習 ２
酪 農 政 策 学 特 論 ２
酪 農 政 策 学 特 別 演 習 ２
農 業 市 場 学 特 論 ２
農 業 市 場 学 特 別 演 習 ２
特 別 研 究 １０

免許法施行規則に定める科目区分等
授 業 科 目

単位数
履修方法

科 目 区 分 必修 選択

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

教科及び教科の指導法に関する科目

土 壌 植 物 栄 養 学 特 論 ２

選択科目から
１４単位選択必修

土壌植物栄養学特別演習 ２
土壌植物栄養学特別実験 １
植 物 遺 伝 学 特 論 ２
植 物 遺 伝 学 特 別 演 習 ２
植 物 遺 伝 学 特 別 実 験 １
酪 農 機 械 学 特 論 ２
酪 農 機 械 学 特 別 演 習 ２
酪 農 機 械 学 特 別 実 験 １
遺 伝 ・ 育 種 学 特 論 ２
遺 伝 ・ 育 種 学 特 別 演 習 ２
遺 伝 ・ 育 種 学 特 別 実 験 １
酪 農 生 物 化 学 特 論 ２
酪 農 生 物 化 学 特 別 演 習 ２
酪 農 生 物 化 学 特 別 実 験 １
野 生 動 物 学 特 論 ２
野 生 動 物 学 特 別 演 習 ２
野生動物学特別実験・実習 １
国 際 環 境 情 報 学 特 論 ２
国際環境情報学特別演習 ２
国際環境情報学特別実験・実習 １
地 球 環 境 保 全 学 特 論 ２
地球環境保全学特別演習 ２
地球環境保全学特別実験・実習 １
特 別 研 究 １０

免許法施行規則に定める科目区分等
授 業 科 目

単位数
履修方法

科 目 区 分 必修 選択

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

教科及び教科の指導法に関する科目

病 理 ・ 害 虫 学 特 論 ２

選択科目から
１４単位選択必修

病 理 ・ 害 虫 学 特 別 演 習 ２
病 理 ・ 害 虫 学 特 別 実 験 １
飼 料 作 物 学 特 論 ２
飼 料 作 物 学 特 別 演 習 ２
飼 料 作 物 学 特 別 実 験 １
家 畜 繁 殖 学 特 論 ２
家 畜 繁 殖 学 特 別 演 習 ２
家 畜 繁 殖 学 特 別 実 験 １
家 畜 栄 養 学 特 論 ２
家 畜 栄 養 学 特 別 演 習 ２
家 畜 栄 養 学 特 別 実 験 １
家 畜 管 理 学 特 論 ２
家 畜 管 理 学 特 別 演 習 ２
家 畜 管 理 学 特 別 実 験 １
特 別 研 究 １０
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� フードシステム専攻
取得希望教科の授業科目において２４単位以上を修得することが必要です（そのうち食料政策論と食

品流通論のどちらかの総合研究と特別研究を１４単位修得）。

中学社会・高校公民

� 食品栄養科学専攻
取得希望教科の授業科目において２４単位以上を修得することが必要です。

中学理科・高校理科

高校農業
免許法施行規則に定める科目区分等

授 業 科 目
単位数

履修方法
科 目 区 分 必修 選択

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

教科及び教科の指導法に関する科目

食 品 加 工 特 性 学 特 論 ２

選択科目から
１０単位選択必修

食 品 物 性 学 特 論 ２
食 品 加 工 特 性 学 演 習 ２
食 品 物 性 学 演 習 ２
食品加工特性学特別実験 ２
食 品 微 生 物 管 理 学 特 論 ２
食 品 環 境 汚 染 学 特 論 ２
食 品 微 生 物 管 理 学 演 習 ２
食 品 環 境 汚 染 学 演 習 ２
食品環境管理学特別実験 ２
総 合 研 究 ４
特 別 研 究 １０

免許法施行規則に定める科目区分等
授 業 科 目

単位数
履修方法

科 目 区 分 必修 選択

大
学
が
独
自
に

設
定
す
る
科
目

教科及び教科の指導法に関する科目

食 料 政 策 論 特 論 ２

選択科目から
１０単位選択必修

どちらかの総
合研究と特別
研究を１４単位
選択必修

食 料 政 策 論 特 別 演 習 ２
食 料 政 策 論 特 別 調 査 ２
食 品 流 通 論 特 論 ２
食 品 流 通 論 特 別 演 習 ２
食 品 流 通 論 特 別 調 査 ２
食 料 政 策 論 総 合 研 究 ４
食 料 政 策 論 特 別 研 究 １０
食 品 流 通 論 総 合 研 究 ４
食 品 流 通 論 特 別 研 究 １０

免許法施行規則に定める科目区分等
授 業 科 目

単位数
履修方法

科 目 区 分 必修 選択

大
学
が
独
自
に
設
定
す
る
科
目

教科及び教科の指導法に関する科目

食 品 栄 養 機 能 化 学 特 論 ２

選択科目から
１０単位選択必修

食 品 機 能 生 化 学 特 論 ２
食 品 栄 養 機 能 化 学 演 習 ２
食 品 機 能 生 化 学 演 習 ２
食品栄養機能化学特別実験 ２
健 康 栄 養 学 特 論 ２
臨 床 栄 養 学 特 論 ２
健 康 栄 養 学 演 習 ２
臨 床 栄 養 学 演 習 ２
健康・臨床栄養学特別実験 ２
総 合 研 究 ４
特 別 研 究 １０

－６２－

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／酪農学園大学　大学院要覧／本文　２０２３年度／０４１‐０７８（酪農学研究科  2023.01.23 14.50.29  Page 62 



修士（農学・食品栄養科学）の学位論文作成の手引き

学位論文は原則として、以下の要領に基づいて作成し、研究科長に提出する。

１．論文の体裁

� 用紙は、Ａ４の上質紙を縦方向で使用する。

� 論文の記述は和文、または英文とする。構成は人文・社会科学系では、表紙、目次、本文、要約、謝

辞、引用文献の順とする。自然科学系は表紙、目次、本文（緒言、材料と方法、結果、考察）、要約、

謝辞、引用文献の順とする。和文の場合は英文、英文には和文の要約（表題含む）をつける。英文以外

の外国語要約は１か国語に限り併記を認める。

２．表紙の書き方

� 表紙に、別項１の内容を記載する。

� 和文の論文には、英語の表題、英文の論文には日本語の表題を併記する。

３．論文の記述

� 本文は、別項２に定めた枠内に記述する。ワープロ作成の字体は明朝体で１０．５ポイントとする。

� 句読点は１字分とする。改行は行頭１字をあけて書く。

� 英文の場合、別項２に定めた枠内に、字体はCentury またはTimes New Roman で１２ポイントとす

る。

� 頁は、本文より最終頁まで別項２に定めた下段中央に算用数字で記入する。

� 図、表、写真は明瞭な原図を用い、表題、説明文を含め本文枠内に収め、本文に直近の頁に挿入する。

� 本文、脚注、専門用語、単位、略語の表記、引用文献等の記載は、論文作成者の研究分野における学

会の定めるところに従うものとする。

４．論文発表会

学位論文は、前期修了予定は９月上旬、年度末修了予定は２月上旬に行われる論文発表会において発表

する。

別項の記載

１．表紙の記載

２．本文枠および頁位置
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課程修了認定のための博士（農学・食品栄養科学）の学位論文に関する取扱要領

（趣 旨）

第１条 酪農学園大学大学院酪農学研究科（以下「本研究科」という。）の課程修了認定のための学位論文

の取扱いについては、酪農学園大学大学院学則（以下「学則」という。）及び酪農学園大学学位規程（以

下「学位規程」という。）に定めるもののほか、この要領による。

（学位論文の提出資格）

第２条 学則第２４条第１項により修了を認定される者。

２ 学則第２４条第３項により修了を認定される者。なお、学則第２４条第３項に規定する優れた研究業績とは、

以下のいずれかとする。

� 在籍中に筆頭著者として掲載を許可されたすべての論文（学位論文に関係しない論文も含む）の掲載

誌のインパクトファクター（最新の SCI Journal Citation Reports による）の総計が４．０以上を有してい

ること。

� 在籍中に以下の①、②の要件を満たす５篇以上の論文（学位論文に関係しない論文も含む。ただし、

短報は１篇につき論文０．５篇相当とする。また、単著、分担執筆または共著による公刊された単行本に

ついても論文として認める。）を有していること。

① 国際誌または日本学術会議協力学術研究団体の学術（学会）誌であり、査読付きであること。（人

文社会科学系の分野に関するものは、これらと同等な学術を含む。）

② 論文のうち３篇以上が筆頭著者であること。

（学位論文の提出期日）

第３条 前条第１項により３年次末までに学位の授与を受けようとする者は、それより３か月前までに指導

教員を通じて、学位論文審査に要する提出物を本研究科長に提出しなければならない。

２ 前条第２項により２年次末または３年次前期末までに学位の授与を受けようとする者は、それより５か

月前までに所定の書類（様式１から３）に優れた研究業績を添え、指導教員を通じて本研究科長に申請す

る。本研究科長は、速やかに早期修了審査委員会（申請者の指導教員を除く本研究科博士課程の指導教員

有資格者２名及び獣医学研究科担当教員のうち、研究科長を含む２名の計５名で構成）を設置し、提出さ

れた所定の書類により審査を行う。なお、審査において必要と認めた場合、申請者等からヒアリングをす

ることができる。早期修了に該当すると認められた場合は、学位授与日より３か月前までに指導教員を通

じて、学位論文審査に要する提出物を本研究科長に提出しなければならない。

（学位論文審査に要する提出物）

第４条 学位論文審査に要する提出物は以下のとおりとする。なお、提出物については、紙媒体１部及び電

子データとする。

� 学位論文審査申請書

� 学位論文

� 学位論文要旨

� 論文目録

� 参考論文

レフェリー制度のある学術雑誌に公表済みあるいは掲載を許可されたもので、申請者が筆頭著者の原

著論文１篇以上（短報では２篇以上）とする。なお、申請者が筆頭著者でない論文の内容を学位論文に

使用する場合には、共同研究者の承諾書（様式４－１あるいは様式４－２）を添付するものとする。

（学位論文及び資料）

第５条 学位論文は単著とし、１篇に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
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２ 審査のため必要があるときは、学位論文の訳文、模型又は標本等の資料を提出させることがある。

（審査委員）

第６条 本研究科委員会は、学位規程第７条第１項及び第２項に定めるもののうちから主査１名及び副査２

名以上の審査委員を選定する。

（予備発表）

第７条 学位論文審査を申請しようとする者のすべてに予備発表を適用する。

２ 予備発表の実施にあたっては、指導教員（主査）から本研究科長に予備発表実施計画書を提出する。

３ 本研究科長は、本研究科構成員のほか、全学教員、学外関係者等に予備発表への参集を呼びかける。

４ 予備発表を実施する時期については、審査申請の２か月前までを目安とする。

５ 所要時間は、発表に３０～４０分間、議論に３０～４０分間を目安とする。

６ 予備発表終了後、指導教員（主査）は、速やかに予備発表実施報告書を本研究科長へ提出し、学位論文

審査申請の可否を判断する。

（学位論文の審査及び試験）

第８条 審査委員は、学位論文を審査し、必要に応じて合同または単独で論文提出者に学位論文について質

疑を行う。

２ 審査委員は、論文提出者に対して学位論文を中心としてこれに関連のある授業科目について試験を行う。

（審査委員の報告）

第９条 審査委員は、学位論文の審査及び試験を終了したときは、その結果を次の書類により本研究科委員

会に報告しなければならない。

� 学位論文の審査及び最終試験の結果について

� 学位論文審査及び最終試験結果報告書

（研究科委員会の審議）

第１０条 本研究科委員会は、審査委員の報告に基づいて審議し、学位論文の審査及び試験の合否を議決する。

（改 廃）

第１１条 この要領の改廃は、本研究科委員会の議を経て、酪農学園大学大学院委員会で行う。

附 則

この要領は、１９９４（平成６）年４月１日から制定施行する。

附 則

この要領は、２００３（平成１５）年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、２０１０（平成２２）年４月１日から施行する。

２ ２００９（平成２１）年以前の入学者については、なお従前の要領を適用する。

附 則

この要領は、２０１３（平成２５）年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、２０１５（平成２７）年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、２０１８（平成３０）年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、２０２０（令和２）年９月１４日から施行し、２０２０（令和２）年４月１日から適用する。

附 則

この要領は、２０２３（令和５）年４月１日から施行する。
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論文提出による博士（農学・食品栄養科学）の学位授与に関する取扱要領

（趣旨）

第１条 酪農学園大学大学院酪農学研究科（以下「研究科」という。）における論文提出による博士（農学・
食品栄養科学）の学位授与に関する取扱いについては、酪農学園大学学位規程（昭和５０年４月１日制定。
以下「学位規程」という。）に定めるもののほか、本要領の定めるところによる。

（学位授与申請資格）

第２条 本研究科に博士（農学・食品栄養科学）の学位の授与を申請することのできる者は、次の各号のい
ずれかに該当する者とする。
� 大学を卒業した者は研究歴５年以上
� 短期大学又は専門学校を卒業した者は研究歴７年以上
� 修士課程を修了した者は研究歴３年以上
� 外国の大学を卒業した者は研究歴５年以上
� その他、本研究科委員会の議を経て認められた者

（学位授与申請の手続）

第３条 学位の授与を申請するときは、本研究科の委員を介して、次の各号に定める書類に論文審査手数料
を添え、本研究科長を経て学長に提出しなければならない。なお、提出物は紙媒体１部及び電子データと
し、提出期日は学位授与式のそれぞれ３か月前までとする。
� 学位論文審査申請書
� 学位論文
� 学位論文要旨
� 参考論文

参考論文のうち５篇以上は、レフェリーのある国際誌、または日本学術会議協力学術研究団
体の学術（学会）誌（人文社会科学系の分野に関するものは、これらと同等な学術誌を含む。）
に掲載された論文の著者（共著を含む。）であること。なお、上記の論文のうち３篇以上に
ついては、博士論文の全部又は一部が含まれた論文の筆頭著者であることを要する。ただし、
短報については０．５篇としてカウントする。また、単著、分担執筆又は共著による公刊され
た単行本についても論文として認める。申請者が筆頭著者でない論文の内容を学位論文に使
用する場合には、共同研究者の承諾書（様式１－１あるいは様式１－２）を添付するものと
する。

� 論文目録
� 履歴書
� 研究歴証明書
	 最終学校卒業（修了）証明書

 郵便振替払込受付証明書

（論文審査手数料）

第４条 論文審査手数料は、本研究科委員会並びに大学院委員会の議を経て、別に学長が定める。

（予備発表）

第５条 学位論文を提出しようとする者は原則として予備発表を適用する。
２ 予備発表の実施にあたっては、学位論文を提出しようとする者の指導教授（主査）から研究科長に申し
出る。

３ 研究科長は、研究科構成員のほか、全学教員、学外関係者等に予備発表への参集を呼びかける。
４ 予備発表を実施する時期については、審査申請の２か月前までを目安とする。
５ 所要時間は、発表に３０～４０分間、議論に３０～４０分間を目安とする。
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（学位論文の審査及び学力試験）

第６条 学位論文の審査及び学力試験は、申請者が専攻学術の分野について、研究者として自立して研究活
動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを確認するために行う。

２ 学位論文の審査及び学力試験を行うために、本研究科委員会内に委員３名以上からなる審査委員会を設
ける。

３ 審査委員会は、申請者が専攻学術及び外国語について、本研究科博士課程を修了して学位を授与される
者と同等以上の学力があることを確認するため、口述又は筆答による学力試験を行う。

４ 学位論文の審査及び学力試験は、学位論文が提出された日から１年以内に終了する。

（審査委員会の報告）

第７条 審査委員会は、学位論文の審査及び学力試験を終了したときは、ただちに次の各号に定める事項を、
所定の様式によって本研究科委員会に報告しなければならない。
� 学位論文審査の概要及び審査結果
� 学力試験の成績と結果
� 学位授与の可否についての審査委員会の判定

（学位の授与月日）

第８条 学位の授与月日は、次のとおりとする。
６月３０日、９月３０日、１２月２５日、３月２５日

（改廃）

第９条 この要領の改廃は、本研究科委員会の議を経て、大学院委員会で行う。

附 則

この要領は、１９９４（平成６）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２００３（平成１５）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２００５（平成１７）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２０１０（平成２２）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２０１５（平成２７）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２０１６（平成２８）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２０１８（平成３０）年４月１日から施行する。
附 則

この要領は、２０２０年９月１４日から施行し、２０２０年４月１日から適用する。

論文提出による博士（農学・食品栄養科学）の学位授与に係る論文審査手数料について

１．酪農学園大学学位規程第４条第２項に基づき、博士（農学・食品栄養科学）の学位の授与を申請す
る場合の論文審査手数料は、２００，０００円とする。
２．納付された論文審査手数料は、論文審査の結果の可否にかかわらず返還しない。

制定日 １９９４（平成６）年４月１日
改正日 ２０１０（平成２２）年４月１日
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課程修了認定のための修士（農学・食品栄養科学）の学位論文に関する取扱要領

（趣 旨）
第１条 酪農学園大学大学院酪農学研究科（以下「本研究科」という。）の課程修了認定のための学位論文
の取扱いについては、酪農学園大学大学院学則（以下「学則」という。）及び酪農学園大学学位規程（以
下「学位規程」という。）に定めるもののほか、この要領による。

（学位論文の提出資格）
第２条 学則第２４条第１項により修了を認定される者。
２ 学則第２４条第２項により修了を認定される者。なお、学則第２４条第２項に規定する優れた研究業績とは、
在籍中に筆頭著者として査読付きの学術論文に投稿し、アクセプトされた和文あるいは英文論文が１編以
上とする。

（学位論文の提出期日）
第３条 前条第１項により２年次末までに学位の授与を受けようとする者は、それより３か月前までに指導
教員を通じて、学位論文審査に要する提出物を本研究科長に提出しなければならない。

２ 前条第２項により１年次末または２年次前学期末までに学位の授与を受けようとする者は、それより５
か月前までに所定の書類（様式１、２）に優れた研究業績を添え、指導教員を通じて本研究科長に申請す
る。本研究科長は、速やかに早期修了審査委員会（申請者の指導教員を除く本研究科修士課程の指導教員
有資格者２名及び獣医学研究科担当教員のうち、研究科長を含む２名の計５名で構成）を設置し、提出さ
れた所定の書類により審査を行う。なお、審査において必要と認めた場合、申請者等からヒアリングをす
ることができる。早期修了に該当すると認められた場合は、学位授与日より３か月前までに指導教員を通
じて、学位論文審査に要する提出物を本研究科長に提出しなければならない。

（学位論文審査に要する提出物）
第４条 学位論文審査に要する提出物は以下のとおりとする。なお、提出物については、紙媒体１部及び電
子データとする。
� 学位論文審査申請書
� 学位論文
� 学位論文要旨
（学位論文及び資料）
第５条 学位論文は単著とし、１篇に限る。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
（審査委員）
第６条 本研究科委員会は、学位規程第７条第１項及び第２項に定めるもののうちから主査１名及び副査２
名以上の審査委員を選定する。

（中間発表会）
第７条 学位論文審査を申請しようとする者のすべてに中間発表会の実施を適用する。
２ 中間発表会の実施にあたっては、指導教員（主査）から本研究科長に申し出る。
３ 本研究科長は、本研究科構成員のほか、全学教員、学外関係者等に中間発表会への参集を呼びかける。
４ 中間発表会を実施する時期については、審査申請の２週間前までを目安とする。
５ 所要時間は、発表に３０～４０分間、議論に３０～４０分間を目安とする。
６ 中間発表会終了後、指導教員（主査）は、速やかに中間発表会実施報告書を本研究科長へ提出するとと
もに、学位論文審査申請の可否を判断する。

（学位論文の審査及び試験）
第８条 審査委員は、学位論文を審査し、必要に応じて合同または単独で論文提出者に学位論文について質
疑を行う。

（審査委員の報告）
第９条 審査委員は、学位論文の審査及び試験を終了したときは、その結果を次の書類により本研究科委員
会に報告しなければならない。
� 学位論文の審査及び最終試験の結果について
� 学位論文審査及び最終試験結果報告書
（研究科委員会の審議）
第１０条 本研究科委員会は、審査委員の報告に基づいて審議し、学位論文の審査及び試験の合否を議決する。
（改 廃）
第１１条 この要領の改廃は、本研究科委員会の議を経て、酪農学園大学大学院委員会で行う。

附 則
この要領は、２０２０（令和２）年９月１４日から施行し、２０２０（令和２）年４月１日から適用する。

附 則
この要領は、２０２３（令和５）年４月１日から施行する。
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博士（農学・食品栄養科学）の学位論文作成の手引き

学位論文は原則として、以下の要領に基づいて作成し、研究科長に提出する。

１．論文の体裁

� 用紙は、Ａ４の上質紙を縦方向で使用する。

� 論文の記述は和文、または英文とする。構成は人文・社会科学系では、表紙、内表紙、目次、本文、

要約、謝辞、引用文献の順とする。自然科学系は表紙、内表紙、目次、本文（緒言、材料と方法、結果、

考察）、要約、謝辞、引用文献の順とする。和文の場合は英文、英文には和文の要約（表題含む）をつ

ける。英文以外の外国語要約は１か国語に限り併記を認める。

２．表紙、背表紙の書き方

� 表紙、背表紙に、別項１の内容を記載する。

� 内表紙に、別項１の内容を記載する。

３．論文の記述

� 本文は、別項２に定めた枠内に記述する。ワープロ作成の字体は明朝体で１０．５ポイントとする。

� 句読点は１字分とする。改行は行頭１字をあけて書く。

� 英文の場合、別項２に定めた枠内に、字体はCentury またはTimes New Roman で１２ポイントとす

る。

� 頁は、本文より最終頁まで別項２に定めた下段中央に算用数字で記入する。

� 図、表、写真は明瞭な原図を用い、表題、説明文を含め本文枠内に収め、本文に直近の頁に挿入する。

� 本文、脚注、専門用語、単位、略語の表記、引用文献等の記載は、論文作成者の研究分野における学

会の定めるところに従うものとする。

４．論文発表会

学位論文は、前期修了予定は９月上旬、年度末修了予定は２月上旬に行われる論文発表会において発表

する。

別項の記載

１．表紙および背表紙の記載

２．本文枠および頁位置
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年 度

氏名（和）
氏名（英）

表　　題（和文）
表　　題（英文）

氏
名

表　

題

背表紙表　　紙 内　表　紙

3㎝

2. 5㎝

3㎝

指導教員　研究指導分野　職名　氏名

酪農学園大学大学院酪農学研究科

2. 5㎝

2023年度
博士論文

学籍番号　　氏　名（和）
　　　　　　氏　名（英）

表 　 題（和文）
表 　 題（英文）

－頁－

本文枠
2. 5㎝

2. 5㎝

3㎝

3㎝

本　　文

別項

１．表紙および背表紙の記載

２．本文枠および頁位置
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酪農学研究科学位論文審査基準

【食生産利用科学・食品栄養科学専攻博士課程】

１．評価項目

学位申請論文の審査には、審査委員会委員が次の６項目について別表の評価基準に基づいて評価する。

� テーマのたて方

独創的、具体的で明確なテーマが設定されていて、それについての適切な仮説や調査項目が分かりや

すく整理されて示されていること。

� 研究の背景

信頼できる複数の情報源から、これまで明らかになった知見や課題を整理し、自分が明らかにしよう

としている研究目的に関連付けて活用していること。

� 研究の方法

複数の研究方法や分析の視点から、目的とテーマにふさわしいいくつかの研究方法を用い、明確な分

析の視点を示していること。

� 研究の結果

実験データや調査などについて整理と解析が十分になされ、焦点に沿って研究した内容を組織的にま

とめ、類似点・相違点・重要な型（パターン化）の発見など様々な視点から検討していること。

� 考察と結論

研究から明らかになったことについて整理し、専門基礎知識（自分の専門分野の概念や枠組み）を効

果的に用いて、独自の考察を展開し、論理的に説明できていること。

� 参考論文

適切に引用していること。

２．評価方法及び判定

� 各審査委員が、別表の評価基準に基づいて各評価項目を５点、３点、１点で評価する。

� 博士の学位では、全ての審査委員が１５点以上（３０点満点）をつけたことをもって、予備審査終了とす

る。その後、研究科内での回覧並びに学位論文発表会を経て、本審査となり、全ての審査委員」が２０点

以上（３０点満点）をつけたことをもって、本審査を終了とし、研究科委員会に報告する。

３．審査における必須要件及び最終判定

次の２つの要件を満たし、当該分野に関する十分で広範な知識を有し、自立して研究を行う能力と研究

成果を外部に発表できる能力を備えているかどうかの評価を行い、研究科委員会において博士の学位授与

の最終的な合否判定を決定する。

� 研究成果の全部又は一部を、１篇以上（短報では２篇以上）で、レフェリー制度のある学術誌にすで

に掲載を許可され、その筆頭著者であること。

� 学位論文発表会で、口頭での発表と質疑応答が論理的かつ明瞭に行われ、審査委員を納得させたこと。
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〔別表〕

学位論文評価基準（食生産利用科学・食品栄養科学専攻博士課程）

点数・評価項目 ５ ３ １

テーマのたて方

独創的で、明確なテーマが

されており、それについて

の適切な仮説や調査項目が

分かりやすく整理されて示

されている。

実現可能なテーマが設定さ

れており、それについての

適切な仮説や調査項目が示

されている。

実現可能なテーマが設定さ

れているが、仮説や調査項

目がわかりにくい。

研 究 の 背 景

信頼できるさまざまな情報

源から、これまで明らかに

された先行研究の知見や課

題を整理し、自分が明らか

にしようとしている内容に

関連付けて活用している。

複数の情報源から、これま

でに明らかにされた先行研

究の知見を示し、整理して

いるが、自分の研究のテー

マとの関連性を十分に示し

ていない。

限られた情報源から、これ

までに明らかにされた先行

研究の知見を何かしら紹介

しているが、自分との研究

テーマとの関係が乏しい。

研 究 の 方 法

研究の目的とテーマにふさ

わしい複数の研究方法を用

い、明確な分析の視点を示

している。

研究の目的とテーマに沿っ

た研究方法を用い、分析の

視点を示している。

研究の目的とテーマに関連

した研究方法を用いている

が、分析の視点が明確に

なっていない。

研 究 の 結 果

実験や調査で得られたデー

タを図や表を有効利用して

組織的にまとめ、類似点・

相違点・重要な型（パター

ン化）の発見など様々な観

点から解析している。

実験や調査で得られたデー

タを図や表を利用してまと

め、類似点・相違点・パ

ターン化など何らかの法則

性を示している。

実験や調査で得られたデー

タを列挙しているのみであ

り、関連付けてまとめるこ

とができていない。

考 察 と 結 論

研究から明らかになったこ

とについて整理し、専門基

礎知識を効果的に用いて、

独自の考察を展開し、仮説

との整合性など、論理的に

説明できている。

研究から明らかになったこ

とについて記述し、専門基

礎知識をある程度用いて説

明できているが、独自の考

察がやや不十分である。

研究から明らかになったこ

とについての記述はできて

いるが、独自の考察が十分

にできておらず、論理的な

整理がついていない。

参 考 論 文

研究内容との関連性や研究

着手の経緯、研究方法、考

察の展開において、適切な

参考図書や参考文献が必要

な数だけ引用されている。

研究の背景における先行研

究や研究方法における適切

な参考図書や参考文献が必

要な数だけ引用されている

が、考察の展開において十

分には引用されていない。

適切な参考文献が十分には

引用されていない。
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【酪農学・フードシステム・食品栄養科学専攻修士課程】

１．評価項目

学位申請論文の審査には、審査委員会委員が次の６項目について別表の評価基準に基づいて評価する。

� テーマのたて方

実現可能なテーマが設定されており、それについての適切な仮説や調査項目が示されていること。

� 研究の背景

複数の情報源から、これまで明らかになった知見を示し、整理し、自分が明らかにしようとしている

研究目的に関連付けていること。

� 研究の方法

目的とテーマに沿った研究方法を用い、分析の視点を示していること。

� 研究の結果

研究で得られた情報をまとめ、類似点・相違点・パターンなど何らかの法則性を検討していること。

� 考察と結論

研究から明らかになったことについて記述し、基礎知識を用いて論理的に説明できていること。

� 引用文献

適切に引用していること。

２．評価方法及び判定

� 各審査委員が、別表の評価基準に基づいて各評価項目を５点、３点、１点で評価する。

� 論文審査では、全ての審査委員が２０点以上（３０点満点）をつけたことをもって、本審査を終了とし、

研究科委員会に報告する。

３．審査における最終判定

次の２つの要件を考慮し、当該分野に関する専門的知識と実践的能力を身に付け、問題把握・解決能力

を備えているかどうかの評価を行い、研究科委員会において修士の学位授与の最終的な合否判定を決定す

る。

� 学位論文発表会で、口頭での発表と質疑応答が論理的にわかりやすく行われたこと。

� 研究成果の全部または一部を、関連する学会等（特許も含む）で発表していること。

酪
農
学
研
究
科
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〔別表〕

学位論文評価基準（酪農学・フードシステム・食品栄養科学専攻修士課程）

附 則

この基準は、２０２０（令和２）年４月１日から施行する。

附 則

この基準は、２０２３（令和５）年４月１日から施行する。

点数・評価項目 ５ ３ １

テーマのたて方

明確で実現可能なテーマが

設定されており、それにつ

いての適切な仮説や調査項

目が分かりやすく示されて

いる。

実現可能なテーマが設定さ

れており、一般的かつ適切

な仮説や調査項目が示され

ている。

曖昧なテーマが設定されて

おり、仮説や調査項目がわ

かりにくい。

研 究 の 背 景

複数の情報源から、これま

でに明らかにされた先行研

究の知見を整理して示し、

自分が明らかにしようとし

ている内容と関連付けてい

る。

複数の情報源から、これま

でに明らかにされた先行研

究の知見を整理して示して

いる。

限られた情報源から、これ

までに明らかになった先行

研究の知見を列挙して示し

ている。

研 究 の 方 法

研究の目的とテーマにふさ

わしい複数の研究方法を用

い、明確な分析の視点を示

している。

研究の目的とテーマに沿っ

た研究方法を用い、分析の

視点を示している。

研究の目的とテーマに関連

した研究方法を用いている

が、分析の視点が明確に

なっていない。

研 究 の 結 果

実験や調査で得られた実験

データを図や表を有効利用

して組織的にまとめ、類似

点・相違点・重要な型（パ

ターン化）の発見など様々

な視点から解析している。

実験や調査で得られたデー

タを図や表を利用してまと

め、類似点・相違点・パ

ターン化など何らかの法則

性を示している。

実験や調査で得られたデー

タを列挙しているのみであ

り、類似点・相違点・パ

ターン化など何らかの法則

性を検討することが十分に

なされていない。

考 察 と 結 論

研究から明らかになったこ

とについて整理し、専門基

礎知識を効果的に用いて、

論理的に説明できている。

研究から明らかになったこ

とについて記述し、専門基

礎知識をある程度用いて論

理的に説明できている。

研究から明らかになったこ

とについての記述はできて

いるが、専門基礎知識を用

いて、論理的に説明ができ

ていない。

引 用 文 献

研究内容との関連性や研究

着手の経緯、研究方法、考

察の展開において、適切な

参考図書や参考文献が引用

されている。

研究の背景における先行研

究や研究方法における適切

な参考図書や参考文献が引

用されているが、考察の展

開において十分には引用さ

れていない。

適切な参考文献が十分には

引用されていない。
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学生生活上の留意事項
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学 生 生 活 に つ い て

Ⅰ 学 生 証

１ 学生証は、本学大学院学生としての身分を証明するものです。学生証は常に携帯してください。また、

次の場合には必ず携帯していなければなりません。

① 試験を受ける時

② 図書館で図書の閲覧および館外に帯出をする時

③ 通学定期または学割で乗車券を購入する時

２ 学生証は入学時に交付します。学生証の紛失・破損や有効期限を超えた場合は、再交付の手続きを行っ

てください。

学生証の再発行には、２，０００円の料金がかかります。

３ 学生証は、修了・退学・その他本学大学院学生の身分を失った時は、直ちに学生支援課へ返還してくだ

さい。

４ 学籍番号は、８桁の数字で学生証に記載されています。この番号は修了（退学）後も変更ありません。

課 程 ３１０－酪農学専攻修士課程 ３４０－食品栄養科学専攻修士課程

３２０－フードシステム専攻修士課程 ３４１－食品栄養科学専攻博士課程

３３０－食生産利用科学専攻博士課程 ４１０－獣医学専攻博士課程

４２０－獣医保健看護学専攻修士課程

Ⅱ 諸 手 続

手続きには、大学からの通知により一定期間内に行うものと、学生が事由発生の都度行うもの等があり

ます。手続きを怠ったり時期を失したりすると不利となるばかりでなく、支障を来たす場合があるので、

十分注意してください。

大学からの通知によって行う手続

学生が事由発生都度行う手続

提 出 書 類 摘 要 担 当

学 位 論 文 申 請 書 修了年次に行う論文申請 研 究 科 長

提 出 書 類 摘 要 担 当 課

休 学 願 病気その他の理由により２ヶ月を超えて修学できない場合 学 生 支 援 課

退 学 願 病気その他の理由により退学する場合 学 生 支 援 課

復 学 願 休学理由が解消、または休学期間が満了の場合 学 生 支 援 課

入学誓書に関する変更届 本人・保証人の氏名および保証人住所の変更等 教 務 課

２ ２ ３ ４ １ ０ ０ １

入学年度の省略 課 程 個人番号

－８０－
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各種証明書

Ⅲ 授業料等の納付期限

１ 授業料等は、次のいずれかの方法で期限までに必ず納入してください。

２ 金融機関窓口より本学専用の「振込依頼書」にてお振込みください。

３ 期限までに納付されない場合は、授業料等未納による除籍となり学籍を失います。

４ 特別な事情で期限までに納付出来ない場合は、納付受付期限までに学務部学務課にご相談ください。

５ 学費負担者が死亡又は生別・失職・病気又は事故等で著しく収入が減少した場合「酪農学園大学授業

料免除規程」による免除制度があります。事由が発生しましたら、ただちに教育センター学生支援課に

相談していただき、納付期限までに申請してください。

Ⅳ 奨 学 金 等

１ 日本学生支援機構

日本学生支援機構が、人物・学業ともに優れ、経済的理由により修学に困難がある者に対し、学資の

貸与等を行う制度です。

教育センター学生支援課で年度初めに募集をします。

①第一種奨学金（無利子）

貸与月額…修士課程５０,０００円・８８,０００円からの選択制です。

博士課程８０,０００円・１２２,０００円からの選択制です。

②第二種奨学金（有利子）

種 類 手 数 料 担 当 課

学生生徒旅客運賃割引証 ―― 学 生 支 援 課

通学証明書 ―― 学 生 支 援 課

成績証明書 ２００円 教 務 課

教育職員免許状授与見込証明書 １００円 教 務 課

学力に関する証明書（教職課程） ２００円 教 務 課

修了証明書 ２００円 教 務 課

修了見込証明書 １００円 教 務 課

在学証明書 １００円 教 務 課

英文証明書 １，０００円 教 務 課

推 薦 書 ２００円 キャリアセンター

人物に関する調書 ２００円 キャリアセンター

健康診断書 ２００円 医 務 室

納 付 方 法 納 付 受 付 期 限

年 額 を 全 額 一 括 納 付 ４月１日～４月３０日

前学期・後学期分括納付
前学期４月１日～４月３０日

後学期９月１日～１０月１５日

証明書の発行申請は各担当課の窓口で行えるほか、遠隔地からも発行申請ができる「証明書発行サービス」も
あります。
利用方法等の詳細については、酪農学園大学HP「各種証明書」（https : //www.rakuno.ac.jp/life/certificate.html）
をご確認ください。
※証明書の種類によっては発行に日数を要します。
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貸与月額…５０，０００円・８０，０００円・１００，０００円・１３０，０００円・１５０，０００円からの選択制です。

・大学在学中に日本学生支援機構奨学金の貸与を受けていた学生

スカラネットパーソナルで在学猶予願を提出（入力）してください。「在学猶予願」を提出するこ

とにより、大学院在学中の返還が猶予されます。

・特に優れた業績による返還免除

大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績をあげた者と

して、日本学生支援機構が認定した場合には、貸与期間終了時に奨学金の全部または一部の返還が免

除される制度です。詳しくは、日本学生支援機構のホームページをご覧になるか教育センター学生支

援課におたずねください。

２ 民間団体等の奨学金

民間団体等で育英事業を行っているところがあります。募集は、大学を通すものと通さないものがあ

ります。本学に募集がある場合は、その都度掲示しますので、希望者は教育センター学生支援課へ申し

出てください。

なお、本学を通さないで奨学金の支給が決定した場合は、報告願います。

３ ティーチングアシスタント

この制度は、「酪農学園大学大学院ティーチング・アシスタント規程」により、優秀な大学院生をテ

ィーチングアシスタントとして採用し、教育的な配慮の下に教育補助業務を行わせ、大学教育の充実およ

び指導者としてのトレーニングの機会提供を図り、有為な人材の育成を目的として行うことにあります。

ティーチングアシスタントに関する事務は、教育センター教務課と総務課で行います。

① 手当…１時間１，０００円

② 申請…毎年４月中旬までに指導教員が雇用に係る申請書を教育センター教務課へ提出

※申請には、健康診断書が必要です。４月の定期健康診断を必ず受けてください。

４ 日本学術振興会特別研究員制度

この制度は、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者を特

別研究員として採用し、研究奨励金を支給するものです。

特別研究員の募集については、２月頃学務部研究支援課より各教員宛に通知されます（５月申請、採

用された場合は翌年度より開始）。

① 対 象…博士課程在学者（ＤＣ１・ＤＣ２）

博士の学位を取得後５年未満の者（ＰＤ）

② 研究奨励金…DC１・DC２－月額２００，０００円・PD－月額３６２，０００円

Ⅴ 医 務 室

大学院生の皆さんが充実したキャンパスライフを送るため、医務室には看護職が常駐しております。日

常の健康を保持、増進させるため、様々な面からサポートしています。毎週木曜日に学校医による相談も

行っています。（※変更する場合があります。）

＜医務室の主な業務＞

定期健康診断、健康診断書の発行、ケガや急病の応急処置、病院の紹介、健康相談、病気の相談など

＜定期健康診断＞

４月 定期健康診断を実施し、病気の早期発見と予防に努め、適切な治療を受けられるようアドバイ

スをしています。４月の定期健康診断を受けた者のみ健康診断書を発行できます。

＜開室時間＞

平 日 ９：００～１７：００（受付 ９：００～１６：３０）

※学校医による相談は予約制です。希望される方は医務室にご相談ください。
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電 話 ０１１―３８６―１０２４

※緊急時の対応のため電話番号の登録をお願いします。

Ⅵ 学生相談室

学生相談室は、大学院生の皆さんに充実したキャンパスライフを送っていただくためのサポートをして

います。人が生きていく中には、様々なトラブルがあります。学生相談室は、困難に遭遇したときに、皆

さん自身の力がよりよく発揮できる方法を共に考えていく場でもあります。

学生相談室には、カウンセラーが常駐しており、月に一度、医師による相談を行っています。

〈主な相談内容〉

＊心身の健康に関すること ―― 落ち込みがち、疲れやすい、眠れない、孤独感、ちょっと心理テスト

をしてみたい……

＊性 格 に 関 す る こ と ―― 人前で緊張する、マイナス思考になりがち……

＊対人関係に関すること ―― 友達との関係が上手くいかない、恋愛に関する相談……

＊学 業 に 関 す る こ と ―― 履修相談、退学・休学……

＊日常生活に関すること ―― 日常生活で生じるトラブル、経済上の問題……

相 談 の 方 法

学生相談室の場所 学生サービスセンター １Ｆ

学生相談室の利用法

☆E―mail で面接予約する

rg―caun＠rakuno．ac．jp へ「面接を希望します」とメールを送ってください。

お名前、学籍番号、簡単な相談内容もご記入ください。

☆電話で面接予約をする

０１１－３８８－４１２４（相談室直通）に電話し、面接を予約してください。

☆直接、学生相談室へ

予約優先でお話をうかがっておりますので、ゆっくり相談したいという方は、予約をして来

室することをおすすめします。

相 談 受 付 時 間

月～金 ９：００～１７：００

＊土曜・日曜・祝日・学園の定めた休日はお休みです。
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Ⅶ そ の 他

１ 医療互助会

学生の相互扶助精神に基づき、「酪農学園医療互助会会則」により、本学に在学する学生の疾病・負傷・

死亡について、医療給付などを行い、健康の維持・増進を図ることを目的としています。

医療互助会の申請、給付金の受け取り（受領時は、学生証を持参）は、教育センター学生支援課が行っ

ています。

２ 自動車通学の禁止

本学では、「構内交通規制に関する規程」により、学生・大学院生による学内への車輌乗り入れを禁

止しております。

ただし、止むを得ない事情により車輌を用いて通学しなければならない場合は、本学が許可するもの

に限り、特例として所定の手続きを経て乗り入れを許可する場合があります。

窓口は、教育センター学生支援課が行っています。

３ 学生生活援護会

本会は建学の精神に則る学生生活の充実と学風の発展を計るため「学生生活援護会規程」により、学

生生活および諸活動を援護することを目的としています。

学生の体育・文化等における課外活動への奨励援助や教育研究活動のための学生教育研究災害傷害保

険や学生・こども総合保険（賠償保険）への加入を行っています。

本会の事務局は、教育センター学生支援課が行っています。

窓 口 受 付 時 間

教育センター（学生支援課）

平日 ８：３０～１７：００

教育センター（教務課）

平日 ８：３０～１７：００（証明書発行は１６：４５までとする。）

キャリアセンター（事務課）

平日 ８：３０～１７：００

医 務 室

平日 ９：００～１７：００

－８４－
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附属図書館の利用について

本学図書館は、本学構成員の研究ならびに教育に必要な図書を収集保存し、利用に供しています。利用に

あたっては「酪農学園大学附属図書館利用規程」および下記によりお願いいたします。「図書館ホームペー

ジ（http : //library-2. rakuno. ac. jp/）」

《開 館》

休館 日曜・国民の祝祭日・本学規定の休日、春、夏、冬季休業中の土曜

臨時の休館は、その都度掲示等でお知らせします。

《施設・設備》

３階 インフォメーションフロア

辞典、百科辞典、年鑑・白書などの参考図書を中心に美術書、地図、法令集などが配架されています。

新聞閲覧コーナーでは主要新聞が２ヶ月分閲覧できます。

（それ以前の新聞は別棟書庫に２年間保存されます。）

４階 図書フロア

一般図書、新書、文庫本が分野毎請求記号順に配架されています。

５階 雑誌フロア

和雑誌（５０音順）、洋雑誌（ＡＢＣ順）、卒業論文などが配架されています。

製本用具をそろえた「製本室」が利用できます。（６階カウンターで申し込みが必要です。）

６階 マルチメディアフロア

ＡＶブースではビデオテープ・ＤＶＤが鑑賞できます。

ラーニングコモンズエリアではテーブル・ソファ・ホワイトボードが４セット設置されており、複

数人でアクティブラーニングを行えます。（会話も可）

６階カウンターで申し込むことにより、グループ学習室（学習会等利用）、大判プリンタの利用が

できます。

７階 オープンＰＣフロア

パソコンを使用した自習ができます。Word・Excel などの各種ソフトの他、メール利用・インター

ネットによる情報検索もでき、各種ガイダンスも行います。なお施設内のパソコンは全て学術研究

情報の閲覧・収集のために設置されておりますので、それ以外での利用はご遠慮ください。

その他

・図書館ホームページより、電子ジャーナル・電子ブック、ＣＬＯＶＥＲ学術研究コレクション、文

献データベースが利用できます。

・無線ＬＡＮサービス

無線ＬＡＮによるＰＣの持込利用が可能な環境となっています。

・ノートＰＣ貸出サービス

本学学生を対象に自習を目的として、最長２週間ノートＰＣを貸出しています。

（利用の詳細は７ＦオープンＰＣフロアでお尋ねください。）

月 ～ 金 ８：４０～２０：００（但し、春、夏、冬季休業中は８：４０～１７：００）

土 ８：４０～１７：００（補講日、試験日などに開館）
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《館 内 閲 覧》

書架より自由に取り出して利用できます。

利用後は直接書架に戻さず、近くの返本台に戻してください。

《館 外 貸 出》

貸出手続

借り出したい図書と学生証をカウンター（３階・６階）に呈示してください。

未製本雑誌の貸出は、未製本雑誌貸出用紙に記入してください。

貸出出来ない図書

赤色ラベル貼付の禁帯出図書、卒業論文、修士論文、博士論文は館外貸出はできません。

貸出冊数と期間

冊数は、図書・雑誌・録音資料は合わせて計３０冊まで、映像資料（ビデオ等）は計５点まで貸出を受

けられます。

期間は、図書１か月、雑誌１週間、視聴覚資料（語学ＣＤ２週間・ビデオテープ１週間）、新着雑誌

（当年１月から１２月に発行）は翌日までとなっています。

返 却

期限内に資料を３階・６階カウンターへお持ちください。延滞すると返却日当日の貸出はできません。

閉館後の返却は、中央館２階玄関横の返却ポストに入れてください。

紛失、破損の場合、同一資料または相当額をもって弁償していただきます。

《相 互 利 用》

求める資料が図書館にない場合、下記の方法もありますので３階・６階カウンターにて申し込んでく

ださい。

・他の図書館から借りたり（現物借受）、一部をコピーして利用する事ができます。

・他大学図書館を訪問して利用することが可能です。但し、相手館により当館が発行する紹介状が必要

な場合もあります。

・大学図書館相互利用サービス

道内の提携大学間で実施されている制度で、学生証のみで閲覧・貸出が可能となります。（詳細は各

カウンターへ）

《文献複写（コピー）》

資料をより活用するため文献のコピーができます。（図書館所蔵の資料のみ）

３・５階にコピー機を設置しています。（カラーコピー機は５階）但し、コピーできるものは図書館

所蔵資料に限ります。コピー申込書を提出の上利用ください。また利用にはプリペイドカードが必要で

す。生協または中央館１階の自販機でお求めください。

－８６－

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／酪農学園大学　大学院要覧／本文　２０２３年度／０７９‐０８４（学生生活上の留意事項  2023.01.23 15.07.31  Page 86 



学則および諸規程等
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酪農学園大学

大学院学則

第１章 総 則

第１節 目 的
（目 的）
第１条 酪農学園大学大学院（以下「大学院」

という。）は、酪農学並びに獣医学
に関する学術の理論及び応用を教授
研究し、その深奥を究めて、文化の
進展に寄与することを目的とする。

２ 酪農学研究科は、酪農学園創立の基
本精神に基づいて、酪農学とその関
連科学領域に関する精深かつ不断の
研究を進め、その成果を広く社会に
還元することで人類の福祉と自然環
境の保全並びに産業と文化の進展に
貢献することを目的とする。
（１）酪農学専攻修士課程は、多様

化・高度化する酪農学とその関
連科学の教育と研究を通して生
命・自然を尊ぶ豊かな人間性を
はぐくみ、酪農のかかえる総合
的、循環的・エネルギー給源的
諸問題に対応し得る高等教育研
究を展開し、国際的視野にたっ
て次世代の酪農学の教育と研究
を担う人材を養成する。

（２）フードシステム専攻修士課程
は、現代社会において強く要請
される食資源・食料の生産・加
工から流通に至る安全安心確保
と、消費者ニーズの的確な評
価・判断に関する高度かつ広範
な学識を有し、豊かな消費社会
の実現のためグローバル経済か
ら地域まで視野に入れて行動で
きる高い目的意識と強固な使命
感を持った指導的役割を担える
人材を養成する。

（３）食生産利用科学専攻博士課程
は、自然環境の保全に配慮しつ
つ安全・安心な食料を質・量と
もに確保する具体的な方策と学
理について、学問分野を横断的
かつ先進的に研究することによ
り、社会の多様な方面で、高度
な専門性を全体の調和のなかで
柔軟に活かして活躍する研究
者・指導者を養成する。

（４）食品栄養科学専攻修士課程は
「食」と「人の健康」をつなぐ
各分野での深い学識と幅広い経
験を体得し、国際的視野に立ち、
高い目的意識と強い使命感を
持った指導的役割を担える人材
を養成する。同専攻博士課程は、
それぞれの専門分野における教
育・研究を通じて、酪農学園大
学ならではの利点を生かし、農
業・食品・人の健康という複数
の領域の横断的な思考により、
環境にも配慮した、人の健康向
上に貢献する高度な知識と技術
を備えた研究者・指導者を養成
する。

３ 獣医学研究科は、酪農学園創立の基
本精神に基づいて、獣医学とその関
連科学を創造的に研究・発展させ、
その成果を人類の福祉及び動物・
人・環境の調和と共存に寄与させる
ことを目的とする。
（１）獣医学専攻博士課程は、多様

化・高度化する獣医学とその関

連科学の教育と研究を通して生
命・自然を尊ぶ豊かな人間性を
はぐくみ、人類と動物の福祉及
び動物・人・環境の調和と共存
に貢献し、国際的視野にたって
次世代の獣医学の教育と研究を
担う人材を養成する。

（２）獣医保健看護学専攻修士課程
は、臨床とその基盤となる諸科
学の教育を通して、創造的かつ
実践的な動物看護師となりうる
人材並びに幅広く深い教養と専
門知識・技術及び総合的な判断
力を涵養し、健全で人間性豊か
な生命観と社会的使命感を持っ
た人材を養成する。

（課 程）
第１条の２ 修士課程は、広い視野に立って

精深な学識を授け、専攻分野におけ
る研究能力又は高度の専門性を要す
る職業等に必要な高度の能力を養う
ことを目的とする。

２ 博士課程は、専攻分野について、研
究者として自立して研究活動を行
い、又はその他の高度に専門的な業
務に従事するに必要な高度の研究能
力及びその基礎となる豊かな学識を
養うことを目的とする。

（自己点検及び評価）
第１条の３ 本学は、その教育研究水準の向

上を図り、前二条の目的及び社会的
使命を達成するため、本学における
教育研究活動等の状況について自ら
点検及び評価を行うものとする。

２ 前項の点検及び評価の項目並びにそ
の実施体制等については、別に定め
る。

第２節 組 織
（研究科及び収容定員）
第２条 大学院に、酪農学研究科及び獣医学

研究科を置く。
２ 前項の研究科の収容定員は、次のと

おりとする
酪農学研究科
酪農学専攻 修士課程
入学定員 ６名 収容定員１２名

フードシステム専攻 修士課程
入学定員 ６名 収容定員１２名

食生産利用科学専攻 博士課程
入学定員 ２名 収容定員 ６名

食品栄養科学専攻 修士課程
入学定員 ６名 収容定員１２名

食品栄養科学専攻 博士課程
入学定員 ２名 収容定員 ６名

獣医学研究科
獣医学専攻 博士課程
入学定員 ３名 収容定員１２名

獣医保健看護学専攻 修士課程
入学定員 ３名 収容定員 ６名

第３節 教員組織
（教員組織）
第３条 大学院の授業及び研究指導を担当す

る教員は、本学の教授、准教授、講
師及び助教の中からこれに充てる。

２ 前項の教員の資格については、次の
各号の一による。
（１）博士の学位を有し、研究の指導

並びに教育上の能力及び識見を
有する者

（２）研究業績を有し、前号に準ずる
と認められた者

（３）専攻分野について、特に優れた
知識及び経験を有すると認めら
れた者

第４節 運営組織
（研究科委員会）
第４条 研究科に、研究科委員会を置く。

２ 研究科委員会は、研究科長、研究科

の指導教授及び授業担当の教授を
もって構成する。

３ 研究科委員会は、次の事項に関して
審議し、学長に意見を述べるものと
する。
（１）学生の入学及び課程の修了に関

する事項
（２）学位の授与に関する事項
（３）教育研究に関する重要な事項

で、研究科委員会の意見を聴く
ことが必要なものとして学長が
定めるもの

４ 研究科委員会は、学長及び研究科長
がつかさどる教育研究に関する事項
について審議し、及び学長及び研究
科長の求めに応じ、意見を述べるこ
とができる。

５ 研究科委員会に関する規程は、別に
定める。

（大学院委員会）
第５条 大学院に、大学院委員会を置く。

２ 大学院委員会は、学長、各研究科長
及び大学院委員会に関する規程で定
める者をもって構成する。

３ 大学院委員会は、次の事項に関して
審議し、学長に意見を述べるものと
する。
（１）大学院学則その他の重要な規

則、規程の制定又は改廃に関す
る事項

（２）研究科、その他関係機関との連
絡調整に関する事項

（３）大学院の組織及び運営に関する
事項

（４）学生の入退学・賞罰等に関する
事項

（５）論文の審査、試験及び試問に関
する事項

（６）教員の資格審査に関する事項
（７）学長が必要と認めた事項

４ 大学院委員会に関する規程は、別に
定める。

第５節 学年、学期及び休業日
（学年、学期及び休業日）
第６条 学年、学期及び休業日は、酪農学園

大学学則（以下「大学学則」という。）
の規定を準用する。

第２章 大学院通則

第１節 修業年限及び在学年限
（修業年限）
第７条 酪農学研究科修士課程の標準修業年

限は、２年とする。
２ 酪農学研究科博士課程の標準修業年

限は、３年とする。
３ 獣医学研究科修士課程の標準修業年

限は、２年とする。
４ 獣医学研究科博士課程の標準修業年

限は、４年とする。
（在学年限）
第８条 学生は、修業年限の２倍を超えて在

学することができない。

第２節 入 学
（入学の時期）
第９条 入学の時期は、学年の始めとする。

ただし、特別の必要があり、かつ、
教育上支障がないと認められる場合
に限り、入学の時期を後学期の始め
とすることができる。

（修士課程の入学資格）
第１０条 修士課程に入学できる者は、次の各

号の一に該当する者とする。
（１）大学を卒業した者
（２）外国において、学校教育（日本

において、外国の大学が行う通
信教育を履修する場合も含む）
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における１６年の課程を修了した

者

（３）外国の大学等において、修業年

限が３年以上である課程を修了

することにより、学士の学位に

相当する学位を授与された者

（４）文部科学大臣が指定した専修学

校の専門課程を修了した者

（５）文部科学大臣の定めるところに

より、大学卒業と同等以上の学

力があると認められた者

（６）文部科学大臣の指定した者

（７）当該研究科において、個別の入

学資格審査により大学卒業と同

等以上の学力があると認められ

た者で、入学時までに２２歳に達

する者

（博士課程の入学資格）

第１１条 博士課程（獣医学専攻を除く）に入

学できる者は、次の各号の一に該当

する者とする。

（１）修士の学位もしくは専門職学位

を有する者

（２）外国において、修士の学位又は

専門職学位に相当する学位を授

与された者（日本において、外

国の大学が行う通信教育を履修

する場合も含む）

（３）日本において、文部科学大臣が

指定した外国大学（大学院相

当）日本校の課程を修了し、修

士又は専門職学位に相当する学

位を授与された者

（４）文部科学大臣の定めるところに

より、大学卒業と同等以上の学

力があると認められた者

（５）文部科学大臣の指定した者

（６）本研究科において、個別の入学

資格審査により、修士又は専門

職学位を有する者と同等以上の

学力があると認められた者で、

入学時までに２４歳に達する者

２ 博士課程（獣医学専攻）に入学でき

る者は、次の各号の一に該当する者

とする。

（１）修業年限６年の獣医学、医学、

歯学又は薬学を履修する課程を

卒業した者

（２）修士の学位又は専門職学位を有

する者

（３）外国において、修士の学位又は

専門職学位に相当する学位を授

与された者

（４）外国において、学校教育（日本

において、外国の大学が行う通

信教育を履修する場合も含む）

における１８年の課程を修了した

者

（５）外国の大学等において、修業年

限が５年以上である課程を修了

することにより、学士の学位に

相当する学位を授与された者

（６）文部科学大臣が指定した専修学

校の専門課程を修了した者

（７）文部科学大臣の定めるところに

より、大学卒業と同等以上の学

力があると認められた者

（８）文部科学大臣の指定した者

（９）本研究科において、個別の入学

資格審査により、大学における

修業年限６年の獣医学、医学、

歯学又は薬学を履修する課程を

卒業した者と同等以上の学力が

あると認められた者で、入学時

までに２４歳に達する者

（入学の出願）

第１２条 入学を志願する者は、入学願書に所

定の入学検定料及び別に定める書類

を添えて願い出なければならない。

（入学者の選考）

第１３条
前条に規定する入学志願者について

は、別に定めるところにより選考を

行う。

（入学手続及び入学許可）

第１４条 前条の選考の結果に基づき合格の通

知を受けた者は、指定の期日までに

所定の書類を提出するとともに、入

学金等を納付しなければならない。

ただし、酪農学園大学大学院修了お

よび酪農学園大学学群・学部卒業者

については、入学金は徴収しない。

２ 学長は、前項に定める入学手続を完

了した者に入学を許可する。

（転入学及び再入学）

第１５条 次の各号の一に該当する者で、大学

院への入学を志願する者があるとき

は、欠員のある場合に限り、選考の

上、相当年次に入学を許可すること

がある。

（１）他大学院に在学する学生

（２）大学院を退学した者

２ 前項の規定により入学を許可された

者の既に履修した授業科目及び単位

数の取扱い並びに修業年限について

は、当該研究科委員会及び大学院委

員会の議を経て、学長が決定する。

第３節 教育方法及び履修方法等

（教育方法）

第１６条 大学院の教育は、授業科目の授業及

び学位論文の作成等に対する指導

（以下「研究指導」という。）によっ

て行うものとする。

２ 各研究科における授業科目並びに単

位数は、別表による。

３ 授業科目の単位計算方法について

は、大学学則の規定を準用する。

４ 前項の規定にかかわらず、授業科目

の講義、演習、実験又は実習のうち、

二以上の方法の併用により行う場合

の単位数を計算するに当たっては、

その組み合わせに応じ、大学学則第

２２条に規定する基準を考慮して本学

が定める時間の授業をもって１単位

とすることができる。

５ 前項の授業を、文部科学大臣が別に

定めるところにより、多様なメディ

アを高度に利用して、当該授業を行

う教室等以外の場所で履修させるこ

とができる。

６ 大学院委員会が必要と認めた場合に

は、文部科学大臣が別に定めるとこ

ろにより、第１項の授業の一部を、

校舎及び附属施設以外の場所（外国

を含む）で行うことができる。

（履修方法等）

第１７条 授業科目の内容及び研究指導の内容

並びにこれらの履修方法は、各研究

科委員会の議を経て、学長が決定す

る。

（単位の授与）

第１８条 授業科目を履修し、その試験に合格

した者には、所定の単位を与える。

（修得すべき単位数）

第１９条 各研究科において修得すべき単位数

は、次のとおりとする。

（１）酪農学研究科酪農学専攻修士課

程、フードシステム専攻修士課

程及び食品栄養科学専攻修士課

程においては、３０単位以上

（２）酪農学研究科食生産利用科学専

攻博士課程においては、１１単位

以上

（３）酪農学研究科食品栄養科学専攻

博士課程においては、６単位以

上

（４）獣医学研究科獣医保健看護学専

攻修士課程においては、３０単位

以上

（５）獣医学研究科獣医学専攻博士課

程においては、３０単位以上

（他大学の大学院等における授業科目の履

修及び研究指導等）

第２０条 各研究科において教育研究上有益と

認めるときは、他大学の大学院等と

の協議に基づき、学生は他大学の大

学院において授業科目を履修するこ

とができること又は研究所等におい

て必要な研究指導を受けることがで

きる。ただし、修士課程の学生につ

いて認める場合は、当該研究指導を

受ける期間は、１年を超えないもの

とする。

２
前項の規定により履修した授業科目

について修得した単位は、当該研究

科委員会の議に基づき、１０単位を超

えない範囲で修了の要件となる単位

として認めることができる。

（教育職員免許状の授与の所要資格取得）

第２１条 高等学校教諭一種免許状授与の所要

資格を有する者で当該免許教科に係

る中学校教諭又は高等学校教諭の専

修免許状授与の所要資格を取得しよ

うとする者は、教育職員免許法及び

教育職員免許法施行規則に定める所

要の単位を修得しなければならな

い。

２ 大学院の研究科において当該所要資

格を取得できる中学校教諭又は高等

学校教諭の専修免許状の免許教科の

種類は、次のとおりとする。

酪農学研究科

酪農学専攻 修士課程

中学校教諭専修免許状

理科、社会

高等学校教諭専修免許状

理科、農業、公民

フードシステム専攻 修士課程

中学校教諭専修免許状

社会

高等学校教諭専修免許

公民

食品栄養科学専攻 修士課程

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科、農業

（成 績）

第２２条 授業科目の試験の成績は、百点法を

もってし、６０点以上を合格とする。

その成績は、優・良・可・不可の４

種の評語をもって表し、不可を不合

格とする。

第４節 休学、復学、転学、留学、退学及

び除籍

（休学、復学、転学、留学、退学及び除籍）

第２３条 休学、復学、転学、留学、退学及び

除籍は、大学学則を準用するほか、

必要な事項は各研究科において別に

定める。

２ 第２０条の規定は、外国の大学の大学

院に留学する場合に準用する。

第５節 課程の修了要件及び学位

（修 了）

第２４条 第７条に規定する修業年限（第１５条

第１項の規定により入学した者につ

いては、同条第２項により定められ

た在学すべき年数）以上在学し、第

１６条及び第１９条に定める授業科目及

び単位数を修得し、かつ、必要な研

究指導を受けた上、学位論文（修士

課程にあっては、その目的に応じ修

士論文又は特定の課題についての研

究の成果）の審査及び最終試験に合

格した者については、大学院委員会

の議を経て学長が修了を認定する。

２ 第７条第１項及び第３項に規定する

標準修業年限については、優れた研

究業績を上げた者については、大学

院に１年以上在学すれば足りるもの

とする。

学
則
お
よ
び

諸

規

程

等
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３ 第７条第２項に規定する標準修業年

限については、優れた研究業績を上

げた者については、大学院に２年以

上在学すれば足りるものとする。

４ 第７条第４項に規定する標準修業年

限については、優れた研究業績を上

げた者については、大学院に３年以

上在学すれば足りるものとする。

（学位論文の審査）

第２５条 学位論文の審査については、各研究

科において別に定める。

２ 研究科は、必要があるときには、学

位論文の審査について他大学の大学

院等の教員等の協力を求めることが

できる。

（最終試験）

第２６条 最終試験は、所定の単位を修得し、

かつ、学位論文の審査に合格した者

について行う。

２ 最終試験について必要な事項は、各

研究科において別に定める。

（学位の授与）

第２７条 第２４条の規定により修了した者に

は、次の区分に従い学位を授与する。

酪農学研究科

酪農学専攻 修士課程

修士（農学）の学位

フードシステム専攻 修士課程

修士（農学）の学位

食生産利用科学専攻 博士課程

博士（農学）の学位

食品栄養科学専攻 修士課程

修士（食品栄養科学）の学位

食品栄養科学専攻 博士課程

博士（食品栄養科学）の学位

獣医学研究科

獣医学専攻 博士課程

博士（獣医学）の学位

獣医保健看護学専攻 修士課程

修士（獣医保健看護学）の学位

２ 学位の授与に関する事項は、酪農学

園大学学位規程（以下「学位規程」

という。）の定めるところによる。

第６節 賞 罰

（賞罰）

第２８条 賞罰については、大学学則の規定を

準用する。

第７節 委託生、科目等履修生、特別科目

等履修生、研究生及び外国人留学

生

（委託生、科目等履修生、特別科目等履修

生、研究生及び外国人留学生）

第２９条 各研究科に委託生、科目等履修生、

特別科目等履修生、研究生及び外国

人留学生を入学させることができ

る。

２ 前項の学生には、大学学則の規定を

準用するほか、必要な事項は研究科

において別に定める。

第８節 授業料等

（入学検定料、入学金及び授業料等）

第３０条 入学検定料、入学金及び授業料等の

額は、次のとおりとする。

酪農学研究科

酪農学専攻 修士課程

入学検定料 ３０，０００円

入 学 金 １４０，０００円

授 業 料 ５９５，０００円

実験実習料 １１０，０００円

フードシステム専攻 修士課程

入学検定料 ３０，０００円

入 学 金 １４０，０００円

授 業 料 ５９５，０００円

実験実習料 １１０，０００円

食生産利用科学専攻 博士課程

入学検定料 ３０，０００円

入 学 金 １４０，０００円

授業料（１～２年次）５９５，０００円

（３ 年 次）５２０，０００円

実験実習料 １２０，０００円

食品栄養科学専攻 修士課程

入学検定料 ３０，０００円

入 学 金 １４０，０００円

授 業 料 ５９５，０００円

実験実習料 １１０，０００円

食品栄養科学専攻 博士課程

入学検定料 ３０，０００円

入 学 金 １４０，０００円

授業料（１～２年次）５９５，０００円

（３ 年 次）５２０，０００円

実験実習料 １２０，０００円

獣医学研究科

獣医学専攻 博士課程

入学検定料 ３０，０００円

入 学 金 １４０，０００円

授業料（１～２年次）５９５，０００円

（３～４年次）５２０，０００円

実験実習料 １２０，０００円

獣医保健看護学専攻 修士課程

入学検定料 ３０，０００円

入 学 金 １４０，０００円

授 業 料 ５９５，０００円

実験実習料 １１０，０００円

２ 前項に定める授業料等は毎年度納付

するものとする。ただし、入学検定

料は入学出願時に、入学金は入学手

続き時に納付するものとする。

（その他の費用）

第３１条 その他学生の負担すべき額は、別に

定める。

（授業料等の納付）

第３２条 授業料等は、年額を２期に分けて、

毎学期開始後２週間以内に納付しな

ければならない。

（納付した入学検定料、入学金及び授業料

等の返付）

第３３条 納付した入学検定料、入学金及び授

業料等は、原則として返付しない。

ただし、特段の事情がある場合の返

付については、別に定める。

第９節 雑 則

（雑 則）

第３４条 大学院に関し必要な事項は、この学

則のほか学位規程及び研究科規程に

定める。

２ この学則により大学学則を準用する

場合は、「教授会」を「研究科委員

会」又は「大学院委員会」と読み替

えるものとする。

第１０節 改 廃

（改 廃）

第３５条 この学則の改廃は、理事会が決定す

る。

附 則

この学則は、昭和５０年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和５３年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和５６年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和５７年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和６３年４月１日から施行

する。

附 則

１ この学則は、平成元年４月１日から

施行する。

２ 昭和６３年度以前の入学者について

は、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成２年４月１日から

施行する。

２ 平成元年度以前の入学者について

は、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成３年４月１日から

施行する。

２ 平成２年度以前の入学者について

は、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成３年１２月１２日から

施行し、平成３年７月１日から適用す

る。

ただし、学則第３１条の規定による授

業料の額は、平成４年４月１日から適

用する。

２ 学則第１７条第２項の規定は、平成４

年度入学者から適用し、平成３年度以

前の入学者については、なお従前の学

則による。

附 則

この学則は、平成５年４月１日から施行

する。

附 則

１ この学則は、平成６年４月１日から

施行する。

２ 学則第１７条第２項の規定は、平成６

年度入学者から適用し、平成５年度以

前の入学者については、なお従前の学

則による。

附 則

１ この学則は、平成７年４月１日から

施行する。

２ 学則第１７条第２項の規定は、平成７

年度入学者から適用し、平成６年度以

前の入学者については、なお従前の学

則による。

附 則

この学則は、平成８年４月１日から施行

する。

附 則

１ この学則は、平成９年４月１日から

施行する。

２ 学則第１７条第２項及び第２２条第２項

の規定は、平成９年度入学者から適用

し、平成８年度以前の入学者について

は、なお従前の学則による。

附 則

この学則は、平成１０年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、平成１１年４月１日から施行

する。

附 則

１ この学則は、平成１２年４月１日から

施行する。

２ 学則第１７条第２項（別表）及び第２２

条第２項の規定は、平成１２年度入学者

から適用し、平成１１年度以前の入学者

については、なお従前の学則による。

附 則

この学則は、平成１３年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、平成１４年４月１日から施行

する。

附 則

１ この学則は、平成１５年４月１日から

施行する。

２ 学則第１７条第２項（別表）の規定は、

平成１５年度入学者から適用し、平成１４

年度以前の入学者については、なお従

前の学則による。

附 則

１
この学則は、平成１８年４月１日から

施行する。

２ 学則第１７条第２項（別表）、第２２条

第２項及び第３１条の規定は、平成１８年

度入学者から適用し、平成１７年度以前

の入学者については、なお従前の学則

による。

附 則

この学則は、平成１９年４月１日から施行

する。
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附 則

１ この学則は、２００９（平成２１）年４月１日から施行する。

２ 学則第１７条第２項（別表）の規定は、２００９（平成２１）年度入

学者から適用し、２００８（平成２０）年度以前の入学者については、

なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、２０１０（平成２２）年４月１日から施行する。

２ 学則第１７条第２項（別表）の規定は、２０１０（平成２２）年度入

学者から適用し、２００９（平成２１）年度以前の入学者については、

なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、２０１１（平成２３）年４月１日から施行する。

２ 学則第１７条第２項（別表）の規定は、２０１１（平成２３）年度入

学者から適用し、２０１０（平成２２）年度以前の入学者については、

なお従前の学則による。ただし、第１７条の規定については、２０１０

（平成２２）年度以前の入学者にも適用する。

附 則

この学則は、２０１４（平成２６）年４月１日から施行する。

附 則

この学則は、２０１５（平成２７）年４月１日から施行する。

附 則

この学則は、２０１７（平成２９）年４月１日から施行する。

附 則

この学則は、２０１９（平成３１）年４月１日から施行する。

附 則

この学則は、２０２０年４月１日から施行する。

附 則

この学則は、２０２３年４月１日から施行する。

別表 酪農学研究科酪農学専攻（修士課程）

専 門 教 育 科 目

授 業 科 目

必 修

単位数

選 択

単位数

単位数

合 計

作 物 生 産 科 学

土 壌 植 物 栄 養 学 特 論 ２ ２

土壌植 物 栄 養 学 特 別 演 習 ２ ２

土壌植 物 栄 養 学 特 別 実 験 １ １

病 理 ・ 害 虫 学 特 論 ２ ２

病 理 ・ 害 虫 学 特 別 演 習 ２ ２

病 理 ・ 害 虫 学 特 別 実 験 １ １

飼 料 作 物 学 特 論 ２ ２

飼 料 作 物 学 特 別 演 習 ２ ２

飼 料 作 物 学 特 別 実 験 １ １

植 物 遺 伝 学 特 論 ２ ２

植 物 遺 伝 学 特 別 演 習 ２ ２

植 物 遺 伝 学 特 別 実 験 １ １

酪 農 機 械 学 特 論 ２ ２

酪 農 機 械 学 特 別 演 習 ２ ２

酪 農 機 械 学 特 別 実 験 １ １

家 畜 生 産 科 学

家 畜 繁 殖 学 特 論 ２ ２

家 畜 繁 殖 学 特 別 演 習 ２ ２

家 畜 繁 殖 学 特 別 実 験 １ １

遺 伝 ・ 育 種 学 特 論 ２ ２

遺 伝 ・ 育 種 学 特 別 演 習 ２ ２

遺 伝 ・ 育 種 学 特 別 実 験 １ １

家 畜 栄 養 学 特 論 ２ ２

家 畜 栄 養 学 特 別 演 習 ２ ２

家 畜 栄 養 学 特 別 実 験 １ １

家 畜 管 理 学 特 論 ２ ２

家 畜 管 理 学 特 別 演 習 ２ ２

家 畜 管 理 学 特 別 実 験 １ １

酪 農 生 物 化 学 特 論 ２ ２

酪 農 生 物 化 学 特 別 演 習 ２ ２

酪 農 生 物 化 学 特 別 実 験 １ １

酪 農 情 報 学

酪 農 経 営 情 報 学 特 論 ２ ２

酪農経 営 情 報 学 特 別 演 習 ２ ２

農 業 経 営 学 特 論 ２ ２

農 業 経 営 学 特 別 演 習 ２ ２

酪 農 政 策 学 特 論 ２ ２

酪 農 政 策 学 特 別 演 習 ２ ２

農 業 市 場 学 特 論 ２ ２

農 業 市 場 学 特 別 演 習 ２ ２

環 境 共 生 学

野 生 動 物 学 特 論 ２ ２

野 生 動 物 学 特 別 演 習 ２ ２

野生動物学特別実験・実習 １ １

国 際 環 境 情 報 学 特 論 ２ ２

国際環 境 情 報 学 特 別 演 習 ２ ２

国際環境情報学特別実験・実習 １ １

地 球 環 境 保 全 学 特 論 ２ ２

地球環 境 保 全 学 特 別 演 習 ２ ２

地球環境保全学特別実験・実習 １ １

（環境共生学共通科目）

環 境 共 生 学 特 論 Ⅰ ２ ２

環 境 共 生 学 特 論 Ⅱ ２ ２

特 別 研 究 １０ １０

論 文

計 １０ ８５ ９５

備

考

履修基準

修士課程の修了に必要な単位数は、３０単位以上とする。

� 必修科目

大講座学科目の授業科目 ８単位

特別研究 １０単位

論 文

� 選択科目

必修科目以外の授業科目１２単位以上。ただし、演

習・実験はその特論と合わせて履修すること。

学
則
お
よ
び

諸

規

程

等

－９１－
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別表 酪農学研究科フードシステム専攻（修士課程） 別表 酪農学研究科食品栄養科学専攻（修士課程）

専 門 教 育 科 目

授 業 科 目 必 修
単位数

選 択
単位数

単位数
合 計

加 工 特 性 分 野
食 品 加 工 特 性 学 特 論 ２ ２
食 品 物 性 学 特 論 ２ ２
食 品 加 工 特 性 学 演 習 ２ ２
食 品 物 性 学 演 習 ２ ２
食品加 工 特 性 学 特 別 実 験 ２ ２

栄 養 機 能 分 野
食 品 栄 養 機 能 化 学 特 論 ２ ２
食 品 機 能 生 化 学 特 論 ２ ２
食 品 栄 養 機 能 化 学 演 習 ２ ２
食 品 機 能 生 化 学 演 習 ２ ２
食品栄養機能化学特別実験 ２ ２

健 康 栄 養 分 野
健 康 栄 養 学 特 論 ２ ２
臨 床 栄 養 学 特 論 ２ ２
健 康 栄 養 学 演 習 ２ ２
臨 床 栄 養 学 演 習 ２ ２
健康・臨床栄養学特別実験 ２ ２

食 環 境 管 理 分 野
食 品 微 生 物 管 理 学 特 論 ２ ２
食 品 環 境 汚 染 学 特 論 ２ ２
食 品 微 生 物 管 理 学 演 習 ２ ２
食 品 環 境 汚 染 学 演 習 ２ ２
食品環 境 管 理 学 特 別 実 験 ２ ２

共 通 分 野
総 合 研 究 ４ ４
特 別 研 究 １０ １０
論 文

計 １４ ４０ ５４

備

考

履修基準
修士課程の修了に必要な単位数は、３０単位以上とする。
� 必修科目

所属する分野の授業科目 １０単位
総合研究 ４単位
特別研究 １０単位
論 文

� 選択科目
必修科目以外の授業科目６単位以上。ただし、演
習、実験はその特論と合わせて履修すること。

専 門 教 育 科 目

授 業 科 目 必 修
単位数

選 択
単位数

単位数
合 計

食資源利用システム
農 ・ 畜 産 食 品 学 特 論 ２ ２
農・畜 産 食 品 学 特 別 演 習 ２ ２
農・畜 産 食 品 学 特 別 実 験 ２ ２
農・畜 産 食 品 学 総 合 研 究 ４ ４
農・畜 産 食 品 学 特 別 研 究 １０ １０

食 料 政 策 シ ス テ ム
食 料 政 策 論 特 論 ２ ２
食 料 政 策 論 特 別 演 習 ２ ２
食 料 政 策 論 特 別 調 査 ２ ２
食 料 政 策 論 総 合 研 究 ４ ４
食 料 政 策 論 特 別 研 究 １０ １０
食 品 流 通 論 特 論 ２ ２
食 品 流 通 論 特 別 演 習 ２ ２
食 品 流 通 論 特 別 調 査 ２ ２
食 品 流 通 論 総 合 研 究 ４ ４
食 品 流 通 論 特 別 研 究 １０ １０

経 営 管 理 シ ス テ ム
経 営 管 理 論 特 論 ２ ２
経 営 管 理 論 特 別 演 習 ２ ２
経 営 管 理 論 特 別 調 査 ２ ２
経 営 管 理 論 総 合 研 究 ４ ４
経 営 管 理 論 特 別 研 究 １０ １０
食品情 報 シ ス テ ム 論 特 論 ２ ２
食品情報システム論特別演習 ２ ２
食品情報システム論特別調査 ２ ２
食品情報システム論総合研究 ４ ４
食品情報システム論特別研究 １０ １０
論 文

計 １００ １００

備

考

履修基準
修士課程の修了に必要な単位数は、３０単位以上とする。
� 必修科目

所属する講座の授業科目 ２０単位
論 文

� 選択科目
必修科目以外の総合研究および特別研究を除く授
業科目１０単位以上。ただし、演習、実験・調査は
その特論と合わせて履修すること。
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別表 酪農学研究科食生産利用科学専攻（博士課程）

別表 酪農学研究科食品栄養科学専攻（博士課程）

別表 獣医学研究科獣医学専攻（博士課程）

別表 獣医学研究科獣医保健看護学専攻（修士課程）

専 門 教 育 科 目

授 業 科 目 必 修
単位数

選 択
単位数

単位数
合 計

専

門

分

野

基 礎 獣 医 学 演 習 Ⅰ ４ ４
基 礎 獣 医 学 演 習 Ⅱ ４ ４
基 礎 獣 医 学 演 習 Ⅲ ４ ４
基 礎 獣 医 学 研 究 実 験 １２ １２
臨 床 獣 医 学 演 習 Ⅰ ４ ４
臨 床 獣 医 学 演 習 Ⅱ ４ ４
臨 床 獣 医 学 演 習 Ⅲ ４ ４
臨 床 獣 医 学 研 究 実 験 １２ １２
応 用 獣 医 学 演 習 Ⅰ ４ ４
応 用 獣 医 学 演 習 Ⅱ ４ ４
応 用 獣 医 学 演 習 Ⅲ ４ ４
応 用 獣 医 学 研 究 実 験 １２ １２

形 態 機 能 学 特 殊 講 義 ２ ２
臨 床 獣 医 学 特 殊 講 義 ２ ２
応 用 獣 医 学 特 殊 講 義 ２ ２
予 防 獣 医 学 特 殊 講 義 ２ ２
国 際 獣 医 情 報 学 特 殊 講 義 ２ ２

計 ８２ ８２

備

考

履修基準
専門分野は、１分野の授業科目２４単位を必修とする。
特殊講義より３科目６単位以上修得すること。

専 門 教 育 科 目

授 業 科 目 必 修
単位数

選 択
単位数

単位数
合 計

基礎・応用獣医保健看護学
動 物 形 態 ・ 機 能 学 特 論 ２ ２
動 物 感 染 病 学 特 論 ２ ２
動 物 病 理 学 特 論 ２ ２
基礎・応用獣医保健看護学特論 ２ ２
公 衆 衛 生 学 特 論 ２ ２
動 物 栄 養 学 特 論 ２ ２
基礎・応用獣医保健看護学演習Ⅰ ２ ２
基礎・応用獣医保健看護学演習Ⅱ ２ ２
基礎・応用獣医保健看護学特別研究 １０ １０

臨床獣医保健看護学
生 産 動 物 医 療 学 特 論 ２ ２
動 物 衛 生 学 特 論 ２ ２
伴 侶 動 物 医 療 学 特 論 ２ ２
動 物 行 動 学 特 論 ２ ２
動 物 看 護 学 特 論 ２ ２
動 物 理 学 療 法 学 特 論 ２ ２
臨床獣 医 保 健 看 護 学 特 論 ２ ２
臨床獣医保健看護学演習Ⅰ ２ ２
臨床獣医保健看護学演習Ⅱ ２ ２
臨床獣医保健看護学特別研究 １０ １０

共 通
生 命 倫 理 と 研 究 倫 理 ２ ２
論 文

計 ２ ５４ ５６

備

考

履修基準
修士課程の修了に必要な単位数は、３０単位以上とする。
� 必修科目

指導教員の担当する特論 ２単位
所属分野の演習 ４単位
所属分野の特別研究 １０単位
生命倫理と研究倫理 ２単位
論 文

� 選択科目
演習及び特別研究を除く、その他の科目から１２単
位以上

専 門 教 育 科 目

授 業 科 目 必 修
単位数

選 択
単位数

単位数
合 計

植 物 資 源 生 産 学 Ⅰ ２ ２
植 物 資 源 生 産 学 Ⅱ ２ ２
動 物 資 源 生 産 学 Ⅰ ２ ２
動 物 資 源 生 産 学 Ⅱ ２ ２
食 資 源 開 発 利 用 学 Ⅰ ２ ２
食 資 源 開 発 利 用 学 Ⅱ ２ ２
応 用 食 品 化 学 Ⅰ ２ ２
応 用 食 品 化 学 Ⅱ ２ ２
微 生 物 利 用 学 Ⅰ ２ ２
微 生 物 利 用 学 Ⅱ ２ ２
農 業 経 営 政 策 学 Ⅰ ２ ２
農 業 経 営 政 策 学 Ⅱ ２ ２
食 料 経 済 学 Ⅰ ２ ２
食 料 経 済 学 Ⅱ ２ ２
食生産利用科学総合演習Ⅰ １ １
食生産利用科学総合演習Ⅱ １ １
食生産利用科学総合演習Ⅲ １ １
特 別 研 究 ４ ４

計 ７ ２８ ３５

備

考

履修基準
博士課程の修了に必要な単位数は、必修科目以外に１

分野の授業科目４単位を修得し、１１単位以上とする。

専 門 教 育 科 目

授 業 科 目 必 修
単位数

選 択
単位数

単位数
合 計

加 工 特 性 分 野
食品加 工 特 性 学 特 別 講 義 １ １
食 品 物 性 学 特 別 講 義 １ １
食品加工・物性特性学演習 １ １

栄 養 機 能 分 野
食品栄養機能化学特別講義 １ １
食品機 能 生 化 学 特 別 講 義 １ １
食品栄養機能・生化学演習 １ １

健 康 栄 養 分 野
健 康 栄 養 学 特 別 講 義 １ １
臨 床 栄 養 学 特 別 講 義 １ １
健 康 ・ 臨 床 栄 養 学 演 習 １ １

食 環 境 管 理 分 野
食品微生物管理学特別講義 １ １
食品環 境 汚 染 学 特 別 講 義 １ １
食 品 環 境 汚 染 学 演 習 １ １
論 文

計 １２ １２

備

考

履修基準
博士課程の修了に必要な単位数は、６単位以上とする。
� 必修科目

所属する分野の授業科目 ３単位
論 文

� 選択科目
他の分野の特別講義から３単位以上

学
則
お
よ
び

諸

規

程

等
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酪農学園大学

学則

第１章 総 則

第１節 目的及び名称
（目的及び名称）
第１条 酪農学園大学（以下「本学」という。）

は、キリスト教の精神によって人間
教育を行い、酪農の科学と実際並び
に高度の学術を教育・研究し、もっ
て神を愛し、人を愛し、土を愛する
三愛の精神に徹する有為な社会人及
び指導者を養成することを目的とす
る。

２ 農食環境学群は、酪農学園創立の基
本精神に基づき，生物資源の循環・
再生、食料の生産・加工及び流通・
消費並びに食と健康、さらに農業を
含めた環境に関する専門分野におい
て、それらが有機的に関連するよう
体系づけられた学群であり、農学と
その関連科学の教育・研究により
フードシステムの持続的発展と自然
環境の保全並びに農食文化の進展に
貢献することを目的とする。
（１）循環農学類は、農業を基礎科学

的かつ実践的に探究し、社会に
おける農業の意義を正しく理解
し、安全な食料の持続的供給を
可能とする資源循環型農業を実
現するための幅広い知識と技術
を修得した人材を養成する。

（２）食と健康学類は、本学の基本理
念である実学教育を通して、食
の生産、加工・製造、流通なら
びに健康に関する幅広い知識と
技術を修得するとともに、食と
健康に関する総合的な判断力を
培い、社会に貢献できる人材を
養成する。

（３）環境共生学類は、環境に関する
基礎科学の学びと実践的な学び
を通して、現象を客観的に解析
する技術や知識を修得するとと
もに、問題解決に向けた総合的
な判断力を培い、自然と人が調
和・共生する社会の形成に貢献
できる人材を養成する。

３ 獣医学群は酪農学園創立の基本精神
に基づき、獣医学、獣医保健看護学
とその関連科学の総合的な教育・研
究により、生命・自然を尊ぶ豊かな
人間性を育み、人類と動物の福祉及
び動物・人・環境の調和と共存に具
体的に貢献するための学群であり、
専門知識・技術及び総合的な判断力
を有する人材を養成し、国際的視野
に立って動物と人の健康保持と食料
の安定供給及び環境保全に寄与する
ことを目的とする。
（１）獣医学類は、獣医学及びその関

連分野における高度な知識と技
術を修得し、実践的な産業動物、
伴侶動物、公衆衛生関連獣医師
を育成し、わが国の獣医療や食
の安全及び動物の福祉ならびに
生命科学における先端的研究を
推進できる人材を養成する。

（２）獣医保健看護学類は、獣医学に
関する基礎知識と動物看護学に
関する専門知識を修得させ、動
物栄養、動物行動及び動物理学
療法に関する高度な教育を行
い、幅広い獣医保健看護領域の

業務を担える人材を養成する。
（自己点検及び評価）
第１条の２ 本学は、その教育研究水準の向

上を図り、前条の目的及び社会的使
命を達成するため、本学における教
育研究活動等の状況について自ら点
検及び評価を行うものとする。

２ 前項の点検及び評価の項目並びにそ
の実施体制等については、別に定め
る。

第２節 組 織
（学群、学系及び収容定員）
第２条 本学に、学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）第８５条に定める組織として
学群を置く。又、教育研究上の必要
に応じて学系を組織する。

２ 前項の学群は、教育上の目的及び機
能に応じて組織するものとし、学群
には教育上の目的及び機能に応じ
て、学類を置く。その種類及び定員
は、次のとおりとする。
農食環境学群
循環農学類 入学定員２４０名

収容定員９６０名
食と健康学類 入学定員１６０名

収容定員６４０名
〔内、管理栄養士コース

入学定員４０名
収容定員１６０名〕

環境共生学類 入学定員１２０名
収容定員４８０名

獣医学群
獣医学類 入学定員１２０名

収容定員７２０名
獣医保健看護学類

入学定員６０名
収容定員２４０名

３ 学群に関する規則は、別に定める。
４ 第１項の学系は、研究上の目的に応

じ、かつ、研究成果を教育展開に有
機的に融合させるため必要に応じて
組織するものとし、その種類、その
他必要な事項は別に定める。

（大 学 院）
第３条 本学に、大学院を置く。

２ 前項の大学院に置く研究科は、酪農
学研究科及び獣医学研究科とする。

３ 大学院に関する規則は、別に定める。
（附属教育研究施設）
第４条 本学に、附属図書館、フィールド教

育研究センター、附属家畜病院及び
その他の教育研究施設を置く。

（教育センター）
第４条の２ 第１条に定める教育目的に基づ

く教育計画の企画・立案をし、授業
内容及び方法の改善を図るための組
織的な研修等、教育運営全般を統括
するため、学長のもとに教育セン
ターを置く。

２ 教育センターに関する規程は別に定
める。

（事務組織）
第５条 本学の事務を処理するため、必要に

応じ事務組織を置く。
２ 事務組織に関する規程は、別に定め

る。

第３節 職員組織
（職員組織）
第６条 本学に、学長、教授、准教授、助教、

助手及び事務職員を置く。
２ 前項に規定するもののほか、副学長、

学群長、講師、技術職員その他必要
な職員を置くことができる。

第４節 教授会及び評議会
（教 授 会）
第７条 本学の学群に教授会を置く。

２ 教授会は、学群常勤の教授、准教授、
講師及び助教をもって構成する。

３ 教授会は、学長が次に掲げる事項に
ついて決定を行うにあたり審議し、
学長に意見を述べるものとする。
（１）学生の入学、卒業及び課程の修

了に関する事項
（２）学位の授与に関する事項
（３）教育研究に関する重要な事項

で、教授会の意見を聴くことが
必要なものとして学長が定める
もの

４ 教授会は、学長及び学群長がつかさ
どる教育研究に関する事項について
審議し、及び学長及び学群長の求め
に応じ、意見を述べることができる。

５ 教授会に関する規程は、別に定める。
（評 議 会）
第８条 本学に評議会を置く。

２ 評議会は、学長、学群長、大学院研
究科長、学類長及び教育職にある役
職者をもって構成する。

３ 評議会は、学長が次に掲げる事項に
ついて決定を行うにあたり審議し、
学長に意見を述べるものとする。
（１）学群、学類の設置、廃止又は変

更に関する事項
（２）学則その他の重要な規則、規程

の制定又は改廃に関する事項
（３）教育・研究・事業計画等に関す

る事項
（４）教員の資格審査に関する事項
（５）教学の基本方針及び学群教育の

調整に関する事項
（６）全学的機関及び学群間の調整に

関する事項
（７）学生の厚生補導又は賞罰の基準

及びその運用等に関する事項
（８）学長が必要と認めた事項

４ 評議会に関する規程は、別に定める。

第５節 学年、学期、授業期間及び休業日
（学 年）
第９条 学年は、４月１日に始まり、翌年３

月３１日に終わる。
（学 期）
第１０条 学年は、次の２学期に分ける。

前学期 ４月１日から９月３０日まで
後学期 １０月１日から翌年３月３１日

まで
２ 学長が必要と認めたときは、前項の

学期期間を変更することができる。
（授業期間）
第１１条 １年間の授業を行う期間は、定期試

験その他学校行事を含め、３５週にわ
たることを原則とする。

（休 業 日）
第１２条 休業日は、次のとおりとする。

（１）日曜日
（２）国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する
休日

（３）本学の開学記念日 ７月１１日
（４）春季休業３月１日から４月１０日

まで
（５）夏季休業８月７日から９月６日

まで
（６）冬季休業１２月２１日から翌年１月

１４日まで
２ 必要がある場合は、学長は、前項の

休業日を臨時に変更することができ
る。

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、
臨時の休業日を定めることができ
る。

４ 学長は、休業日に授業を課すことが
できる。

第２章 学群通則

第１節 修業年限及び在学年限

－９４－

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／酪農学園大学　大学院要覧／本文　２０２３年度／０８７‐１１２（学則および諸規程等　Ｂ  2023.03.17 15.59.53  Page 94 



（修業年限）

第１３条 学群の修業年限は、４年とする。た

だし、獣医学群獣医学類の修業年限

は、６年とする。

（在学年限）

第１４条 学生は、修業年限の２倍を超えて在

学することができない。なお、第２０

条第１項の規定により入学した学生

は、同条第２項により定められた修

業年限の２倍を超えて在学すること

ができない。

２ 獣医学群においては、同一学年の在

学年数を３年以内とし、３年を超え

て同一学年に在学することができな

い。

第２節 入 学

（入学の時期）

第１５条 入学の時期は、学年の始めとする。

但し、教育上支障がないときは、後

学期の始めとすることができる。

（入学資格）

第１６条 本学に入学することのできる者は、

次の各号の一に該当する者とする。

（１）高等学校又は中等教育学校を卒

業した者

（２）通常の課程による１２年の学校教

育を修了した者又は文部科学大

臣の定めるところにより、これ

と同等以上の学力があると認め

られた者

（３）外国において、学校教育におけ

る１２年の課程を修了した者又は

これに準ずる者で文部科学大臣

の指定した者

（４）文部科学大臣が高等学校の課程

と同等の課程を有するものとし

て認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者

（５）専修学校の高等課程（修業年限

が３年以上であることその他の

文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。）で文部科学

大臣が別に指定したものを文部

科学大臣が定める日以後に修了

した者

（６）文部科学大臣の指定した者

（７）高等学校卒業程度認定試験規則

（平成１７年文部科学省令第１

号）により文部科学大臣の行う

高等学校卒業程度認定試験に合

格し、１８歳に達した者（同規則

附則第２条の規定による廃止前

の大学入学資格検定規程（昭和

２６年文部省令第１３号）による大

学入学資格検定に合格した者を

含む。）

（８）本学において個別の入学資格審

査により、高等学校を卒業した

者と同等以上の学力があると認

めた者で、１８歳に達した者

（入学の出願）

第１７条 本学への入学を志願する者は、入学

願書に所定の入学検定料及び別に定

める書類を添えて願い出なければな

らない。

（入学者の選考）

第１８条 前条に規定する入学志願者について

は、別に定めるところにより選考を

行う。

（入学手続及び入学許可）

第１９条 前条の選考の結果に基づき合格の通

知を受けた者は、指定の期日までに

所定の書類を提出するとともに、入

学金等を納付しなければならない。

２ 学長は、前項に定める入学手続を完

了した者に入学を許可する。

（編入学、転入学及び再入学）

第２０条 本学に他大学等から編入学、転入学

を志願する者、又は本学を正当な理

由で退学あるいは授業料等の未納に

より除籍となった者で成業の見込み

があり再入学を志願する者があると

きは、欠員のある場合に限り、選考

の上、相当年次に入学を許可するこ

とがある。

２
前項の規定により入学を許可された

者の既に履修した授業科目及び単位

数の取扱い並びに修業年限について

は、教授会の議を経て、学長が決定

する。

３ 編入学、転入学及び再入学に関する

規程は、別に定める。

第３節 教育課程及び履修方法等

（教育課程の編成）

第２１条 本学の教育課程は、別表第１－１、

別表第１－２－１、別表第１－２－

２、別表第１－３、別表第１－４、

別表第１－５のとおりとする。

（授業の方法）

第２１条の２ 授業は、講義、演習、実験、実

習若しくは実技のいずれかにより又

はこれらの併用により行うものとす

る。

２ 前項の授業を、文部科学大臣が別に

定めるところにより、多様なメディ

アを高度に利用して、当該授業を行

う教室等以外の場所で履修させるこ

とができる。

３ 前項の授業の方法により修得する単

位数は６０単位を超えないものとす

る。

４ 学長が必要と認めた場合には、文部

科学大臣が別に定めるところによ

り、第１項の授業の一部を、校舎及

び附属施設以外の場所（外国を含

む）で行うことができる。

（単位計算方法）

第２２条 各授業科目の単位数は、１単位の授

業科目を４５時間の学修を必要とする

内容をもって構成することを標準と

し、授業の方法に応じ、当該授業に

よる教育効果、授業時間外に必要な

学修等を考慮して、次の基準により

計算するものとする。

（１）講義及び演習については、１５時

間又は３０時間の授業をもって１

単位とする

（２）実験、実習及び体育実技につい

ては、３０時間又は４５時間の授業

をもって１単位とする

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、

卒業研究等の学修の成果を評価して

単位を授与することが適当と認めら

れる授業科目については、これらに

必要な学修等を考慮して、単位数を

定めることができる。

（単位の授与）

第２３条 授業科目を履修し、その試験に合格

した者には、所定の単位を与える。

（卒業に要する修得単位数）

第２４条 本学を卒業するためには、別表第２

に定めるところにより、単位を修得

しなければならない。

（他学群他学類の授業の履修）

第２５条 学生は、他学群又は同一学群の他学

類に配当された授業科目を履修し、

単位を修得することができる。

２ 前項で修得した他学群他学類の単位

は、卒業必要単位数に算入すること

ができる。

３ 他学群他学類の授業科目の履修に関

する規程は、別に定める。

（他の大学又は短期大学における授業科目

の履修等）

第２６条 本学において教育上有益と認めると

きは、他の大学又は短期大学との協

議に基づき、学生に当該他の大学又

は短期大学の授業科目を履修させる

ことができる。

２ 前項の規定により履修した授業科目

について修得した単位は６０単位を超

えない範囲で卒業の要件となる単位

として認めることができる。

３ 前二項の規定は、外国の大学又は短

期大学に留学する場合に準用する。

この場合は、本学において修得した

ものとみなすことのできる単位数

は、前項及び次条の２第２項並びに

第２６条の３第３項の単位数と合わせ

て６０単位を超えないものとする。

４ 他の大学等の授業科目の履修に関す

る規程は、別に定める。

（大学以外の教育施設等における学修）

第２６条の２ 本学において教育上有益と認め

るときは、学生が行う短期大学又は

高等専門学校の専攻科における学修

その他文部科学大臣が別に定める学

修を、本学における授業科目の履修

とみなし、本学の定めるところによ

り単位を与えることができる。

２
前項により与えることができる単位

数は、前条第２項及び次条の３第３

項により本学において修得したもの

とみなす単位数と合わせて６０単位を

超えないものとする。

（入学前の既修得単位等の認定）

第２６条の３ 本学において教育上有益と認め

るときは、学生が本学に入学する前

に大学又は短期大学において履修し

た授業科目について修得した単位

（科目等履修生として修得した単位

を含む。）を、本学に入学した後の

本学における授業科目の履修により

修得したものとみなすことができ

る。

２ 本学において教育上有益と認めると

きは、学生が本学に入学する前に

行った前条の２第１項に規定する学

修を、本学における授業科目の履修

とみなし、本学の定めるところによ

り単位を与えることができる。

３ 前二項により修得したものとみな

し、又与えることのできる単位数は、

編入学、転学等の場合を除き、第２６

条第２項及び前条の２第３項の単位

数と合わせて６０単位を超えないもの

とする。

（教育職員免許状の授与の所要資格取得）

第２７条 教育職員免許状授与の所要資格を取

得しようとする者は、卒業に必要な

単位数を修得するとともに、教育職

員免許法（昭和２４年法律第１４７号）

及び教育職員免許法施行規則（昭和

２９年文部省令第２６号）に定める科目

の単位を修得しなければならない。

２ 本学において取得できる教育職員免

許状の免許教科の種類は、次のとお

りとする。

農食環境学群

循環農学類

中学校教諭１種免許状

理科、社会

高等学校教諭１種免許状

理科、公民、農業

食と健康学類

中学校教諭１種免許状

理科、社会

高等学校教諭１種免許状

理科、公民、農業

環境共生学類

中学校教諭１種免許状

理科

高等学校教諭１種免許状

理科

３ 教育職員免許状の資格取得に関する

規程は、別に定める。

（獣医師国家試験受験資格の取得）

第２７条の２ 獣医師国家試験受験資格を取得

しようとする者は、卒業に必要な単

位数を修得するとともに、獣医師法

（昭和２４年法律第１８６号）及び獣医

学
則
お
よ
び

諸

規

程

等

－９５－
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師法施行規則（昭和２４年農林省令第

９３号）に定める科目の単位を修得し

なければならない。

（食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資

格取得）

第２７条の３ 食品衛生管理者及び食品衛生監

視員の資格を取得しようとする者

は、卒業に必要な単位数を修得する

とともに、別表第３に定める科目の

単位を修得しなければならない。

（栄養士免許の授与の所要資格及び管理栄

養士国家試験受験資格の取得）

第２７条の４ 栄養士の免許授与の所要資格を

取得しようとする者は、卒業に必要

な単位数を修得するとともに、栄養

士法（昭和２２年法律第２４５号）及び

栄養士法施行規則（昭和２３年厚生省

令第２号）に定める科目の単位を修

得しなければならない。

２ 管理栄養士国家試験受験資格を取得

しようとする者は、卒業に必要な単

位数を修得するとともに、栄養士法

及び管理栄養士学校指定規則（昭和

４１年文部省・厚生省令第２号）に定

める科目の単位を修得しなければな

らない。

（成 績）

第２８条 授業科目の試験の成績は、百点法を

もってし、６０点以上を合格とする。

その成績は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの

５種の評語をもって表し、Ｄを不合

格とする。

２ 履修規程に別に定めた授業科目は前

項によらず、Ｐを合格、Ｆを不合格

とすることができる。

（そ の 他）

第２９条 この節に定めるもののほか、授業科

目の種類・単位数及び履修方法等に

ついては、履修規程その他別に定め

る。

第４節 休学、復学、転学群転学類、転学、

留学、退学及び除籍

（休 学）

第３０条 疾病その他特別の理由により２か月

を超えて修学できない者は、学群長

に願い出て、学長の許可を得て休学

することができる。

２ 疾病のため修学することが適当でな

いと認められる者については、休学

を命ずることができる。

３ 疾病のため休学しようとする者は、

休学願に医師の診断書を添付するこ

ととする。

（休学期間）

第３１条 休学期間は、１年以内とする。ただ

し、特別な理由がある場合は、休学

期間の延長を認めることができる。

２ 休学期間は、通算して４年を超える

ことができない。

３ 休学期間は、第１４条に規定する在学

年限に算入しない。

（復 学）

第３２条 休学期間中にその理由が消滅した場

合は、学群長に願い出て、学長の許

可を得て復学することができる。

（転学群転学類）

第３３条 本学の学生が所属する学群学類から

他の学群学類へ移ろうとする者又は

同一学群で所属する学類を変更しよ

うとする者については、欠員のある

場合に限り、選考の上、教授会の議

を経て、学長が転学群転学類を許可

することがある。

２ 前項の規定により、転学群転学類を

許可された者の既に修得した授業科

目及び単位の取扱いについては、教

授会の議を経て、学長が決定する。

３ 転学群転学類に関する規程は、別に

定める。

（転 学）

第３３条の２ 他の大学又は短期大学への入学

又は転入学を志願しようとする者

は、学群長に願い出て、学長の許可

を得なければならない。

２ 本学に学籍を有する者は、他の大学

又は短期大学に在籍することができ

ない。

（留 学）

第３４条 外国の大学又は短期大学で学修する

ことを志願する者は、学群長に願い

出て、学長の許可を得て留学するこ

とができる。

２ 前項の許可を得て留学した期間は、

第１３条及び第１４条に規定する修業年

限及び在学年限に含めることができ

る。

（退
学）

第３５条 退学しようとする者は、学群長に願

い出て、学長の許可を得なければな

らない。

（除 籍）

第３６条 次の各号の一に該当する者は、教授

会の議を経て、学長が除籍を決定す

る。

（１）授業料その他の納付を怠り、督

促してもなお納入しない者

（２）第１４条第１項及び第２項に定め

る在学年限を超えた者

（３）第３１条第２項に定める休学期間

を超えてなお修学できない者

（４）１年以上にわたり行方不明者

第５節 卒業及び学位

（卒 業）

第３７条 第１３条に規定する修業年限（第２０条

第１項の規定により入学した者につ

いては、同条第２項により定められ

た在学すべき年数）以上在学し、第

２４条及び履修規程に定める授業科目

及び単位数を修得した者について

は、教授会の議を経て、学長が卒業

を認定する。

２ 学長は、卒業を認定した者に対して

学位記を授与する。

（学位の授与）

第３８条 本学を卒業した者には、次の区分に

従い学位を授与する。

農食環境学群

循環農学類

学士（農 学）の学位

食と健康学類

学士（食品学）の学位

環境共生学類

学士（環境学）の学位

獣医学群

獣医学類

学士（獣医学）の学位

獣医保健看護学類

学士（獣医保健看護学）の学位

第６節 賞 罰

（表 彰）

第３９条 学生として表彰に価する行為があっ

た者は、教授会の議を経て、学長が

表彰することができる。

（懲 戒）

第４０条 学生で次の各号の一に該当する者

は、教授会の議を経て、学長が懲戒

を決定する。

（１）性行不良で改善の見込みがない

と認められた者

（２）学業を怠り成業の見込みがない

と認められた者

（３）正当な理由なくして出席常でな

い者

（４）本学の秩序を乱し、その他学生

としての本分に反した者

２ 懲戒はその情状によって、譴責、謹

慎、受験停止、停学及び退学の５種

とする。

第７節 学生寮及び保健施設

（学生寮及び保健施設）

第４１条 本学に、学生寮、学生相談室及び医

務室を置く。

２ 前項に関する規則は、別に定める。

第８節 委託生、科目等履修生、特別科目

等履修生、研究生及び外国人留学

生

（委 託 生）

第４２条 公共団体、外国政府及びその他の機

関より、本学において特定の授業科

目についての学修及び特定の課題に

ついての研究を行うことを目的とし

て当該職員を委託されたときは、本

学の教育研究に支障のない場合に限

り、選考の上、委託生として学長が

入学を許可することがある。

２ 委託生は、学期毎に許可する。

（科目等履修生）

第４３条 本学において一又は複数の授業科目

を履修することを志願する者がある

ときは、選考の上、科目等履修生と

して学長が入学を許可することがあ

る。

２ 科目等履修生に関する規程は、別に

定める。

（特別科目等履修生）

第４４条 他の大学又は短期大学の学生で、本

学において特定の授業科目を履修す

ることを志願する者があるときは、

当該他大学等との協議に基づき、特

別科目等履修生として学長が入学を

許可することがある。

２ 特別科目等履修生に関する規程は、

別に定める。

（研 究 生）

第４５条 本学において特定の事項について研

究することを志願する者があるとき

は、本学の教育研究に支障のない場

合に限り、選考の上、研究生として

学長が入学を許可することがある。

２ 研究生を志願することのできる者

は、大学を卒業した者又はこれと同

等以上の学力があると認められた者

とする。

３ 研究期間は、１年以内とする。ただ

し、特別の理由がある場合は、その

期間を更新することができる。

４ 研究生に関する規程は、別に定める。

（委託生、科目等履修生、特別科目等履修

生及び研究生に対する規定の準用）

第４６条 委託生、科目等履修生、特別科目等

履修生及び研究生には、本節に規定

するもののほか、第１３条、第１４条、

第２４条、第３７条及び第３８条を除き、

本学則を準用する。

（外国人留学生）

第４７条 外国人で、大学において教育を受け

る目的をもって入国し、本学に入学

を志願する者があるときは、選考の

上、外国人留学生として学長が入学

を許可することがある。

２ 外国人留学生には、本学則を適用す

る。

３ 外国人留学生に関する規程は、別に

定める。

第９節 授業料等

（入学検定料、入学金及び授業料等）

第４８条 入学検定料は、学群・学類にかかわ

らず次のとおりとする。

入学検定料 ３０，０００円

２ 入学金及び授業料等の年額は、次の

とおりとする。

農食環境学群

循環農学類

入 学 金 ２００，０００円

授業料（１ 年 次） ９４０，０００円

（２～４年次）１，０４０，０００円

実学充実費
１６０，０００円

－９６－
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年度

学部・学科

平成３年度～平成１１年度

入学定員

酪農学部 人

酪農学科 １８０

農業経済学科 １５０

食品科学科 １２０

年度

学部・学科

平成６年度～平成１１年度

入学定員

酪農学部 人

酪農学科 １６５

農業経済学科 １３０

食品科学科 １０５

食品流通学科 ８０

食と健康学類

入 学 金 ２００，０００円

授業料（１ 年 次） ９４０，０００円

（２～４年次）１，０４０，０００円

実学充実費 １６０，０００円

環境共生学類

入 学 金 ２００，０００円

授業料（１ 年 次） ９４０，０００円

（２～４年次）１，０４０，０００円

実学充実費 １６０，０００円

獣医学群

獣医学類

入 学 金 ３００，０００円

授業料（１ 年 次） ９４０，０００円

（２～６年次）２，０４０，０００円

実学充実費

（１ 年 次） １６０，０００円

（２～６年次） ２４０，０００円

獣医保健看護学類

入 学 金 ２００，０００円

授業料（１ 年 次） ９４０，０００円

（２～４年次）１，０８０，０００円

実学充実費

（１ 年 次） １６０，０００円

（２～４年次） ２２０，０００円

３ 前項に定める授業料等は毎年度納付

するものとする。ただし、入学検定

料は入学出願時に、入学金は入学手

続き時に納付するものとする。

４ 第１項の規定にかかわらず、第三者

が実施する外部試験の結果を利用す

る場合の入学検定料については、別

に定める。

（その他の費用）

第４９条 その他学生の負担すべき額は、別に

定める。

（授業料等の納付）

第５０条 授業料等は、年額を２期に分けて、

毎学期開始後２週間以内に納付しな

ければならない。

（復学の場合の授業料等）

第５１条 学期の中途において復学した者は、

当該学期分の授業料等を復学した月

に納付しなければならない。

（退学、除籍及び停学の場合の授業料等）

第５２条 学期の中途で退学し、又は除籍され

た者の当該学期分の授業料等は、徴

収する。

２ 停学期間中の授業料等は、徴収する。

（休学の場合の授業料等）

第５３条 休学を許可され、又は命ぜられた者

については、休学期間が１学期以上

にわたる場合は、その学期分の授業

料等を免除する。

（授業料の免除及び徴収の猶予）

第５４条 経済事由により納付が困難であり、

かつ、学業優秀と認める場合又はそ

の他やむを得ない事情があると認め

られる場合は、授業料の全部若しく

は一部を免除し、又は徴収を猶予す

ることがある。

２ 授業料の免除及び徴収の猶予に関す

る必要な事項は、別に定める。

（委託生、科目等履修生、特別科目等履修

生及び研究生の授業料等）

第５５条 委託生、科目等履修生、特別科目等

履修生及び研究生の検定料及び授業

料等の額については、別に定める。

（入学検定料、入学金及び授業料等の返付）

第５６条 納付した入学検定料、入学金及び授

業料等は、原則として返付しない。

ただし、特段の事情がある場合の返

付については、別に定める。

第１０節 公開講座

（公開講座）

第５７条 本学は、社会人の教養を高め、文化

の向上に資するため、公開講座を開

設することがある。

２ 公開講座の開設については、別に定

める。

第１１節 名誉教授

（名誉教授）

第５８条 本学は、学校教育法第１０６条の規定

に基づき酪農学園大学名誉教授の称

号を授与することがある。

２ 名誉教授の称号授与に関する規程

は、別に定める。

第１２節 改 廃

（改 廃）

第５９条 この学則の改廃は、理事会が決定す

る。

附 則

この学則は、昭和３５年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和３５年９月２５日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和３８年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和３９年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和４０年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和
４１年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和４４年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和５０年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和５３年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和５６年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和５７年４月１日から施行

する。

附 則

この学則は、昭和５８年４月１日から施行

する。

附 則

１ この学則は、昭和５９年４月１日から

施行する。

２ 昭和５８年度以前の入学者について

は、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、昭和６３年４月１日から

施行する。

２ 昭和６２年度以前の入学者について

は、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成元年４月１日から

施行する。

２ 昭和６３年度以前の入学者について

は、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成２年４月１日から

施行する。

２ 平成元年度以前の入学者について

は、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成３年４月１日から

施行する。

２ 平成２年度以前の入学者について

は、なお従前の学則による。

３ 学則第３条の規定にかかわらず学生

定員は、平成３年度から平成１１年度ま

での間は、次のとおりとする。

４ 学則第２５条の規定は、平成２年度入

学者から適用し、平成元年度以前の入

学者については、なお従前の学則によ

る。

附 則

１ この学則は、平成３年９月１９日か

ら施行し、平成３年７月１日から適用

する。ただし、学則第４６条の規定によ

る授業料の額は、平成４年４月１日か

ら適用する。

２ 学則第２０条第３項及び第２３条の規定

は、平成４年度入学者から適用し、平

成３年度以前の入学者については、な

お従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成５年４月１日から

施行する。

２ 学則第２０条第３項及び第２５条の規定

は、平成５年度入学者から適用し、平

成４年度以前の入学者については、な

お従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成６年４月１日から

施行する。

２ 学則第３条の規定にかかわらず入学

定員は、平成６年度から平成１１年度ま

での間は、次のとおりとする。

３ 学則第２０条、第２１条、第２３条、第２５

条及び第３６条の規定は、平成６年度

入学者から適用し、平成５年度以前

の入学者については、なお従前の学

則による。

附 則

１ この学則は、平成７年４月１日から

施行する。

２ 学則第２１条、第２４条の規定は、平成

７年度入学者から適用し、平成６年度

以前の入学者については、なお従前の

学則による。

附 則

１ この学則は、平成８年４月１日から

施行する。

２ 学則第２条、第１５条、第２３条、第２６

条、第３９条の規定は、平成８年度入学

者から適用し、平成７年度以前の入学

者については、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成９年４月１日から

施行する。

２ 平成８年度以前の入学者について

は、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成１０年４月１日から

施行する。

２ 学則第２条、第２３条、第２６条、第２７

条、第２８条、第２９条、第３０条、第４１条

の規定は、平成１０年度入学者から適用

し、平成９年度以前の入学者について

は、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成１１年４月１日から

施行する。

２ 学則第２３条の規定は、平成１１年度入

学者から適用し、平成１０年度以前の入

学者については、なお従前の学則によ

る。

学
則
お
よ
び

諸

規

程

等
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学科名

平成１２

年度

平成１３

年度

平成１４

年度

農業経済学科 ３８０名 ４００名 ４２０名

食品科学科 ３１５名 ３３０名 ３４５名

食品流通学科 ２２０名 ２４０名 ２６０名

学

科

名

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

入学

定員

収容

定員

入学

定員

収容

定員

入学

定員

収容

定員

経営

環境

学科

― ４２０名 ― ２８０名 ― １４０名

地域

環境

学科

１００名５２０名１００名４８０名１００名４４０名

学科名

平成１９

年度

平成２０

年度

平成２１

年度

酪農学科 ６３０名 ６４０名 ６５０名

農業経済学科 ４３０名 ４２０名 ４１０名

附 則

１ この学則は、平成１２年４月１日から

施行する。

２ 学則第２条の規定は、平成１２年度入

学者から適用し、平成１１年度以前の入

学者については、なお従前の学則によ

る。

３ 学則第２条第２項の規定にかかわら

ず、収容定員は次のとおりとする。

４ 学則第２３条第１項に係る別表第１の

うち教職課程に係る科目及び学則第２３

条第２項に係る別表第２は、平成１２年

度入学者から適用し、平成１１年度以前

の入学者については、なお従前の学則

による。

附 則

１ この学則は、平成１３年４月１日から

施行する。

２ 学則第２条、第２３条、第２６条、第３１

条、第４３条の規定は、平成１３年度入学

者から適用し、平成１２年度以前の入学

者については、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成１４年４月１日から

施行する。

２ 改正後の学則第２３条第１項に係る別

表第１及び第２６条に係る別表第３は、

平成１４年度入学者から適用し、平成１３

年度以前の入学者については、なお従

前の学則による。ただし、改正後の第

２９条の２の規定に基づく学芸員の資格

取得に係る「博物館各論Ⅰ」、「博物館

各論Ⅱ」及び「博物館実習」の授業科

目については、平成１３年度在学生から

適用する。

３ 改正後の学則第２９条の３及び第２９条

の４の規定は、平成１３年度以前の入学

者にも適用する。

４ 改正後の学則第２９条の５及び第２９条

の６の規定は、平成１３年度入学者から

適用する。

附 則

１ この学則は、平成１５年４月１日から

施行する。

２ 学則第２３条第１項に規定する別表第

１の獣医学部獣医学科専門科目（第三

類第二群）中、「獣医病理学実習Ⅰ」

及び「獣医病理学実習Ⅱ」の授業科目

については、平成１３年度以降の入学者

から適用する。

３ 学則第５０条の規定は、平成１５年度入

学者から適用し、平成１４年度以前の入

学者については、なお従前の学則によ

る。

附 則

１ この学則は、平成１６年４月１日から

施行する。

２ 学則第２３条第１項に係る別表第１及

び第５０条の規定は、平成１６年度入学者

から適用し、平成１５年度以前の入学者

については、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、平成１７年４月１日から

施行する。

２ 学則第２条、第２３条、第２６条、第２９

条、第４０条及び第５０条の規定は、平成

１７年度入学者から適用し、平成１６年度

以前の入学者については、なお従前の

学則による。

３ 学則第２条第２項の規定にかかわら

ず、学生定員は平成１７年度から平成１９

年度までの間、次のとおりとする。

附 則

１ この学則は、平成１８年４月１日から

施行する。

２ 学則第２３条第１項に係る別表第１、

第２６条に係る別表第３、及び第２９条の

４に係る別表第４の規定は、平成１８年

度入学者から適用し、平成１７年度以前

の入学者については、なお従前の学則

による。

附 則

１ この学則は、平成１９年４月１日から

施行する。

２ 学則第２条第２項の規定にかかわら

ず、収容定員は平成１９年度から平成２１

年度までの間、次のとおりとする。

３ 学則第２３条第１項に係る別表第１、

第２６条に係る別表第３、及び第２９条の

４に係る別表第４の規定は、平成１９年

度入学者から適用し、平成１８年度以前

の入学者については、なお従前の学則

による。ただし、学則第２３条第１項に

規定する別表第１の獣医学部獣医学科

教養科目（第一類第五群）中、「スペ

イン語入門Ⅰ」及び「スペイン語入門

Ⅱ」の授業科目については、平成１８年

度入学者から適用する。

附 則

１ この学則は、２００８（平成２０）年４月

１日から施行する。

２ 学則第２３条及び第２６条の規定は、

２００８（平成２０）年度入学者から適用し、

２００７（平成１９）年度以前の入学者につ

いては、なお従前の学則による。

３ 学則第４０条の規定は、２００５（平成１７）

年度入学者から適用し、２００４（平成１６）

年度以前の入学者については、なお従

前の学則による。

附 則

１ この学則は、２００９（平成２１）年４月

１日から施行する。

２ 学則第２３条及び第２６条の規定は、

２００９（平成２１）年度入学者から適用し、

２００８（平成２０）年度以前の入学者につ

いては、なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、２０１０（平成２２）年４月

１日から施行する。

２ 学則第２３条第２項の規定は、２０１０（平

成２２）年度入学者から適用し、２００９（平

成２１）年度以前の入学者については、

なお従前の学則による。

附 則

１ この学則は、２０１１（平成２３）年４月

１日から施行する。

２ 学則第１条第２項、第１条第３項、

第２条、第１６条第２項、第２３条、第２６

条、第２９条、第２９条の３、第３０条第２

項、第３８条第２号、第４０条及び第５０条

の規定は、２０１１（平成２３）年度入学者

から適用し、２０１０（平成２２）年度以前

の入学者については、なお従前の学則

による。ただし、第２３条の２の規定に

ついては、２０１０（平成２２）年度以前の

入学者にも適用する。

附 則

１ この学則は、２０１５（平成２７）年４月

１日から施行する。

２ 学則第２１条、第２４条、第２７条の３の

規定は、２０１５（平成２７）年度入学者か

ら適用し、２０１４（平成２６）年度以前の

入学者については、なお従前の学則に

よる。

附 則

１ この学則は、２０１６（平成２８）年４月

１日から施行する。

２ 学則第２１条の規定は、２０１５（平成２７）

年度入学者から適用し、２０１４（平成２６）

年度以前の入学者については、なお従

前の学則による。

附 則

この学則は、２０１６（平成２８）年８月１日

から施行する。

附 則

この学則は、２０１８（平成３０）年４月１日

から施行する。

附 則

１ この学則は、２０１９年（平成３１）年４

月１日から施行する。

２ 学則第２１条の規定は、２０１９（平成３１）

年度入学者から適用し、２０１８（平成３０）

年度以前の入学者については、なお従

前の学則による。

附 則

１ この学則は、２０２１（令和３）年４月

１日から施行する。

２ 学則第２１条、第２４条、第２７条の３の

規定は、２０２１（令和３）年度入学生か

ら適用し、２０２０（令和２）年度以前の

入学生については、なお従前の学則に

よる。

附 則

１ この学則は、２０２１（令和３）年４月

１日から施行する。

２ 学則第１４条第２項の規定は、２０２１（令

和３）年度入学生から適用し、２０２０（令

和２）年度以前入学生については、な

お従前の学則による。

附 則

１ この学則は、２０２２年４月１日から施

行する。

２ 学則第２１条第１項の別表は、２０２２年

度入学生から適用し、２０２１年度以前の

入学生については、なお従前の規定に

よる。

附 則

この学則は、２０２３年４月１日から施行す

る。

－９８－
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酪農学園大学

学位規程

１９７５年４月１日

規程 １９７５―１号

２０２１年２月１６日

改正規程 ２０２０―４８号

（目 的）

第１条 この規程は、学位規則（昭和２８年文

部省令第９号）第１３条の規定に基づ

き、酪農学園大学（以下「本学」と

いう。）大学学則及び大学院学則に

定めるもののほか、本学が授与する

学位について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。

（学位の種類）

第２条 本学において授与する学位は、次の

とおりとする。

学士（農学・食品学・環境学・獣医

学・獣医保健看護学）の学位

修士（農学・食品栄養科学・獣医保

健看護学）の学位

博士（農学・食品栄養科学・獣医

学）の学位

（学位授与の要件）

第３条 学士の学位は、本学学群を卒業した

者に授与する。

２ 修士の学位は、本学大学院修士課程

を修了した者に授与する。

３ 博士の学位は、本学大学院博士課程

を修了した者に授与する。

４ 前項に定めるもののほか、博士の学

位は、大学の定めるところにより、

大学院の行う博士論文の審査に合格

し、かつ、大学院の博士課程を修了

した者と同等以上の学力を有するこ

とが確認された者にも授与すること

ができる。

（学位の授与申請）

第４条 前条第４項に規定する者が学位の授

与を申請するときは、学位論文なら

びに参考論文に、学位論文審査申請

書、履歴書および論文審査手数料を

添え、学長に提出しなければならな

い。

２ 論文審査手数料の額は、別に定める。

３ 一旦提出した書類および論文審査手

数料は、返付しない。

（学位論文および資料）

第５条 前条第１項の規定により提出する学

位論文は、１篇に限る。ただし、参

考として他の論文を添付することが

できる。

２ 審査のため必要があるときは、学位

論文の訳文、模型または標本等の資

料を提出させることができる。

（審査の付託）

第６条 第４条第１項の規定により学位論文

の提出があったときは、学長は、研

究科委員会にその審査を付託する。

（審査委員）

第７条 研究科委員会は、当該専攻担当およ

び関連専攻担当の研究科委員から３

名以上の審査委員を選定して、学位

論文の審査を行う。

２ 研究科委員会は、審査に必要がある

ときは、前項の規定にかかわらず当

該研究科以外の教員または専門学者

を審査委員として加えることができ

る。

３ 審査委員のうち１名を主査とする。

４ 審査委員は、学位論文の審査および

最終試験を行う。

（論文審査および最終試験）

第８条 課程を修了する者の学位論文の審査

および最終試験は、全て在学期間中

に終了するものとする。

２ 最終試験は、論文の審査終了後、論

文を中心として関連のある科目につ

いて、口述または筆記によって行う

ものとする。

３ 第４条第１項の規定により提出され

た学位論文の審査および学力試験

は、学位論文が提出された日から１

年以内に終了するものとする。

（審査の報告）

第９条 審査委員は、学位論文の審査および

試験を終了したときは、直ちにその

結果を文書をもって当該研究科委員

会に報告しなければならない。

（研究科委員会の議決）

第１０条 研究科委員会は、前条の報告に基づ

き、学位論文の審査および試験につ

いての合否を議決する。

２ 前項の議決には、研究科委員（長期

出張中および休職中のものを除

く。）の２分の１以上が出席し、か

つ出席者の３分の２以上の賛成がな

ければならない。

（審査結果の報告）

第１１条 研究科委員会が前条第１項の議決を

したときは、研究科長は、その氏名、

論文審査の要旨、試験の成績および

決定の結果を文書をもって学長に報

告しなければならない。

（学位の授与）

第１２条 学長は、前条の報告に基づき、大学

院委員会の議を経て、合格と決定し

た者には、所定の学位記を授与し、

学位を授与できない者には、その旨

を通知する。

２ 学位記の授与年月日は、別に定める。

（学位の名称）

第１３条 学位を授与された者が、その学位の

名称を用いるときは、「酪農学園大

学」と明記するものとする。

（論文要旨等の公表）

第１４条 本学は、博士の学位を授与したとき

は、学位を授与した日から３か月以

内に、当該博士の学位の授与に係る

論文の内容の要旨および審査結果の

要旨を本学が指定するウェブサイト

で公表する。

（論文の公表）

第１５条 博士の学位を授与された者は、学位

を授与された日から１年以内に、そ

の論文を本学が指定するウェブサイ

トで公表しなければならない。

２
前項の規定にかかわらず、博士の学

位を授与された者は、やむを得ない

事由がある場合には、本学の承認を

受けて、当該論文の全文に代えてそ

の内容を要約したものを本学が指定

するウェブサイトで公表する。この

場合、本学は、その論文の全文を求

めに応じて閲覧に供するものとす

る。

３ やむを得ない事由がある場合とは、

次に掲げる場合である。

（１）博士論文が、立体形状による表

現を含む等の理由により、本学

が指定するウェブサイトで公表

することができない内容を含む

場合

（２）博士論文が、著作権保護、個人

情報保護等の理由により、博士

の学位を授与された日から１年

を超えて本学が指定するウェブ

サイトで公表することができな

い内容を含む場合

（３）出版刊行、多重公表を禁止する

学術ジャーナルへの掲載、特許

の申請等との関係で、本学が指

定するウェブサイトでの博士論

文の全文の公表により博士の学

位を授与された者にとって明ら

かな不利益が、博士の学位を授

与された日から１年を超えて生

じる場合

４ やむを得ない事由が無くなった場合

には、博士の学位を授与された者は

当該博士論文の全文を、本学が指定

するウェブサイトで公表すること。

（博士の学位授与の報告）

第１６条 本学は、博士の学位を授与したとき

は、その日から３か月以内に、学位

規則（昭和２８年文部省令第９号）第

１２条に定める学位授与報告書を文部

科学大臣に提出する。

（学位の取消）

第１７条 本学において学位を授与された者

が、その名誉を汚す行為をしたとき、

または不正の方法によって学位を受

けた事実が判明したときは、学長は、

当該研究科委員会および大学院委員

会の議を経て学位の授与を取消し、

学位記を返還させ、その旨を公表す

る。

２ 研究科委員会が前項の決定をする場

合は、第１０条第２項の規定を適用す

る。

（学位記および書類の様式等）

第１８条 学位記の様式、学位論文審査申請書

関係書類の様式およびその提出部数

は、別に定める。

（規程の改廃）

第１９条 この規程の改廃は、評議会または大

学院委員会の議を経て学長が決定す

る。

附 則

この規程は、１９７５（昭和５０）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９８１（昭和５６）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９８８（昭和６３）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９０（平成２）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９１（平成３）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９１（平成３）年１２月１２日

から施行し、
１９９１（平成３）年７月１日

から適用する。

附 則

この規程は、１９９４（平成６）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９５（平成７）年４月１日

から施行する。

附 則

１ この規程は、１９９６（平成８）年４月

１日から施行する。

２ 規程第１８条に定める別表第１は、

１９９６（平成８）年度入学生から適用し、

１９９５（平成７）年度以前の入学生につ

いては、なお従前の規程による。

附 則

この規程は、１９９８（平成１０）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００１（平成１３）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００２（平成１４）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００３（平成１５）年４月１日

から施行する。

附 則

１ この規程は、２００８（平成２０）年４月

１日から施行する。

２ 規程第２条の規定は、２００５（平成１７）

年度入学者から適用し、２００４（平成１６）

年度以前の入学者については、なお従

学
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び
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等

－９９－
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RAKUNO GAKUEN UNIVERSITY
Ebetsu, Hokkaido, Japan

Hereby Confers upon

Name
Date of Birth:

the Degree of
Doctor of 

in Recognition of 
the Successful Completion of 

a Doctoral Dissertation and Examination
at the Graduate School of .

Date

President

This is an authorized translation of the original certificate in Japanese.

No.

RAKUNO GAKUEN UNIVERSITY
Ebetsu, Hokkaido, Japan

Hereby Confers upon

Name
Date of Birth:

the Degree of
Doctor of 

in Recognition of 
the Fulfillment of Course Requirements and 

the Successful Completion of 
a Doctoral Dissertation and Final Examination

for a Major in 
at the Graduate School of .

Date

President

This is an authorized translation of the original certificate in Japanese.

No.

RAKUNO GAKUEN UNIVERSITY
Ebetsu, Hokkaido, Japan

Hereby Confers upon

Name
Date of Birth:

the Degree of
Master of 

in Recognition of 
the Fulfillment of Course Requirements and 

the Successful Completion of 
a Master’s Thesis and Final Examination

for a Major in
at the Graduate School of .

Date

President

This is an authorized translation of the original certificate in Japanese.

No.

前の規程による。
附 則

この規程は、２００９（平成２１）年１月１日
から施行する。

附 則
１ この規程は、２０１０（平成２２）年４月
１日から施行する。

２ 規程第４条の規定は、２０１０（平成２２）
年度入学者から適用し、２００９（平成２１）
年度以前の入学者については、なお従
前の規程による。

附 則
１ この規程は、２０１１（平成２３）年４月
１日から施行する。

２ 規程第２条の規定および第１８条に定
める別表第１は、２０１１（平成２３）年度
入学者から適用し、２０１０（平成２２）年
度以前の入学者については、なお従前
の規程による。

附 則
この規程は、２０１３（平成２５）年４月１日
から施行する。

附 則
この規程は、２０１５（平成２７）年４月１日
から施行する。

附 則
（２０２０年９月１４日改正規程２０２０―４０号）

この規程は、２０２０年９月１４日から施行し、
２０２０年４月１日から適用する。

附 則
（２０２１年２月１６日改正規程２０２０―４８号）

この規程は、２０２１年２月１６日から施行す
る。

－１００－
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酪農学園大学

大学院再入学

規程

２０１０年４月１日
規程 ２０１０―６号
２０１８年４月１日

改正規程 ２０１８―２１号
（目 的）
第１条 この規程は、酪農学園大学大学院学

則第１５条の規定に基づき、再入学に
関して必要な事項を定める。

（資 格）
第２条 再入学の出願資格を有する者は、次

に掲げる者で、退学または除籍と
なった年度の３月３１日から原則３年
以内であること及び再入学後成業の
見込みがある者とする。
（１）本大学院を退学した者および授

業料その他の納付を怠り除籍と
なった者。

（２）博士論文提出のために本大学院
において所定の修業年限以上在
学して所定の単位を修得し、博
士論文を未提出で退学した者。

２ 前項第１号、第２号の再入学は、い
ずれの再入学も１回を限度とする。

（時 期）
第３条 再入学の時期は、４月または１０月と

する。
（所属及び年次）
第４条 再入学する研究科・専攻は原則とし

て再入学を希望する者が退学及び除
籍となる以前に所属していた研究
科・専攻とする。

２ 再入学する年次は、原則として、再
入学を希望する学生が退学となる以
前の年次とする。但し、退学時に当
該年次を修了している場合、その再
入学の年次は、修了年次の次の年次
とする。また、除籍となった者が再
入学する場合の年次は、除籍の当該
年次とする。但し、博士論文提出の
ための再入学年次は最終修了年次と
する。

（出 願）
第５条 再入学を希望する者は、１月末日ま

たは７月末日までに次の各号に定め
る書類に再入学検定料を添えて、学
長に願い出なければならない。
（１）再入学願（本学所定のもの）
（２）健康診断書
（３）再入学検定料 ３０，０００円

（選 考）
第６条 選考は大学院委員会において行う。
（手続及び許可）
第７条 前条の選考の結果に基づき合格の通

知を受けた者は、指定の期日までに
授業料等を納付し、再入学に必要な
手続きをしなければならない。但し、
博士論文提出のための再入学授業料
は別途定める。

２ 学長は、前項に定める入学手続きを
完了した者に再入学を許可する。

３ 許可日は、原則として４月１日付け
または１０月１日付けをもって行う。

（単位の認定）
第８条 再入学した者が既に履修した授業科

目及び修得単位数は、再入学した時
の「授業科目履修年次配当表」に照
らして読み替え、修了の要件となる
単位に含めることができる。但し、
既に履修した科目の全部または一部
を再び履修させることがある。

２ 前項の認定は、大学院委員会の議を
経て行う。

（修業年限）
第９条 再入学した者の修業年限は、再入学

前に在学した年数と通算し獣医学研
究科博士課程は８年、酪農学研究科
博士課程は６年、酪農学研究科修士
課程は４年までとする。（いずれも
休学期間を除く）

（改 廃）
第１０条 この規程の改廃は、入試委員会にお

いて審議し、大学院委員会の議を経
て学長がこれを行う。
附 則
（２０１０年４月１日規程２０１０―６号）

１ この規程は２０１０（平成２２）年４月１
日より制定施行する。

２ この規程は２０１０（平成２２）年度以降
の入学者から適用する。

附 則
（２０１８年４月１日改正規程２０１８―２１号）

１ この規程は２０１８（平成３０）年４月１
日より施行する。

酪農学園大学

授業料等に

関する規程

（目 的）
第１条 この規程は、酪農学園大学学則（以

下「学則」という。）第９節に定め
る入学金、授業料、実験実習料及び
施設設備費（以下、入学金を除き「授
業料等」という。）の取扱い及び収
納業務に関し、必要な事項を定める。

（納 付 額）
第２条 入学金及び授業料等の納付額は、学

則第４８条に定める額とする。
（授業料等の返付）
第３条 納付した授業料等は返付しない。た

だし、休学又は退学時に当該学期以
外の授業料等が納付されていた場
合、願い出のあった者の授業料等は
返付する。

２ 新入学生（編入生・転入生・再入学
生を含む。以下同じ。）の授業料等
にあっては入学年度前３月３１日まで
に、後学期新入学生の授業料等に
あっては後学期開始前日までに入学
辞退を願い出た場合、その全額を返
付する。

（納付期限）
第４条 授業料等の納付期限は、次のとおり

とする。ただし、新入学生の前学期
分又は後学期新入学生の後学期分
は、入学許可時に定める期日とする。
（１）前学期は４月３０日とする。
（２）後学期は１０月１５日とする。

２ 授業料等は一括納付することができ
る。ただし、納付期限は、前学期と
同じとする。

（納付方法）
第５条 授業料等の納付は、本学所定の授業

料等払込用紙による。
（授業料等の徴収の猶予）
第６条 経済的事由により納付期限までに授

業料等の納付が困難な者に対して、
徴収を猶予することがある。

２ 徴収の猶予をする場合の納付期限
は、次のとおりとする。
前学期分 ６月２０日
後学期分 １２月１５日

３ 徴収猶予の許可を受けようとする者
は、保証人が連署の上、授業料等延
納願（様式１）により、第４条の納
付期限までに学群長に願い出なけれ
ばならない。ただし、外国人留学生
が徴収猶予の許可を受けようとする
場合は、保証人の署名は不要とする。

４ 新入学生の前学期分の授業料等の徴
収猶予は、原則として行わない。

（徴収猶予許可の消滅又は取消し）
第７条 授業料等の徴収猶予を許可された者

が、学期の中途において、その理由
が消滅したとき又は次の各号に該当
するときは、その許可を取消す。
（１）休学を願い出又は命ぜられたと

き。
（２）退学を願い出又は命ぜられたと

き。
（３）除籍されたとき。

２ 前項第１号及び第２号により徴収の
猶予許可が取消された者の未納額
は、第１３条又は第１４条の規定により
徴収し、以降の授業料等の徴収猶予
は認めない。

（未納者の督促）
第８条 第４条の納付期限までに納付しない

者に対し、次により学生本人及び保
証人に督促する。ただし、外国人留
学生については、学生本人に督促す
る。
（１）督促期日

前学期分 第１回 ５月１５日
第２回 ５月３０日

後学期分 第１回 １０月２５日
第２回 １１月１０日

（２）学生本人及び保証人には文書を
もって行う。ただし、第２回の
督促文書は配達証明とする。

２ 次の各号に該当する場合は、配達証
明により速やかに学生本人及び保証
人に督促する。ただし、外国人留学
生については、学生本人に督促する。
（１）第６条により徴収猶予の許可さ

れた者が許可された納付期限ま
でに納付しないとき。

（２）第７条により徴収猶予が取り消
された者が納付しないとき。

３ 未納者の督促は、財務課、学生担当
教員及び教育センターが連絡調整の
うえ行う。

（未納者の処置）
第９条 前条により督促してもなお納付しな

い者は、学則第３６条第１号の該当者
とみなし、次に定める当該教授会へ
の報告及び議を経て、学長が除籍を
決定する。
（１）前学期分の未納者は７月の定例

教授会報告の後、８月の定例教
授会の議を経る。

（２）後学期分の未納者は１月の定例
教授会報告の後、２月の定例教
授会の議を経る。

（授業料等の免除）
第１０条 第４条に定める納付期限までに１学

期以上の休学及び退学を願い出た者
又は命ぜられた者の授業料等は、当

学
則
お
よ
び

諸

規

程

等
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該学期の全額を免除する。ただし、

新入学生の前学期分及び後学期新入

学生の後学期分はこの限りでない。

２ 経済的事由により納付が困難であ

り、かつ、学業優秀と認める場合は、

授業料等の全額若しくは半額を免除

することがある。

（停学期間中の授業料等）

第１１条 停学期間中の授業料等は徴収する。

（留年した場合の授業料等）

第１２条 留年した者は、その年次に定められ

た授業料等を徴収する。

２ 前項にかかわらず、卒業単位数不足

により留年した者のうち、不足単位

数が１２単位以下の者については、各

学期の授業料等の２分の１を免除す

る。ただし、酪農学園大学大学院に

は適用しない。また、授業料につい

ては、他の授業料減免（災害に係る

減免を除く。）との重複適用はしな

い。

３ 前項の免除を受けた者が翌年度以降

留年した場合は、その理由にかかわ

らず同項の免除を継続する。

（休学の場合の授業料等）

第１３条 学期の初めから３ヶ月以内に休学を

願い出た者についての授業料等は、

第１０条第１項に定める場合を除き、

月割り（授業料等内訳別に、当該学

期の月数で除した額に、願い出が

あった経過月数を乗じ、千円未満切

り上げ後の額を合算した額）で徴収

する。ただし、３ヶ月を経過した場

合は、当該学期分の授業料等の全額

を徴収する。

２ 授業料等を既に納付した者が、学期

の初めから３ヶ月以内に休学を願い

出た場合は、第１０条第１項に定める

場合を除き、前項に定める月割りを

もって徴収し、差額を返付する。

３ 休学を願い出た時期に応じて返付す

る当該学期分の授業料等について

は、別表に定めるとおりとする。

（退学の場合の授業料等）

第１４条 学期の初めから３ヶ月以内に退学を

願い出た者についての授業料等は、

第１３条第１項に定めるところにより

行う。

２ 授業料等を既に納付した者が、学期

の初めから３ヶ月以内に退学を願い

出た場合は、第１３条第２項に定める

ところにより行う。

３ 退学を願い出た時期に応じて返付す

る当該学期分の授業料等について

は、別表に定めるとおりとする。

（除籍の場合の授業料等）

第１５条 学則第３６条第２号及び第３号により

除籍された者の当該学期分の授業料

等は徴収する。

２ 学則第３６条第１号及び第４号で除籍

された者の授業料等は免除する。た

だし、既に一部納付金がある場合は、

返付しない。

（復学の場合の授業料等）

第１６条 学期の中途において、復学を許可さ

れた者の当該学期分の授業料等は、

復学を許可された月に徴収する。

（編入学・転入学における授業料等）

第１７条 編入学及び転入学による入学生の納

付金は、その入学年度に定めた入学

金及び授業料等納付額による。ただ

し、次の者の入学金は免除する。

（１）本学を卒業して再び他の学類に

編入学した者

（２）酪農学園大学短期大学部（改称

以前の短期大学を含む。以下同

じ。）を卒業して本学に編入学

をした者

（転学群転学類における授業料等）

第１８条 転学群転学類の納付金は、当該転入

学群学類学年次の授業料等納付額に

よるものとする。

（再入学における授業料等）

第１９条 学則第３５条により退学した者が再入

学する場合の納付金は、再入学が許

可された当該学類学年次に納付すべ

き授業料等納付額とする。

２ 学則第３６条第１号により除籍となっ

た者が再入学する場合の納付金は、

前項に定める額及び当該学類の入学

金の額とする。

（
委託生・科目等履修生・特別科目等履修

生及び研究生の授業料等）

第２０条 委託生・科目等履修生・特別科目等

履修生及び研究生の授業料等につい

ては、別に定める。

（酪農学園大学短期大学部卒業者の入学金）

第２１条 酪農学園大学短期大学部を卒業して

本学獣医学群獣医学類に入学する者

の入学金は、免除する。

（とわの森三愛高校卒業者の入学金）

第２２条 とわの森三愛高校卒業者が、次の入

学試験制度により本学各学群・学類

に入学する場合は、各学群・学類の

入学金から全額を免除する。

（１）推薦入試（専願、併願）

（２）学力入試

（３）センター試験利用入試

（風水害被害世帯からの志願者の取扱い）

第２３条 風水害世帯からの志願者の取扱い

は、次のとおりとする。

（１）対象者は、入学前１年間におい

て、入学希望者の学費負担者が

風水害等の被害を受け、その世

帯が災害救助法適用地域である

こと、または、災害救助法の適

用を受けない近隣の地域で同等

の災害にあった世帯からの志願

者とする。

（２）前号の入学志願者の入学検定料

の全額及び入学手続き時の入学

金を全額免除する。

（３）第１号の対象者は、本学の他の

減免措置との重複適用を受ける

ことができる。

（その他の授業料等の取扱い）

第２４条 その他の授業料等の取扱いは、次の

とおりとする。

（１）同窓生（酪農学園が経営してい

る（いた）学校の卒業生）の子

弟が入学する場合は、入学金か

ら１０万円を減免する。ただし、

他の入学金減免との重複適用は

しない。

（２）本学に複数の学生（兄弟姉妹、

夫婦、親子）が同時に修学する

家庭（授業料の負担者を同一と

する）の２人目以降の下級年次

学生（同一学年の場合は、戸籍

上の下位者又は入学年次が後の

学生）に対して、後学期分授業

料から２分の１相当額を減免す

る。ただし、大学院と本学の同

時修学は対象としない。また、

他の授業料減免（災害に係る減

免を除く。）又は給付型奨学金

を受けている者の重複適用はし

ない。

（３）本学在籍学生が再度入学試験を

受験し、入学した場合、入学金

は免除する。

（４）高校在学時に日本農業技術検定

２級以上を取得した場合、入学

金は免除する。ただし、他の入

学金減免との重複適用はしな

い。

（５）日本学校農業クラブ活動特別推

薦入学試験を受験し、入学した

場合、入学金は免除する。

（大学院の準用）

第２５条 この規程は、次項を除き、酪農学園

大学大学院においても準用する。こ

の場合、「授業料等」とあるのは、「授

業料及び実験実習料」と読み替える

ものとする。

２ 酪農学園大学及び酪農学園大学短期

大学部を卒業した酪農学園大学大学

院入学生の入学金は免除する。

３ 酪農学園大学大学院の博士課程にお

いて所定の修業年限以上在学し、所

定の単位を修得したのみで退学した

者が、再入学する場合の納付金は、

下記のとおりとする。

（１）入学金は徴収しない。

（２）授業料は年額２０万円（前期・後

期各１０万円）とする。

（３）その他の経費は徴収しない。

（４）ＴＡ（ティーチングアシスタン

ト）の申請はできない。

（５）再入学者に係る研究指導費は配

分しない。

（改
廃）

第２６条 この規程の改廃は、評議会の議を経

て、学長が決定する。

附 則

（１９７６年１０月２１日規程１９７６―１号）

この規程は、１９７６（昭和５１）年１０月２１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９８２（昭和５７）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９２（平成４）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９４（平成６）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９６（平成８）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９８（平成１０）年４月１日

から施行する。

附 則

１ この規程は、２０００（平成１２）年４月

１日から施行する。

２ この規程の改正に伴い、「酪農学園

大学編入学・転入学・再入学並びに転

学科における授業料等納付金の取扱い

について（内規）」は廃止する。

附 則

この規程は、２００１（平成１３）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００１（平成１３）年１０月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００２（平成１４）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００３（平成１５）年１２月４日

から施行する。

附 則

この規程は、２００５（平成１７）年１２月４日

から施行する。

附 則

この規程は、２００６（平成１８）年１１月２日

から施行する。

附 則

この規程は、２００８（平成２０）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００９（平成２１）年７月１日

から施行する。

附 則

１ この規程は、２０１０（平成２２）年４月

１日から施行する。

２ 規程第２５条第３項の規定は、２０１０（平

成２２）年度入学者から適用し、２００９（平

成２１）年度以前の入学者については、

なお従前の規程による。

附 則

この規程は、２０１０（平成２２）年１１月４日

－１０２－
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から施行する。

附 則

１ この規程は、２０１１（平成２３）年４月

１日から施行する。

２ 第１３条第２項別表１の入学後の返還

月数は、２０１１（平成２３）年度入学者か

ら適用し、２０１０（平成２２）年度以前の

入学者については、なお従前の規程に

よる。

３ この規程の改正に伴い、『「酪農学園

大学授業料等に関する規程」および「酪

農学園大学短期大学部授業料等に関す

る規程」』の運用についての申し合わ

せ事項は廃止する。

附 則

この規程は、２０１２（平成２４）年４月１日

から施行する。

附 則

１ この規程は、２０１３（平成２５）年４月

１日より適用する。

２ 第６条第３項の規定に係わらず、学

部及び学科の廃止が認可されるまでの

間は同条に規定する構成者に学群長と

ある場合は学部長を加えるものとす

る。

３ 規程第２４条第３号は２０１３（平成２５）

年４月１日入学者より適用する。

附 則

この規程は、２０１３（平成２５）年４月１日

より適用する。

附 則

１ この規程は、２０１４（平成２６）年４月

１日より適用する。

２ 規程第１９条第２項および第２４条第４

号は、２０１５（平成２７）４月１日入学者

より適用する。

附 則

この規程は、２０１５（平成２７）年４月１日

より適用する。

附 則

この規程は、２０１６（平成２８）年４月１日

より適用する。

附 則

（２０１７年３月１４日改正規程２０１６―１１号）

この規程は、２０１７（平成２９）年４月１日

から施行する。

附 則

（２０１８年４月１日改正規程２０１８―１２号）

この規程は、２０１８（平成３０）年４月１日

から施行する。

附 則

（２０１８年１０月１日改正規程２０１８―５０号）

この規程は、２０１８（平成３０）年１０月１日

から施行する。

附 則

（２０２０年４月１日改正規程２０２０―１０号）

１ この規程は、２０２０年４月１日から施

行する。

２ 第１条の規定は、２０２０年度入学生か

ら適用し、２０１９年度以前の入学生につ

いては、なお従前の規定による。

附 則

この規程は、２０２３年４月１日から施行す

る。

酪農学園大学
研究生規程

１９６４年４月１日

規程 １９６４―１号

２０２２年１月７日

改正規程 ２０２１―２１１号

（目 的）

第１条 この規程は、酪農学園大学学則（以

下「学則」という。）第４５条第４項

の規定に基づき、研究生に関する事

項を定める。

（入学資格）

第２条 研究生として志願することのできる

者は、次の各号の一に該当する者と

する。

（１）大学を卒業した者

（２）大学が特に適当と認める者

（出願手続）

第３条 研究生を志願する者は、別表１に定

める期間内に、次の各号に定める書

類に入学検定料を添えて、学群長に

願い出なければならない。

（１）研究生志願書（本学所定）

（２）最終学校の卒業証明書

２ 外国人留学生は、前項の他、次の各

号に定める書類を提出しなければな

らない。

（１）研究生志願調書（本学所定）

（２）在留資格認定証明書（写）

（３）身元保証書（本学所定）

（選 考）

第４条 前条の志願者の選考については、教

授会の議を経て、学長が決定する。

（入学手続および許可）

第５条 前条の選考に基づき合格の通知を受

けた者は、指定の期日までに所定の

書類を提出するとともに、入学金お

よび研究料を納付しなければならな

い。

２ 学長は、前項の入学手続きを完了し

た者について入学を許可する。

（期 間）

第６条 研究期間は、１年以内（年度の途中

で研究生となった者は、その年度末

まで）とする。ただし、引き続き研

究を希望する場合は、教授会の議を

経て、その期間を更新することがで

きる。

（入学検定料・入学金および研究料）

第７条 入学検定料・入学金および研究料は

別表２のとおりとする。

２ 継続して研究する場合は、入学金を

免除する。

３ 納付した入学検定料、入学金及び研

究料は返付しない。ただし、第４条

に定める教授会の議を経る前日まで

に志願者本人の願いにより出願を取

り止めしたときは入学検定料を、ま

た在留資格を得られず入国できない

ため研究生の資格取消となった外国

人には、入学金および研究料を返付

する。

（研究・指導）

第８条 研究生は、指導教員の指導を受けて

研究するものとする。

（研究報告）

第９条 研究生は、研究報告書を指導教員を

経て、学群長に提出するものとする。

（諸証明の交付）

第１０条 研究生には、次の各号に定める証明

書を交付する。

（１）研究生身分証明書

（２）研究証明書

（研究生の取消）

第１１条 研究生が申し出たとき、または、そ

の本分に反する行為があった場合

は、教授会の議を経て、学長が研究

生としての資格を取消す。

（準用規定）

第１２条 研究生に関し、この規程に定めるも

ののほか、本学学則を準用する。

（改 廃）

第１３条 この規程の改廃は、評議会の議を経

て、学長が決定する。

附 則

（１９６４年４月１日規程１９６４
―１号）

この規程は、１９６４（昭和３９）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９７５（昭和５０）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９７８（昭和５３）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９８０（昭和５５）年４月１日

から施行する。

別表 既納者の授業料等返付月数

休 学 又 は 退 学 を

願 い 出 た 時 期

新 入 生 以 外

（ 転 学 類 含 む ）

新 入 生

前 学 期 後 学 期

前

学

期

４月１日～４月３０日 全 額 返 付 ５ヶ月分返付 －

５月１日～５月３１日 ４ヶ月分返付 ４ヶ月分返付 －

６月１日～６月３０日 ３ヶ月分返付 ３ヶ月分返付 －

７月１日～９月３０日 返 付 な し 返 付 な し －

後

学

期

１０月１日～１０月１５日 全 額 返 付 全 額 返 付 ５ヶ月分返付

１０月１６日～１０月３１日 ５ヶ月分返付 ５ヶ月分返付 ５ヶ月分返付

１１月１日～１１月３０日 ４ヶ月分返付 ４ヶ月分返付 ４ヶ月分返付

１２月１日～１２月３１日 ３ヶ月分返付 ３ヶ月分返付 ３ヶ月分返付

１月１日～３月３１日 返 付 な し 返 付 な し 返 付 な し
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附 則

この規程は、１９８１（昭和５６）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９０（平成２）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９７（平成９）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９８（平成１０）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００１（平成１３）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００２（平成１４）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２０１５（平成２７）年４月１日

から施行する。

附 則

（２０１６年４月１日改正規程２０１６―１２号）

この規程は、２０１６（平成２８）年４月１日

から施行する。

附 則

（２０１９年４月１日改正規程２０１９―１号）

この規程は、２０１９（平成３１）年４月１日

から施行する。

附 則

（２０２０年４月１日改正規程２０２０―１号）

この規程は、２０２０（令和２）年４月１日

から施行する。

附 則

（２０２２年１月７日改正規程２０２１―２１１号）

この規程は、２０２２年１月７日から施行す

る。

酪農学園大学
科目等履修生
規程

１９９４月４月１日

規程 １９９４―１号

２０１５年４月１日

改正規程 ２０１５―３８号

（目 的）

第１条 この規程は、酪農学園大学学則（以

下「学則」という。）第４３条第２項

の規定に基づき、科目等履修生に関

する事項を定める。

（資 格）

第２条 科目等履修生として志願することの

できる者は、次の各号の一に該当す

る者とする。

（１）高等学校を卒業した者

（２）通常の課程による１２年の学校教

育を修了した者

（３）外国において、学校教育におけ

る１２年の課程を修了した者また

はこれに準ずる者で文部科学大

臣の指定した者

（４）文部科学大臣が高等学校の課程

と同等の課程を有するものとし

て認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者

（５）文部科学大臣の指定した者

（６）大学入学資格検定規程により文

部科学大臣の行う大学入学資格

検定に合格した者

（７）その他相当の年齢に達し、高等

学校を卒業した者と同等以上の

学力があると本学が認めた者

２ 教育職員免許状授与の所要資格を得

るために必要な授業科目を履修する

科目等履修生を志願することのでき

る者は、次の各号の一に該当する者

とする。

（１）学校教育法第５２条の大学を卒業

した者

（２）教育職員免許法附則第９項の表

の定める基礎資格を有し、教育

職員免許状（農業実習）の取得

を希望する者

（受け入れ時期）

第３条 科目等履修生の受入れ時期は、４月

１日及び１０月１日とする。

（出願手続）

第４条 科目等履修生を志願する者は、次の

書類に第８条に定める検定料を添え

て願い出なければならない。

（１）科目等履修生志願書（本学所定）

（２）履歴書（本学所定）

（３）最終学校の卒業証明書

（４）最終学校の成績証明書

（５）現職証明書

（６）写真２枚（正面上半身脱帽、最

近３ヵ月以内に撮影したもの）

（７）健康診断書（最近３ヵ月以内に

発行されたもの）

２ 教職に関する授業科目を履修しよう

とする者は、前項各号の書類のほか、

学力に関する証明書（教職課程）を

添付すること。

（選 考）

第５条 前条の出願者の選考については、教

務委員会及び教授会の議を経て、学

長が決定する。

（手続及び許可）

第６条 前条により合格通知を受けた者は、

別表１（第３条第１項関係）

１）研究生

２）研究生（外国人留学生）

別表２（第７条第１項関係）

出 願 受 付

研 究 期 間

１ 年 半 期

１月１日～２月末日

４月１日～翌年３月３１日 ４月１日～９月３０日

本学大学院入学試験２月受験者のみ

合格発表日～３日以内（必着）

７月１日～８月末日

― １０月１日～翌年３月３１日

本学大学院入学試験１０月入学・８月受

験者のみ

合格発表日～３日以内（必着）

出 願 受 付

研 究 期 間

１ 年 半 期

１２月１日～１月末日（国外在住者）

４月１日～翌年３月３１日 ４月１日～９月３０日

１月１日～２月末日（国内在住者）

６月１日～７月末日（国外在住者）

― １０月１日～翌年３月３１日

７月１日～８月末日（国内在住者）

一 般 本学卒業生 外国人留学生

入 学 検 定 料 １０，０００円 １０，０００円 １０，０００円

入 学 金 ３０，０００円 １５，０００円 １５，０００円

研 究 料

（獣医学研究科）

半期

６０，０００円

（１２０，０００円）

４０，０００円

（８０，０００円）

４０，０００円

（４０，０００円）

年間

１００，０００円

（２００，０００円）

７０，０００円

（１４０，０００円）

７０，０００円

（７０，０００円）

－１０４－
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指定の期日までに次の書類を提出す

るとともに、第８条に定める入学金

及び科目等履修料を納付しなければ

ならない。

（１）誓約書

（２）その他本学の指定する書類

２ 学長は、前項の手続きを完了した者

について入学を許可する。

（期 間）

第７条 科目等履修生の履修期間は、年度内

の当該授業科目の開講期間とする。

（検定料、入学金、科目等履修料）

第８条 検定料及び入学金、科目等履修料は、

次のとおりとする。

検定料 １０，０００円

入学金 ３０，０００円

（ただし、本学卒業生は免除とする。

外国人留学生は半額とする。）

科目等履修料

講 義 １０，０００円

（１単位につき）

演 習 １６，０００円

（１単位につき）

実験・実習 ２４，０００円

（１単位につき）

教 育 実 習 ３０，０００円

２ 継続して科目等履修をする場合は、

入学金を免除する。

３ 納付した検定料、入学金、科目等履

修料は、返還しない。

４ 他機関との交流協定等による受入れ

では、検定料、入学金、科目等履修

料を別途定める。

（履修制限）

第９条 履修をしようとする科目において、

本学学生の教育に支障をきたす場合

には、その履修を制限することがあ

る。

（履修できる単位数）

第１０条 履修できる単位数は、１年を通して

３０単位以内とする。ただし、１学期

のみの場合は、１５単位以内とする。

（単位の授与）

第１１条 科目等履修生は、履修した科目の試

験を受けることができ、試験に合格

したときは所定の単位を与える。

２ 前項により単位を認定した場合、単

位修得証明書を交付する。

（諸証明書の交付）

第１２条 科目等履修生には、身分証明書を交

付する。

２ 本人の請求により科目等履修生証明

書を交付する。

（科目等履修生身分の取消）

第１３条 科目等履修生が申し出たとき、又は

その本分に反する行為があったとき

は、教授会の議を経て、学長が科目

等履修生としての身分を取り消す。

（準用規程）

第１４条 この規程に定めるもののほか、科目

等履修生に関して本学学則を準用す

る。

（改 廃）

第１５条 この規程の改廃は、評議会の議を経

て、学長が決定する。

附 則

（１９９４年４月１日規程１９９４―１号）

この規程は、１９９４（平成６）年４月１日

から施行する。

附 則

１ この規程は、１９９６（平成８）年４月

１日から施行する。

２ この規程の施行により、酪農学園大

学聴講生規程は廃止する。

附 則

この規程は、１９９７（平成９）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９８（平成１０）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００１（平成１３）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００２（平成１４）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００８（平成２０）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００９（平成２１）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２０１２（平成２４）年４月１日

から施行する。

附 則

（２０１５年４月１日改正規程２０１５―３８号）

この規程は、２０１５（平成２７）年４月１日

から施行する。

酪農学園大学
授業料免除
規程

１９８６年４月１日

規程 １９８６―１号

２０２０年４月１日

改正規程 ２０２０―１１号

（目 的）

第１条 この規程は、酪農学園大学学則（以

下「学則」という。）第５４条に基づ

き、学資を主として負担している者

（以下「学資負担者」という。）が、

経済的事由により授業料の納付が困

難であり、かつ当該学生の学業成績

優秀と認められる場合、授業料の半

額を免除することを目的とする。

（資 格）

第２条 授業料を免除される者は、学資負担

者が次の各号の何れかに該当する場

合とする。ただし、他の授業料減免

（災害に係る減免を除く。）又は給

付型奨学金との重複適用はしない。

（１）死亡又は生別した場合

（２）失職した場合

（３）病気又は事故等で、著しく収入

が減少した場合

（４）火災、風水害等の災害を受けた

場合

（申 請）

第３条 授業料免除を申請する者は、次の各

号の書類を教育センター学生支援課

に提出しなければならない。

（１）授業料免除申請書

（２）学業成績証明書

（３）家庭調書及び資力調書

（４）その他、本学が必要とする証明

書

（提出期限）

第４条 授業料免除関係書類は、原則として

前学期においては４月３０日まで、後

学期においては１０月１５日までに提出

しなければならない。

（免除期間）

第５条 授業料免除期間は、１年間とする。

（審 議）

第６条 授業料免除に関する事項の審議は、

学生支援委員会（以下「委員会」と

いう。）で行う。

（選 考）

第７条 授業料免除学生の選考は委員会にお

いて行い、候補者を学長に推薦する。

２ 選考に関する必要な事項は、別に定

める。

（決定通知）

第８条 授業料免除学生は、評議会の議を経

て学長が決定し、学資負担者及び学

生に通知する。

（資格の取消）

第９条 学則第４０条に規定する各号の一に該

当するとき、あるいは免除決定後に

虚偽の事由が発生したときは免除を

取消し、当該期分の授業料を徴収す

ることがある。

（事 務 局）

第１０条 授業料免除に関する取扱事務は、教

育センター学生支援課で行う。

（改 廃）

第１１条 この規程の改廃は、評議会の議を経

て、学長が決定する。

附 則

（１９８６年４月１日規程１９８６―１号）

この規程は、１９８６（昭和６１）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９８８（昭和６３）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９８９（平成元）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９２（平成４）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９５（平成７）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、１９９８（平成１０）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００１（平成１３）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００２（平成１４）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００７（平成１９）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００８（平成２０）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２０１２（平成２４）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２０１５（平成２７）年４月１日

から施行する。

附 則

（２０１８年１０月１日改正規程２０１８―５１号）

この規程は、２０１８（平成３０）年１０月１日

から施行する。

附 則

（２０２０年４月１日改正規程２０２０―１１号）

この規程は、２０２０年４月１日から施行す

る。

学
則
お
よ
び

諸

規

程

等

－１０５－

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／酪農学園大学　大学院要覧／本文　２０２３年度／０８７‐１１２（学則および諸規程等　Ｂ  2023.01.23 15.21.09  Page 105 



酪農学園医療

互助会会則

制 定 昭和３１年４月
最終改正 ２０２１年４月

（名 称）
第１条 本会は、酪農学園医療互助会（以下

「互助会」という。）と称する。
（目 的）
第２条 互助会は、酪農学園大学・とわの森

三愛高等学校（以下「大学・高校」
という。）に修学する学生・生徒の
医療に関する相互扶助を行い、健康
の維持・増進を図ることを目的とす
る。

（会 員）
第３条 互助会の会員は、大学・高校に修学

（学事暦で定めた入学式から卒業式
まで）する学生・生徒とする。

２ 互助会の会員は、会費を納付しなけ
ればならない。

（会員の資格喪失）
第４条 会員は、次の各号に定める事由に該

当する場合は、その翌日から会員の
資格を失う。
（１）卒業したとき
（２）休学したとき
（３）退学したとき
（４）死亡したとき
（５）その他、学生・生徒の身分を

失ったとき
（会 員 証）
第５条 会員証は、大学が交付する学生証、

高校が交付する身分証明書をもって
これに代える。

（会 費）
第６条 会費は、年額２，０００円とし、修学期

間の年度はじめに納付するものとす
る。ただし、後学期に復学するもの
は、その学期はじめに納付するもの
とする。

２ 納付した会費は、互助会の目的およ
び性格上返還しない。ただし、４月
３０日までに休学願・退学願を提出し
た者には、返還する。

（会費の返還）
第７条 前条の規定にかかわらず、他の医療

保険等により医療費の全額に相当す
る給付を受けることのできる会員
は、所定の手続により会費の半額の
返還を受けることができる。

２ 会費の返還手続は、年度毎に各校の
担当部署において取扱う。

（経 費）
第８条 互助会の経費は、会費・寄付金およ

び、預金利子等をもって充てる。
（会計年度）
第９条 互助会の会計年度は、４月１日に始

まり、翌年３月３１日までとする。

（決算報告）
第１０条 決算報告は、毎年学内に公示するこ

ととする。
（給 付）
第１１条 互助会は、第２条の目的を達成する

ため、会員の疾病負傷または、死亡
について当該会員または、その遺族
に対し医療費、弔慰金の給付を行う。

２ 第７条に該当する会員は、疾病負傷
による医療費の給付を受けることが
できない。

３ 会員の資格を不正に利用した場合
は、給付金を返還しなければならな
い。

（診療機関）
第１２条 診療は、協定医および、他の病院・

医院・診療所などの保険医療機関に
よるものとする。

２ 協定医は、別表１に定める。
（医療給付）
第１３条 会員の疾病負傷に関する医療費の給

付は、医療保険診療適用の範囲内と
する。

（医療費の査定）
第１４条 医療費の査定は、社会保険診療報酬

点数表に準拠して行う。
２ 医療費証明の記載内容が不明で査定
困難なものに対しては、医療費の給
付を行わない。

（給 付 額）
第１５条 会員が医療に要した経費に対する給

付額は、次のとおりとする。
（１）会員が医療保険を使用した場合

は、本人負担医療費の１００分
の３０とする。

（２）会員が医療保険を使用しないで
医療を受けた場合は、前項にか
かわらず、医療費総額の１００分
の１５とする。

（３）給付額は１０円未満切り捨てとす
る。

２ 医療機関の指定薬局において、医師
の処方箋による薬剤を購入した場合
は、その費用に対しても前項の給付
額を適用する。

３ 給付金請求書は、別表に定める期日
までに提出しなければならない。

４ 給付金支給日から６０日を経過しても
受給しない場合は、給付金の権利を
放棄したものとする。

（給付限度額）
第１６条 会員１人に対する年間医療給付額の

最高限度額は、１００，０００円とする。
また、月間医療給付額の最高限度額
は、２４，０３０円とする。

（給付制限）
第１７条 会員が自賠責保険または、原因者負

担等により医療費の支払を受ける場
合は、給付を行わない。

２ 会員が交通三悪（飲酒運転・速度違
反・無免許運転）を犯し、生じた事
故による受傷については、給付を行
わない。

（弔 慰 金）
第１８条 会員が死亡した場合は、その遺族に

対して弔慰金１００，０００円を支給する。
（予防対策費）
第１９条 互助会は、会員の健康維持および増

進を目的とした予防対策費（人件
費・物品購入費等）を支出する事が
できる。

（運営委員会）
第２０条 互助会に、運営委員会を置く。

２ 運営委員会の規程は別に定める。
（会 長）
第２１条 互助会の会長は、運営委員会の委員

長とする。
（監 事）
第２２条 互助会に監事を置く。

２ 監事は、大学は学務部長、高校は副
校長をもって充てる。

３ 監事は、互助会の会計を監査し、そ
の結果を運営委員会に報告すること
とする。

（事 務 局）
第２３条 互助会の事務局は、大学学生支援課

に置く。
（雑 則）
第２４条 この会則に定めるもののほか、運営

に関して必要な事項は、別に定める。
（会則の改廃）
第２５条 この会則の改廃は、運営委員会にお

いて行う。
附 則

昭和３１年４月実施
昭和３４年４月改正
昭和３９年４月改正
昭和４１年４月改正
昭和４７年４月改正
昭和５０年４月改正
昭和５３年４月改正
昭和５５年４月改正
昭和５８年４月改正
昭和５９年４月改正
昭和６０年４月改正
昭和６３年４月改正
１９８９（平成元）年４月改正
１９９１（平成３）年４月改正
１９９２（平成４）年４月改正
１９９５（平成７）年６月改正
１９９９（平成１１）年３月改正
２０１１（平成２３）年４月改正
２０１２（平成２４）年４月改正
２０１３（平成２５）年４月改正
２０１８（平成３０）年１０月１日改正
２０２１（令和３）年４月１日改正

別表１
協定医

病 院 名 所 在 地 診 療 科 目

野 幌 病 院

佐伯耳鼻咽喉科医院

江別市野幌町５３番地

江別市４条６丁目

内 科 ・ 外 科

耳 鼻 咽 喉 科

－１０６－
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会 費 内 訳 金額（円／年）

在学生父母会費（在学中） ７，０００

同窓生終身会費（卒業時） ７，０００

教 職 員 会 費 １，０００

酪農学園大学

学生生活援護

会規程

制 定 １９６１（昭和３６）年５月１７日

最終改正 ２０２１（令和３）年６月２４日

（名 称）

第１条 本会は、酪農学園大学学生生活援護

会と称する。

（目 的）

第２条 本会は、建学の精神に則る学生生活

の充実と学風の発展を計るために学

生ならびに大学院生の学生生活およ

び諸活動を援護することを目的とす

る。

（構 成）

第３条 本会は、酪農学園大学学生・大学院

生の全保護者、同窓生および職員を

もって構成する。

（事 業）

第４条 本会は、第２条に定める目的達成の

ため、次の事業を行う。

（１）学生の体育・文化等の課外活動

に対する奨励援助を行う。

（２）学生に対する短期貸付金制度

（三愛金庫）を設ける。この規

程は別に定める。

（３）学生の教育研究活動のために学

生教育研究災害傷害保険に加入

する。

（４）学資負担者の生活上での突然の

変動により経済的困窮状態に

至った学生・大学院生に対し、

一時給付金を給付する。この規

程は別に定める。

（５）その他本会の目的に沿った事業

を行う。

（役 員）

第５条 本会事業を行うため、次の役員を置

く。

２ 理事は次の各号に掲げる者とする。

（１）教育センター長

（２）教育センター学生支援担当部長

（３）教育センター学生支援担当次長

（４）教育センター事務次長

（５）クラブ顧問より２名（体育系、

文化系から各１名）

（６）同窓生より２名

（７）保護者より３名（各学群より最

低１名）

（８）教職員より２名（教職員の互選

による。ただし、担当事務局を

被選挙人より除く。）

３ 監事は次の各号に掲げる者とする。

（１）教職員より１名

（２）同窓生より１名

４ 第２項第５号から第８号および第３

項第１号から第２号までの役員任期

は３年とし、再任を妨げない。また

欠員発生時の役員任期は前任者の残

任期間とする。

第６条 理事は理事会を組織し、会の業務に

ついて決定する。

（１）理事長は、第５条第２項の第７

号理事より選出する。

（２）副理事長は、教育センター長な

らびに学生支援担当部長がこれ

にあたる。

第７条 理事長は、第５条ならびに第６条に

定める役員の任命を委嘱する。

２ 理事長は、本会事業の円滑な運営の

ため、次のとおり理事会を招集する

ものとする。

（１）予算・決算ならびに事業方針・

報告等を審議するために毎年５

月に理事会を招集する。

（２）その他必要に応じ臨時に理事会

を招集する。

（３）理事会は理事現員の３分の２以

上の出席がなければ会議を開き

議決することができない。

（会 費 等）

第８条 本会の運営は、会費・寄附金・基金

ならびにその他の収入をもって行

う。年会費は別表のとおりとする。

２ 納付した会費は返付しない。ただし、

下記の場合に限り返付を行う。

（１）前学期４月３０日までに休学願又

は退学届を提出した者には、当

該学期に徴収した在学生父母会

費を返付する。

（２）既に同窓生終身会費を納付して

いる者が退学及び除籍した場

合、徴収した同窓生終身会費を

返付する。

（事業報告）

第９条 本会の会計年度は４月１日から３月

３１日までとし、事業報告は、大学ホー

ムページに公表する。

（事 務 局）

第１０条 本会の事務局は、教育センター学生

支援課に置く。

（改 廃）

第１１条 この規程の改廃は、学生生活援護会

理事会の議を経て、学生生活援護会

理事長が決定する。

附 則

１９６１（昭和３６）年５月１７日 制定（大学・

短期大学学生会援護会）

１９６８（昭和４３）年３月１０日 制定（短期

大学第Ⅱ部学生会援護会）

１９７７（昭和５２）年４月１日 改正（大学・

短期大学学生会援護会）

１９８１（昭和５６）年４月１日 改正（名称

および規約の改正にともない大学・短期

大学学生会後援会規約および短期大学Ⅱ

部学生会後援会規約を本規程に統合す

る。）

１９８１（昭和５６）年１０月２６日 改正（昭和

５７年４月１日施行）

１９９２（平成４）年７月２７日 改正（平成

４年４月１日施行）

１９９５（平成７）年２月１日 改正（平成

７年１月１日施行）

１９９９（平成１１）年４月１日 改正施行

２００１（平成１３）年６月６日 改正（平成

１３年４月１日施行）

２０１２（平成２４）年５月３０日 改正（平成

２５年４月１日施行）

２０１８（平成３０）年９月３０日 改正（平成

３０年１０月１日施行）

２０２０（令和２）年１２月４日 改正（令和

３年４月１日施行）

附 則

この規程は、２０２１（令和３）年６月２４日

に改正し、２０２２（令和４）年４月１日か

ら施行する。

別表

酪農学園大学

附属図書館

利用規程

１９７７年９月４日

規程 １９７７―３号

２０１３年４月１日

改正規程 ２０１３―４号

（趣 旨）

第１条 酪農学園大学附属図書館規程第７条

に基づき、附属図書館（以下「図書

館」という。）の利用については、

この規程の定めるところによる。

（図書館資料）

第２条 この規程において、図書館資料（以

下「図書」という。）とは、次の通

りとする。

（１）図書資料（書籍、逐次刊行物、

記録等）

（２）その他の資料（特殊資料、視聴

覚資料、マイクロ資料）

（開館・閉館）

第３条 図書館は、次の各号に掲げる日を除

き、開館するものとする。

（１）日曜日および国民の祝日

（２）本学規定の休日

２ 館長は、特に必要と認めた場合、前

項の規定にかかわらず開館又は閉館

日を変更することができる。

（開館時間）

第４条 開館日における利用時間は、通常期

間は平日午前８時４０分から午後８時

（土曜日にあっては午後５時）まで、

学生休業期間は平日及び土曜日午後

５時までとする。

２ 館長は、特に必要と認めた場合、前

項の規定にかかわらず臨時に開館時

間を変更することができる。

（利用者の資格）

第５条 図書館を利用出来る者は、次の通り

とする。

（１）本学教職員

（２）本学大学院学生

（３）本学学生

（４）本学卒業生

（５）その他館長の許可を受けた者

第６条 館長は、前条第４号及び第５号に掲

げる者に対し、利用証を交付する。

（身分証明書・学生証の携帯）

第７条 図書館を利用する者は、次の各号に

掲げる身分証明書・学生証を携帯す

るものとする。

（１）本学教職員 身分証明書

（２）本学大学院学生 学 生 証

（３）本学学生 学 生 証

（４）本学卒業生 利 用 証

（５）その他館長の

許可を受けた者 利 用 証

（館内閲覧）

第８条 図書の閲覧は、所定の場所において

行うものとする。

２ 開架図書は、閲覧室内において自由

に閲覧出来るものとする。

３ 前項以外の図書を閲覧しようとする

ときは、所定のカウンタ－に申し出

なければならない。

（館外帯出）

第９条 図書館を利用する者は、次に定める

ものを除き、所定の手続きを経て図

書を館外に帯出することができる。

（１）貴重図書

（２）記録及び古文書

学

則

お

よ

び

諸

規

程

等

－１０７－
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（３）参考図書

（４）その他特に定めた図書

（帯出冊数及び期間）

第１０条 館外に帯出できる冊数は、次の通り

とする。

（１）本学教職員 ３０冊

（２）本学大学院学生 ３０冊

（３）本学学生 １５冊

（４）本学卒業生 ５冊

（５）その他館長が

許可した者 その都度指定

２ 資料種別の帯出冊数は、別表のとお

りとする。

３ 前項に掲げる者について、館長が必

要と認めた場合、前項規定にかかわ

らず所定の手続きを経て、各号また

は資料種別並びに期間毎に帯出限度

冊数を定めることができる。

第１１条 館外に帯出できる期間は、次の通り

とする。

（１）本学教職員 １ヶ月

（２）本学大学院学生 １ヶ月

（３）本学学生 ２週間

（４）本学卒業生 ２週間

（５）その他館長が

許可した者 その都度指定

２ 資料種別の帯出期間は、別表のとお

りとする。

３ 第１項第１号に掲げる者について、

館長が必要と認めた場合、前項規定

にかかわらず所定の手続きを経て、

長期帯出（６ヶ月）することができ

る。

４ 第１項第２号および第３号に掲げる

者については、休暇期間中において、

長期帯出することができる。

（転貸の禁止）

第１２条 館外に帯出した図書は、転貸しては

ならない。

（研究室及び各部所等の備付）

第１３条 研究室及び各部所等においての購入

及び寄贈図書は、登録等所定の手続

きを経て、第１０条の規定にかかわら

ず、それぞれ保管し、利用すること

ができる。

２ 前項の規定により、研究室および各

部所等で保管する図書については、

それぞれ保管責任者を定めるものと

する。

（返 納）

第１４条 貸出しを受けた図書は、期限内に返

納しなければならない。

２ 次の各号に該当する者は、貸出し期

間中においても、ただちに帯出図書

を返納しなければならない。

（１）教職員 転任、退職

（２）学 生 卒業、退学

３ 館長は、必要と認めた場合、貸出期

間中においても、図書の返納を求め、

点検することがある。

（書庫内の検索）

第１５条 書庫内の検索を希望し、係員がその

必要を認めた場合は、所定の手続き

を経て書庫に入り、図書を検索する

ことができる。

２ 貴重図書、又は特殊資料を検索する

ときは、係員の立会いを得て行わな

ければならない。

（館内施設・設備の利用）

第１６条 グループ学習室・ＡＶ編集室・製本

室等を利用するときは、所定の手続

きを経るものとする。利用細則につ

いては別に定める。

（複 写）

第１７条 文献複写は、係員の指示にしたがい

所定の手続きを経て行うものとす

る。複写規程については別に定める。

（規律及び利用の制限）

第１８条 図書館の利用については、この規程

および係員の指示に従わなければな

らない。

２ 館長は、図書館の運営・管理にそむ

く行為がある者に対して、図書館の

利用を禁止することがある。

（相互利用）

第１９条 図書館は、必要に応じ、他の図書館

との相互利用をはかることができ

る。他館所蔵図書等の利用について

は、当該図書等を保有する館の定め

る規則に従い、図書館間の利用手続

きを経て行うものとする。

（雑 則）

第２０条 この規程に定めるもののほか、図書

館の利用についての必要な事項は、

附属図書館委員会の議を経て、館長

が定める。

（改 廃）

第２１条 この規程の改廃は、附属図書館委員

会の議を経て、館長が定める。

附 則

（１９７７年９月４日規程１９７７―３号）

この規定は、１９７７（昭和５２）年９月４日

から制定施行する。

附 則

この規定は、１９８５（昭和６０）年４月１日

から改正施行する。

附 則

この規定は、１９８８（昭和６３）年８月２４日

から改正施行する。

附 則

この規定は、１９９４（平成６）年１月２７日

から改正施行する。

附 則

１ この規定は、２０００（平成１２）年４月

１日から改正施行する。

２ 酪農学園大学附属図書館利用規程及

び酪農学園大学短期大学部附属図書館

利用規程は、２０００（平成１２）年４月１

日をもって統合する。

附 則

この規定は、２００２（平成１４）年４月１日

から改正施行する。

附 則

１ この規定は、２０１２（平成２４）年１０月

１２日から改正施行する。

２ 酪農学園大学短期大学部廃止に伴い

改正

附 則

（２０１３年４月１日改正規程２０１３―４号）

この規定は、２０１３（平成２５）年４月１日

から改正施行する。

酪農学園大学
構内交通規制
に関する規程

１９８１年９月１日

規程 １９８１―４号

２０１５年１１月１６日

改正規程 ２０１５―３７号

（目 的）

第１条 酪農学園大学（以下「本学」という。）

の構内における、教育研究の場にふ

さわしい環境を維持し、交通安全の

確保と緊急時における対応を保障す

るために、この規程を定める。

（対 象）

第２条 本学の構内を通行する自動車・自動

二輪車および原動機付自転車（以下

「車輌」という。）は、すべてこの

規程の定めるところにより構内を通

行するものとする。ただし、緊急車

輌についてはこの限りでない。

（通行路の指定）

第３条 徒歩および自転車の本学構内への通

行路は次のとおりとする。

（１）正門Ａ（野幌駅側）

（２）正門Ｂ（大麻駅側）

（３）中央通り

（車輌乗入れ指定）

第４条 学生の車輌乗入れは、原動機付自転

車を除き原則として禁止する。ただ

し、次の各号に該当する者は、駐車

場の収容能力の範囲内において、特

例として車輌乗入れを許可すること

がある。なお、原動機付自転車につ

いても、乗入れ許可を必要とする。

（１）身体障害等により、公共の交通

機関による通学が困難と認めら

れた者。

（２）公共の交通機関がなく、あるい

は著しく不便なため通学に困難

があると認められた者。

（３）専門課程等にあって、学業（卒

業論文・研究等）遂行上の事由

により、特に車輌の使用が必要

と認められた者。

別 表

学 生 院 生 教 職 員 卒業生＋学外者

図 書 ２週間

計１５冊

１ケ月

計３０冊

１ケ月

計３０冊

２週間

５冊

雑 誌 １週間 １週間 １週間

不可

新 着 雑 誌

（当年１月～１２月発行分）

翌 日 翌 日 翌 日

録 音 資 料 ２週間 ２週間 ２週間

映 像 資 料 １週間 計５点 １週間 計５点 １週間 計５点 不可 計５点

－１０８－
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（４）クラブ等課外活動のため、特に

車輌の使用が必要と認められた

者。ただし、１団体１台に限る

ものとする。

２ 構内に勤務する職員の車輌乗入れ

は、自粛する。ただし、職員の車輌

が職員専用駐車場の収容能力を越え

る場合には、通勤距離等を基準にし

て、規制することがある。

３ 来客、非常勤講師、商用その他学外

者の車輌乗入れは、原則として制限

しない。

４ 車輌の本学構内への進入および帰路

の時間帯は次の通りとする。

（１）研修館側の国道出入口

時間制限無し

（２）正門Ｂ（大麻駅側）

６：３０～２１：００

（３）Ｃゲート（伊達屋敷通り）側の

出入口

６：３０～２１：００

５ 本学構内における次の道路は、車輌

の通行を禁止する。

（１）学生専用駐車場Ｂ－とわの森三

愛高校の区間

（２）酪農学園ホール－Ｂ１号館前の

区間

（３）家畜管理牛舎－配水池の区間

（４）成池北側大学－とわの森三愛高

校第２校舎の区間

（５）ＲＩ棟－野球場の区間

（６）Ｂゲート－黒澤記念講堂の区間

（７）白樺通り

（８）学生サービスセンター裏の中通

り

（通門規制）

第５条 本学構内の入構に際しては、所定の

ゲート・ボックスの前で一旦車輌を

停止し、車輌整理員に次の定める構

内通行証、構内専用通行証を明示、

又は構内臨時通行証の交付を受けて

通行するものとする。ただし、緊急

車輌、郵便自動車、及びタクシー等

はその限りでない。

（１）「構内通行証」は、第４条第１

項により許可された学生及び構

内に勤務する職員の車輌に対し

交付する。

（２）「構内専用通行証」は、本学に

常時出入りする非常勤講師及び

商社（工事用含む。）の車輌に

対し交付する。

（３）「構内臨時通行証」は、本学に

臨時的に出入りする商社等学外

者及び第５条第１号を交付され

ない職員及び学生が、緊急やむ

をえない事由と認めた車輌に対

し交付する。

（通行規制）

第６条 本学構内を通行する車輌は、交通標

識に従い、騒音を発しないようにし、

時速２０㎞以下で通行するとともに、

追越しをしてはならない。なお、本

学構内では、トラクターは優先通行

とする。

（駐車区域の指定）

第７条 本学構内に乗入れを認められた車輌

は、すべて所定の駐車場に駐車する

ものとし、それ以外の場所での駐車

を一切禁止する。

（そ の 他）

第８条 車輌乗入れ及び車輌登録に関する手

続き、その他この規程についての必

要な事項は、別に定める「実施要領」

によるものとする。

附 則

（１９８１年９月１日規程
１９８１―４号）

この規程は、１９８１（昭和５６）年９月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００５（平成１７）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２０１２（平成２４）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２０１４（平成２６）年４月１日

から施行する。

附 則

（２０１５年１１月１６日改正規程２０１５―３７号）

この規程は、２０１５（平成２７）年１１月１６日

から施行する。

酪農学園大学
大学院ティー
チング・アシ
スタント規程

１９９４年４月１日

規程 １９９４―４号

２０１８年１０月１日

改正規程 ２０１８―４３号

（目 的）

第１条 この規程は、酪農学園大学大学院に

在学する優秀な学生に対し、教育的

な配慮の下に教育補助業務を行わ

せ、これに対する手当支給により、

大学教育の充実及び指導者としての

トレーニングの機会提供を図り、有

為な人材の育成を目的とする。

（名 称）

第２条 前条の教育補助業務を行う者の名称

は、ティーチング・アシスタント（以

下「ＴＡ」という。）とする。

（任用の資格）

第３条 ＴＡとして任用することができる者

は、獣医学研究科博士課程、獣医学

研究科修士課程、酪農学研究科博士

課程、酪農学研究科修士課程に在学

する学生とする。

（業務内容）

第４条 ＴＡの業務内容は、学類又は修士課

程学生の実験、実習、演習等に対す

る教育補助とする。

（募集・申請）

第５条 ＴＡの募集は、研究科ごとに行い、

ＴＡを必要とする指導教員は、所定

の書類を添付し教務課に提出する。

（選考基準）

第６条 ＴＡの選考基準は次の各号とする。

（１）博士課程の学生として研究能力

が優秀であると認められ、かつ、

学類又は修士課程学生に対する

実験、実習、演習等の指導がで

きる者

（２）修士課程の学生として研究能力

が優秀であると認められ、かつ、

学類学生に対する実験、実習、

演習等の指導ができる者

（３）自己の研究が順調で学業の進展

を阻害しないと判断される者

（採用決定）

第７条 ＴＡの採用は、大学院委員会の議を

経て学長が決定する。

（採用手続及び手当）

第８条 ＴＡの採用手続及び手当について

は、別に定める。

（勤務時間）

第９条 ＴＡの勤務時間は、当該学生の研究、

授業等に支障が生じないように配慮

し、博士課程は月４０時間（週１０時間

程度）、年３６０時間以内、修士課程は

月２０時間（週５時間程度）、年１８０

時間以内とする。

（採用の取消）

第１０条 ＴＡ学生が次の各号の一に該当した

ときは、大学院委員会の議を経て学

長が採用を取り消す。

（１）ＴＡ学生としての本分に反する

行為を行ったとき。

（２）休学、退学または成業の見込が

ないとき。

（３）ＴＡ学生が採用の辞退を申し出

たとき。

（事務処理）

第１１条 本制度に関する事務の取り扱いは、

教育センター教務課および総務課で

行う。

（規程の改廃）

第１２条 この規程の改廃は、大学院委員会の

議を経て学長が行う。

附 則

（１９９４年４月１日規程１９９４―４号）

この規程は、１９９４（平成６）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００２（平成１４）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００５（平成１７）年１０月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２００８（平成２０）年４月１日

から施行する。

附 則

この規程は、２０１１（平成２３）年４月１日

から施行する。

附 則

（２０１８年１０月１日改正規程２０１８―４３号）

この規程は、２０１８（平成３０）年１０月１日

から施行する。

学
則
お
よ
び

諸

規

程

等
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酪農学園大学

大学院学生の

留学に関する

規程

１９８２年５月２０日
規程 １９８２―４号
２００７年６月２２日

改正規程 ２００７―１１号
（目 的）
第１条 この規程は、酪農学園大学大学院学

則第２１条及び第２４条の規定に基づ
き、酪農学園大学大学院（以下「本
大学院」という。）の学生の留学に
ついて必要な事項を定めるものとす
る。

（定 義）
第２条 この規程に定める留学とは、研究科

委員会の許可を得て、外国の大学等
で本大学院における１学期相当期間
又は１年在学し、学修すること又は
研究指導受けることをいう。

（外国の大学等）
第３条 外国の大学等とは、外国における正

規の高等教育機関で学位授与権を有

するもの、又はこれに相当する教育
研究機関をいう。

（留学資格）
第４条 留学の資格は、本大学院の各課程の

２年次以上に在籍している学生で、
心身ともに健全であり学業成績が優
秀で当該外国語の能力にすぐれてい
る者とする。

（留学に必要な手続き）
第５条 留学を希望する者は、所定の留学願

を在籍する当該研究科の研究科長に
提出しなければならない。

２ 前項の留学願には、原則として、受
入機関の入学又は研究及び聴講の許
可書を添えなければならない。

（留学許可）
第６条 留学の許可は、研究科委員会の議を

経て研究科長が行う。
（留学期間等）
第７条 留学の期間は、原則として１年以内

とする。
２ 前項の期間は、修業年限に算入する。

（留学費用）
第８条 留学の費用は、すべて学生の負担と

する。
（本大学院の授業料等の免除）
第９条 留学期間中の本大学院の授業料等

は、免除する。
（留学報告）
第１０条 学生は、次の書類を帰国の日から１

か月以内に学長に提出するものとす
る。

（１）留学に関する報告書
（２）留学中の学業成績証明書又は研

究証明書
（単位認定）
第１１条 留学中に修得した授業科目並びに単

位の認定については、研究科委員会
の議を経て研究科長が決定する。

２ 前項により認定された単位数は、１０
単位を超えない範囲で本大学院にお
いて修得したものとする。

（修了の延期）
第１２条 留学期間中に修了の要件を満たす者

が引き続き在学を希望する場合は、
本学における修了を１学期間延期す
ることができる。

（雑 則）
第１３条 この規程に定めるもののほか必要な

事項は、別に定める。
（改 廃）
第１４条 この規程の改廃は、大学院委員会の

議を経て学長が決定する。
附 則
（１９８２年５月２０日規程１９８２―４号）

この規程は、昭和５７年５月２０日から施行
する。

附 則
この規程は、２００４（平成１６）年４月１日
から施行する。

附 則
（２００７年６月２２日改正規程２００７―１１号）

この規程は、２００７（平成１９）年６月２２日
から施行する。

酪農学園大学

大学院特別科

目等履修生

規程

２００４年５月２１日
規程 ２００４―４号

（趣 旨）
第１条 この規程は、酪農学園大学大学院（以

下「本学」という。）学則第３０条第
２項の規定に基づき、本学と他の大
学院研究科（以下「他の研究科」と
いう。）との協定による特別科目等
履修生に関して必要な事項を定め
る。

（資 格）
第２条 特別科目等履修生の資格は、本学と

単位互換協定を結んだ他の研究科に
在籍する学生とする。

（受入れ時期）
第３条 特別科目等履修生の受入れ時期は、

学年又は学期の始めとする。
（履修期間）
第４条 特別科目等履修生の履修期間は、１

年以内とする。
（出願手続）
第５条 特別科目等履修生を志願する者は、

指定の期日までに当該他の研究科を
通じて次の書類を研究科長に願い出
なければならない。
（１）願書（本学所定の用紙）
（２）その他、本学が必要とする書類

等
（許 可）
第６条 前条により願い出があった者につい

ては、当該学生が履修しようとする
授業科目の教育課程を置く当該研究
科委員会で選考を行い、研究科長が
特別科目等履修生として受入れを許
可する。

２ 特別科目等履修生は、前項により本
学研究科の履修学生とする。

（履修手続）
第７条 特別科目等履修生の許可を受けた者

は、当該他の研究科を通じて、本学
に授業科目の履修届を提出する。

２ 履修できる単位数は、当該他の研究
科との協議のうえ定めるものとす
る。

（身分証明書）
第８条 特別科目等履修生には、本学所定の

身分証明書を交付する。
（単位の認定）
第９条 特別科目等履修生が履修した授業科

目については、試験等により学業成
績を評価し、これに合格した授業科
目については、所定の単位を与える。

２ 前項により単位を認定した場合、本
人の請求により単位修得証明書を交
付する。

３ 授業科目の試験、学業成績評価及び

単位認定の取り扱いは、本学学則に
よる。

（身分の取消）
第１０条 特別科目等履修生がその本分に反す

る行為を行ったときは、当該研究科
委員会の議を経て、 研究科長が特
別科目等履修生としての身分を取消
す。

（身分の喪失）
第１１条 特別科目等履修生が、当該他の研究

科の学生の身分を失ったときは、本
学における特別科目等履修生の身分
も失うものとする。

（履修料等）
第１２条 特別科目等履修生の履修料等につい

ては、当該他の研究科との協議のう
え定めるものとする。

２ 前項の履修料等のほか、必要な費用
について徴収することがある。

（準用規定）
第１３条 この規程に定めるもののほか、特別

科目等履修生に関して本学学則を準
用する。

（事 務）
第１４条 この規程に関する事務は、教務部教

務課が担当する。
（改 廃）
第１５条 この規程の改廃は、大学院委員会の

議を経て、学長が決定する。
附 則
（２００４年５月２１日改正規程２００４―４号）

この規程は、平成１６年（２００４年）５月２１
日から施行する。

－１１０－
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酪農学園大学

教育職員免許

状の取得に

関する規程

２００７年７月２６日

規程 ２００７―２号

２０１８年１０月１日

改正規程 ２０１８―４７号

（目 的）

第１条 この規程は、酪農学園大学（以下「本

学」という。）学則第２７条及び酪農

学園大学大学院学則第２１条に基づ

き、教育職員免許状の取得及び教育

職員免許状授与の所要資格を得させ

るための授業科目（以下「教職課程

に関する科目」という。）に関して

必要な事項を定める。

（履修資格）

第２条 教職課程に関する科目を履修できる

者は、本学の学生及び大学院生並び

に大学学則第４３条及び大学院学則第

２９条に基づき許可された科目等履修

生とする。

（履修の手続き）

第３条 教職課程に関する科目を履修しよう

とする者は、定められた期間内に教

育センター教務課へ履修の申し込み

をしなければならない。

（納付金等）

第４条 教職課程に関する科目を履修しよう

とする者は、次に掲げる納付金等を

納めなければならない。

（１）教職課程料

（イ）学 生 ３０，０００円（申込時）

（ロ）大学院生 １０，０００円（申込時）

（２）教育実習費及び栄養教育実習費

は、実費とする。

（３）科目等履修生は、酪農学園大学

科目等履修生規程による。

２ 前項（１）（ロ）は、専修免許状取得

希望者に限る。

３ 前項のほかに必要な経費は、別途徴

収する。

４ 納付した教職課程料等は、返還しな

い。

（開講授業科目及び履修方法）

第５条 開講授業科目は学則第２１条及び学則

第２７条に関する科目とし、学則の別

表第１及び別表第２に基づき、定め

られた必修科目及び選択科目を履修

しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、教育実習

を履修する場合は所定の科目、単位

を修得していなければならない。

（教育職員免許状取得に要する単位数）

第６条 教育職員免許状を取得しようとする

者は、卒業に必要な単位数及び定め

られた教職課程の単位数を修得しな

ければならない。

（成績評価及び単位認定）

第７条 前条により履修した科目について

は、所定の方法により学業成績を評

価するとともに、合格したときは所

定の単位を与える。

（単位修得証明書）

第８条 本学において教育職員免許状取得に

必要な科目を履修し、所定の単位を

修得した者には、単位修得証明書を

発行する。

（所 管）

第９条 この規程に関する事項の事務所管は

教育センター教務課及び教職セン

ターとする。

（改 廃）

第１０条 この規程の改廃は、評議会の議を経

て、学長が決定する。

附 則

（２００７年７月２６日規程２００７―２号）

この規程は、２００７（平成１９）年７月２６日

から施行し、２００７（平成１９）年４月１日

から適用とする。但し、第４条は２００７（平

成１９）年年度入学生から適用とする。

附 則

この規程は、２０１５（平成２７）年４月１日

から施行する。

附 則

（２０１８年１０月１日改正規程２０１８―４７号）

この規程は、２０１８（平成３０）年１０月１日

から施行する。

学

則

お

よ

び

諸

規

程

等
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酪農学園の沿革
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